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平成20年６月25日（水曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第２号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○報告第２号 専決処分の承認を求めることに

ついて（平成19年度宮崎県一般

会計補正予算（第６号））

○報告事項

・県が出資している法人の経営状況について

社団法人宮崎県林業公社 (別紙９)

財団法人宮崎県環境整備公社 (別紙10)

社団法人宮崎県農業振興公社 (別紙13)

財団法人宮崎県内水面振興センター (別紙

14)

財団法人宮崎県水産振興協会 (別紙15)

・平成19年度宮崎県繰越明許費繰越計算書（別

紙18）

○環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査

○その他報告事項

・エコクリーンプラザみやざき問題について

・指定管理者制度の第二期指定について

・平成19年台風第４号、第５号による民有林山

地災害の調査結果について

・平成19年度「大気及び水質の測定結果」等に

ついて

・乾しいたけ品評会等について

・単品スライド条項の運用について

・施設園芸代替エネルギーの実証結果について

・一ツ瀬川土地改良区における目的外水利用及

び帳簿外現金について

・農業農村整備事業独自の総合評価の試行につ

いて

・重油・飼料価格高騰対策に係る最近の動きと

当面の取組の方向性について

出席委員（９人）

委 員 長 宮 原 義 久

副 委 員 長 黒 木 正 一

委 員 外 山 三 博

委 員 坂 口 博 美

委 員 蓬 原 正 三

委 員 野 辺 修 光

委 員 満 行 潤 一

委 員 松 田 勝 則

委 員 長 友 安 弘

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

環境森林部次長 森 山 順 一
（ 総 括 ）

環境森林部次長 寺 川 仁
（ 技 術 担 当 ）

部 参 事 兼 飯 田 博 美環 境 森 林 課 長

計 画 指 導 監 森 房 光

環 境 管 理 課 長 堤 義 則

環境対策推進課長 道 久 奉 三

自 然 環 境 課 長 飯 干 利 廣

森 林 整 備 課 長 徳 永 三 夫

山村・木材振興課長 楠 原 謙 一

木材流通対策監 河 野 憲 二

工 事 検 査 監 濵 砂 金 徳

農政水産部

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

農政水産部次長 西 田 二 朗
（ 総 括 ）
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農政水産部次長 伊 藤 孝 利
（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長 太 田 英 夫
（ 水 産 担 当 ）

部 参 事 兼
岡 崎  博農 政 企 画 課 長

農 水 産 物 郡 司 行 敏
ブランド対策監

地域農業推進課長 上 杉 和 貴

担 い 手 対 策 監 山 内 年

営 農 支 援 課 長 吉 田 周 司

農業改良対策監 佐 藤 吉 史

消費安全企画監 八反田 憲 生

農 産 園 芸 課 長 串 間 秀 敏

畜 産 課 長 押 川 延 夫

家畜防疫対策監 山 本 慎一郎

農 村 計 画 課 長 原 川 忠 典

国営事業対策監 桐 山 和 人

農 村 整 備 課 矢 方 道 雄

工 事 検 査 監 西 重 好

水 産 政 策 課 長 桑 原 智

漁 業 調 整 監 山 田 卓 郎

漁港漁場整備課長 那 須 司

漁港整備対策監 今 西 宏 美

総合農業試験場長 村 田 壽 夫

県立農業大学校長 米 良 弥

畜 産 試 験 場 長 荒 武 正 則

水 産 試 験 場 長 関 屋 朝 裕

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 大 野 誠 一

政策調査課主査 坂 下 誠一郎

○宮原委員長 ただいまから、環境農林水産常

任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。お手元に配付いたしました日程案のとおり

でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案、報告事項等

の説明を求めます。なお、委員の質疑は、執行

部の説明がすべて終了した後にお願いいたしま

す。

○髙柳環境森林部長 環境森林部長の髙柳でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

座って説明させていただきます。

まず初めに、エコクリーンプラザみやざき問

題につきまして、外部調査委員会による調査を

円滑に進めるために、６月10日付で環境対策推

進課に技術補佐など４名の専任職員を配置いた

しました。御紹介をさせていただきます。環境

対策課技術補佐の東でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

それでは、お手元にお配りしております「環

境農林水産水産常任委員会資料」の表紙をごら

んいただきたいと思います。本日の説明事項に

つきましては、まず、Ⅰの議案といたしまし

て、議案第２号「使用料及び手数料徴収条例の

一部を改正する条例」であります。これは温泉

法の一部改正によりまして、新たな許可や確認

等の手続が必要となったことから、その申請に

係る手数料の新設をお願いするものでありま

す。

次のⅡの報告承認事項でございますが、「専

決処分の承認を求めることについて」につきま
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しては、産業廃棄物税基金と森林環境税基金の

積み立てにつきまして、地方自治法第179条第

３項の規定によりまして、専決処分の承認をお

願いするものであります。

次のⅢの報告事項につきましては、財団法人

宮崎県環境整備公社と社団法人宮崎県林業公社

の平成19年度事業報告及び平成20年度事業計画

の報告と、平成19年度繰越明許費について御報

告をさせていただきます。

Ⅳのその他の報告事項につきましては、エコ

クリーンプラザみやざき問題について、前回６

月４日の常任委員会以降、外部調査委員会の開

催や、周辺地域等の環境調査を実施するなどの

取り組みを進めておりますので、その状況を御

報告いたします。また、このほかに、指定管理

者制度の第二期指定について、平成19年台風第

４号、第５号による民有林山地災害の調査結果

について、平成19年度大気及び水質の測定結果

等につきまして、乾しいたけ品評会等につい

て、単品スライド条項の運用につきましての、

合わせて６項目を御報告させていただきます。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては、それぞれ担当課長から御説明申し

上げますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

○飯田環境森林課長 それでは、お手元にござ

います環境農林水産常任委員会資料の５ページ

をごらんください。平成19年度繰越明許費につ

いてであります。一覧表にお示ししたような繰

り越しが生じております。

その内容は、自然環境課主管の山地治山事業

などで、網かけ部分にありますように、繰越額

が10億2,482万2,000円、箇所数が34カ所となっ

ています。繰り越し理由は、工法の検討等に日

時を要したことなどによるものであります。

森林整備課主管の森林保全林道整備事業など

で、繰越額が13億9,446万8,000円、箇所数が44

カ所となっています。繰り越し理由は、関連工

事が遅れたことなどによるものであります。

山村・木材振興課主管の林業・木材産業構造

改革事業で、繰越額が1,322万8,000円、箇所数

が１カ所となっています。繰り越し理由は、市

町村において事業が繰り越しになったことによ

るものであります。

繰越額の合計は、表の一番下にありますよう

に、24億3,251万8,000円、箇所数は79カ所と

なっています。繰越明許費については以上であ

ります。

○道久環境対策推進課長 それでは、私のほう

からは、平成20年６月定例県議会提出議案、報

告第２号「専決処分の承認を求めることについ

て」を御説明させていただきます。常任委員会

資料で説明させていただきます。２ページをお

開きください。

（１）の産業廃棄物基金積立金の執行に伴う

補正であります。19年度の産業廃棄物税の税収

が確定しましたことから、積立金1,241万9,000

円を補正したものであります。この結果、補正

後の額にございますように、産業廃棄物税の基

金への積立金は２億5,598万8,000円となりま

す。

次に、社団法人宮崎県環境整備公社について

でございます。平成20年６月定例県議会提出報

告書の環境整備公社とついてございます77ペー

ジをお開きいただきたいと思います。済みませ

ん、訂正させていただきます。先ほど社団法人

と申し上げたみたいでございます。財団法人で

ございます。

それでは、まず、財団法人宮崎県環境整備公

社平成19年度事業報告についてでございます。
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環境整備公社は、１の事業概要にありますよ

うに、県央地域11市町村の一般廃棄物の広域処

理及びリサイクルの推進並びに県内の産業廃棄

物の処理を行ってまいりました。

２の事業実績にありますが、表の右の欄にあ

りますように、平成19年度は、一般廃棄物を15

万236トン、産業廃棄物9,357トンが搬入され、

処理を行うとともに、廃棄物に対する啓発や温

浴施設などの地域振興事業を行ったところであ

ります。

78ページをお願いします。３の貸借対照表総

括表であります。環境整備公社は、表の右側に

ございますように、４つの会計で業務を行って

おりますが、表の左から２番目の総合計で説明

させていただきます。

まず、資産についてでございますけれども、

１の流動資産が、現金及び未収金等で、流動資

産合計欄、線で囲まれたところですけれども、

９億3,063万8,736円、２の固定資産は、まず、

（１）の基本財産が、合計欄にありますように

１億110万円、（２）の特定資産が、周辺環境

整備積立金及び長期借入金返済積立金等で、合

計欄にありますように１億6,287万2,849円。

（３）のその他の固定資産が、不動産や機械装

置等で、合計欄にありますように34億8,698

万3,982円で、固定資産の合計は37億5,095

万6,831円で、流動資産と固定資産を合わせた

資産合計、46億8,159万5,567円でございます。

次に、負債ですが、１の流動負債が、施設運

転委託会社のほうに対します未払い金などが７

億9,535万5,445円、２の固定負債が、長期借入

金を主に21億8,817万2,200円で、その下にあり

ますように、負債の合計は29億8,352万7,645円

でございます。

正味財産は、下から２段目、16億9,8 06

万7,922円で、負債及び正味財産計は、一番左

にありますように46億8,159万5,567円でござい

ます。

79ページから82ページは、それぞれの会計の

貸借対照表でありますので、説明は省略させて

いただきます。

83ページをお願いいたします。５の正味財産

増減計算書総括表についてであります。これも

左から２番目の総合計欄で説明させていただき

ます。

まず、経常増減の部の（１）経常収益につき

ましては、主に③の受取補助金等の２行目、市

町村運転委託金20億9,193万円余を主として、

経常収益計は25億3,449万7,164円、これに対し

まして経常費用は、事業費が施設運転管理事業

費を中心に21億3,534万円余、管理費の３億93

万円余、③の財産寄附支出、これは温浴施設を

市町村に寄附の形で支出したものですけれど

も、その４億207万円余などで、経常費は、

ちょっとわかりづらいんですけれども、下か

ら18行目になります。経常費用計となっている

と思いますけれども、29億8,834万9,378円とな

り、当期の経常増減額は４億5,385万2,214円の

減となっております。

２の経常外増減の部につきましては、経常外

収益はなく、経常外費用のみでありましたの

で、下から９段目になりますけれども、当期経

常外増減額、こちらは3,249万6,900円の減、こ

の額に当期計上額を加えた当期一般正味財産増

減額は、その下にありますように４億8,634

万9,114円の減となりまして、指定正味財産は

ありませんので、正味財産期末残高は、一番下

にございますが、16億9,806万7,922円となりま

した。

84ページから87ページは、会計ごとの前年度
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比較でございまして、88ページの財産目録は、

貸借対照表と内容が同じですので、説明は省略

させていただきます。また、90ページでござい

ますけれども、８、キャッシュ・フロー計算書

でございますが、キャッシュ・フロー計算書

は、資金の流れだけに着目した計算書でありま

すので、こちらのほうは後ほどごらんになって

いただきたいと存じます。

91ページをお願いします。20年度の事業計画

についてでございます。20年度につきまして

は、安心かつ安全を基本に、参画市町村と密接

な連携をとりながら、信頼される事業の推進に

努めることとしております。

２の事業計画にありますように、本年度も一

般廃棄物及び産業廃棄物の処理や廃棄物の啓発

事業を行うとともに、昨年12月にオープンいた

しましたエコクリーンほがらか湯等の適切な管

理運営を行うことといたしております。

92ページをお願いいたします。収支予算書総

括表であります。なお、この表では単位は千円

となっております。この表も、左から２番目、

予算額で説明させていただきます。

まず、事業活動収支でありますが、事業活動

収入は、②の市町村運転委託収入を主とする補

助金等収入、及び③の廃棄物処理収入などによ

りまして、収入計が25億6,742万円、これに対

しまして事業活動支出は、①の管理費が２億円

余、施設運転管理事業費が19億8,600万円

余、93ページになりますけれども、④の周辺環

境整備事業費が３億円で、事業活動支出計、こ

ちらのほうは26億6,183万円となりまして、収

支差額は、その下の9,441万円のマイナスとな

ります。

次に、投資活動収支は、周辺環境整備積立金

取崩収入等により、下から10段目になりますけ

れども、投資活動収支差額と記載されておりま

すように、３億2,020万8,000円となり、また、

財務活動収支は、長期借入金返済によりまし

て、下から５段目になりますけれども、２

億2,191万4,000円のマイナスとなり、予備費を

差し引いて当期収支差額は、下から３段目にあ

りますように50万円となり、前期繰越収支差額

を加えた次期繰越収支差額は、一番下にありま

すように689万7,000円となります。

94ページ以降は、各会計の収支予算書であり

ますので、説明は省略させていただきます。

私からは以上でございます。

○飯干自然環境課長 自然環境課の提出議案に

ついて御説明いたします。

議案第２号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」についてであります。

提出議案につきましては、お手元に配付をい

たしております平成20年６月定例県議会提出議

案の３ページでありますが、内容につきまして

は、常任委員会資料で御説明いたします。

資料の１ページをお開きください。「使用料

及び手数料徴収条例の一部を改正する条例」に

つきまして、（１）の改正の理由ですが、温泉

法は、これまで、温泉の保護と適正な利用を目

的としていましたが、平成19年６月に渋谷区の

温泉施設で起きた爆発事故などから、新たに温

泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによ

る災害防止が法の目的に追加され、可燃性天然

ガスの濃度についての確認や、温泉の採取の許

可などの手続が必要となり、これに係る申請手

数料を新設するものであります。

次に、（２）の改正の概要であります。今回

は、手数料の種類の欄にありますように、可燃

性天然ガス濃度確認申請手数料など６つの手数

料を新設することとし、それぞれ7,400円から
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３万5,000円としたところであります。

なお、（３）の施行期日でありますが、①の

可燃性天然ガス濃度確認申請手数料は平成20年

８月31日までに、②のそれ以外の手数料は平

成20年11月30日までに規則で定めることにして

おります。

続きまして、報告承認事項、報告第２号の

「専決処分の承認を求めることについて」であ

ります。常任委員会資料の２ページをごらんく

ださい。（２）の森林環境税基金積立金の使途

に伴う補正であります。森林環境税基金積立金

につきましては、ことし２月の議会で補正をお

願いしたところでありますが、３月末の時点で

税収等に変動がありましたことから、積立金６

万1,000円を増額補正したものであります。こ

の結果、平成19年度の森林環境税基金への積立

金は２億6,985万2,000円となったところであり

ます。

自然環境課の説明は以上であります。

○徳永森林整備課長 それでは、当課からは、

宮崎県林業公社の平成19年度事業報告及び平

成20年度事業計画について御報告いたします。

平成20年６月定例県議会提出報告書の67ペー

ジをお開きください。

平成19年度事業報告書であります。林業公社

は、平成17年度から取り組んでまいりました抜

本的改革の成果等を踏まえまして、昨年度、公

社として存続する方針を決定し、引き続き全力

で経営改善に取り組んでいるところでありま

す。

次に、68ページをお開きください。平成19年

度におきましては、２の事業実績にありますよ

うに、各事業に取り組み、収入の確保に努める

とともに、植栽未済地の解消等にも取り組んだ

ところであります。

次に、69ページをごらんください。３の貸借

対照表であります。

まず、表の上段、Ⅰの資産の部であります。

１の流動資産と２の固定資産を合わせた資産合

計は、表の中ほどにありますように366億6,143

万8,801円で、その内訳の大半が、その５行上

にあります森林勘定であります。

次に、Ⅱの負債の部であります。１の流動負

債と２の固定負債を合わせた負債合計は、379

億6,386万1,037円で、その大半は農林公庫等か

らの長期借入金であります。

次に、Ⅲの正味財産の部でありますが、正味

財産は、表の下から２行目にありますように、

マイナス13億242万2,236円であります。

したがいまして、負債及び正味財産合計は、

表の一番下にありますように、366億6,143

万8,801円となっております。

次に、70ページをお開きください。４の正味

財産増減計算書であります。

まず、Ⅰの一般正味財産増減の部につきまし

ては、当期増減額は、表の下から８行目にあり

ますように、マイナスの２億1,282万7,233円と

なっております。

また、Ⅱの指定正味財産増減の部について

は、該当ありませんので、表の一番下にありま

すように、正味財産期末残高はマイナス13

億242万2,236円となっております。

次に、71ページの５の財産目録につきまして

は、貸借対照表と同様でありますので、省略さ

せていただきます。

次に、72ページをお開きください。６のキ

ャッシュ・フロー計算書であります。公社は、

平成18年度から新たな公益法人会計基準を適用

しており、当該年度における現金等の流れを示

すキャッシュ・フロー計算書の作成が義務づけ
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られております。まず、Ⅰの事業活動によるキ

ャッシュ・フローは、表の下から９行目にあり

ますように、マイナス１億7,845万3,039円と

なっております。

次に、Ⅱの投資活動によるキャッシュ・フロ

ーは、次の73ページの表の上から５行目にあり

ますように、1,733万1,780円となっておりま

す。 また、Ⅲの財務活動によるキャッシュ・

フローは、表の下から４行目にありますよう

に、３億2,651万7,545円となっております。

このため、１年間の資金、キャッシュの増減

は、Ⅳの現金及び現金同等物の増減額にありま

すように、１億6,539万6,286円の増となったと

ころであります。

この結果、表の一番下にありますように、正

味残額は２億9,005万7,736円となっておりま

す。

次に、74ページをお開きください。平成20年

度事業計画書であります。

１の基本方針、及び75ページの２の事業計画

にありますように、公社は、昨年度に策定した

経営方針や第３期経営計画に基づき、一層の経

営改善に取り組むとともに、県の重点施策であ

る植栽未済地対策や、県民参加の森林づくり事

業に取り組むこととしております。

次に、76ページをお開きください。３の収支

予算書であります。

まず、Ⅰの事業活動収支の部は、表の中ほど

の事業活動収支差額にありますように、マイナ

ス２億5,850万5,000円であります。

次に、Ⅱの投資活動収支の部は、表の中ほど

から下の投資活動収支差額にありますように、

マイナス3,692万7,000円であります。

また、Ⅲの財務活動収支の部は、表の下から

４行目の財務活動収支差額にありますように、

２億9,543万2,000円となっております。

この結果、当期収支差額はゼロとなり、次期

繰越収支差額は３億6,796万9,000円となりま

す。

森林整備課からは以上であります。

○道久環境対策推進課長 それでは、その他の

報告事項のうち、エコクリーンプラザみやざき

問題について、私のほうから説明させていただ

きます。

常任委員会資料の６ページをお開きいただき

たいと思います。エコクリーンプラザみやざき

問題につきまして、前回の６月４日の常任委員

会後の動きを報告いたします。

まず、第１回外部調査委員会の開催について

であります。第１回の委員会は平成20年６月12

日に開催されまして、野﨑義弘弁護士が委員長

に選任されました。

イのところの審議事項でありますが、まず、

委員会の今後の進め方について、調査事項及び

調査スケジュール案につきまして御了承をいた

だきました。

委員会資料の７ページをごらんになっていた

だきたいと思います。委員会の今後の進め方

で、まず、調査事項及び調査手順につきまして

は、まずは１のとおり、施設の機能回復や安定

的な稼働の確保に向けた調査を優先することと

し、次に、２の浸出水調整池の機能不全の原因

究明に向けた調査につきましては、（１）の技

術的な面の検証や、（２）の公社の予算執行や

意思形成過程の調査・検証を行っていただきま

して、これらを踏まえた損害賠償請求の可否等

の調査を行っていただくことになりました。

２の原因究明と並行いたしまして、塩処理対

策やクローズドシステムという廃棄物処理シス

テム全般にわたる検討も行っていただくことと
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なりました。

８ページになりますけれども、調査方法等に

つきましては、調査は、１にありますように、

事実の調査、問題点の摘出と整理、責任の所在

の調査を行うこととし、必要に応じまして、２

にありますように、現地調査や関係者からのヒ

アリングも実施する。そして、調査を迅速に行

うため、３にありますように、専門分野に応じ

て調査することとなりました。

調査結果の取り扱いにつきましては、１にあ

りますように、調査結果は速やかに公開すると

いうことになりました。

９ページをお願いいたします。調査のスケジ

ュールにつきましては、次回の外部調査委員会

までに第３水槽の安全性の検証を行い、その次

の委員会までには、第３水槽以外の水槽の工法

等及びその下の技術的な面の検証の結論を得、

できれば年内、遅くとも１月ごろまでには最終

報告をしていただくという、大ざっぱですけれ

ども、このような調査スケジュール案が了承さ

れたところでございます。

次に、浸出水調整池の梅雨・台風対策につい

てでございます。資料は10ページから11ページ

でございます。これは宮崎大学の土手委員から

御報告いただいたものでございます。報告で

は、浸出水調整池が１万3,000立米しか使えな

い状況のもとで、雨量の想定を年間の各月の雨

量を過去最大の年の雨量、年間約6,100ミリで

すけれども、これで想定いたしまして、梅雨・

台風シーズンにおける対策を提案していただき

ました。

まず、浸出水の抑制対策としまして、劣化

し、漏水の見られる最終処分場Ｂ区画のブルー

シートの張りかえを緊急に実施する。台風時に

は、埋め立てを実施している部分にもブルーシ

ートを張って浸出水を抑制する。上記対策によ

る浸出水の発生量をシミュレーションして管理

することが提案されました。その他、緊急時の

連絡体制や人員体制の整備についても提案がな

されまして、公社では、提案に基づき、ブルー

シートの張りかえ等を実施いたしております。

申しわけありませんが、６ページに戻ってい

ただきたいと思います。（２）の２回の委員会

についてでございます。第１回の委員会で浸水

水調整池貯留量につきまして指摘がございまし

たので、土手委員のほうで浸水水調整池貯留量

の再計算結果が報告されまして、再計算の結果

でも、梅雨・台風への対応は可能であることが

了承されました。また、その後、浸出水調整池

の第１―２及び第２水槽の実地調査を行ってい

ただいたところでございます。

次に、エコクリーンプラザみやざきの環境調

査の結果の中間報告についてであります。資料

の12ページをお願いいたします。５月26日から

６月３日にかけまして、地元対策協議会や県、

市の職員の立ち会いのもとで環境整備公社が実

施した調査であります。調査結果によります

と、ＢＯＤなどの生活環境項目や重金属などの

有害物質は、すべての地点で環境基準や排水や

排ガスの基準に適合しておりました。詳細につ

きましては13ページから27ページのとおりであ

ります。なお、残りの土壌や底質、大気、騒

音、振動及びダイオキシン類につきましては、

７月上旬に結果がわかる予定でございます。

エコクリーンプラザみやざき問題については

以上でございます。

なお、資料以外に、１枚紙で「エコクリーン

プラザみやざきへの産業廃棄物搬入実績」と書

かれた資料があるかと存じます。これは、さき

の常任委員会で蓬原委員から要求のありました
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資料でございます。後ほどごらんになっていた

だきたいと思います。

私からは以上でございます。

○飯田環境森林課長 それでは、委員会資料

の28ページをお開きください。指定管理者制度

の第二期指定についてであります。

環境森林部では、平成18年度から、３つの公

の施設につきまして指定管理者制度を導入して

おり、本年度で指定期間の３年を終了するた

め、新たに１施設を加えまして４施設の指定管

理者を募集することとしております。

まず、（１）の林業技術センター（森とのふ

れあい施設）についてであります。当施設は、

美郷町の西郷区にあります林業技術センターに

併設されておりまして、森の科学館、研修寮、

森林植物園、体験の森等で構成されておりま

す。

①の第一期の管理運営実績について御説明い

たします。

アの指定管理業務の概要でありますが、当施

設は、県民に対する林業に関する知識及び技術

の習得並びに森とのふれあいの場を提供するこ

とを目的としております。指定管理者は、他の

２つの施設を含めまして社団法人宮崎県林業協

会となっております。

イの施設の利用状況につきましては、森の科

学館入場者を初め、全体としましては、累計い

たしますと減少傾向にありますので、一層の利

用促進を図る必要がございます。

ウの施設の収支状況でございますが、収入

は、指定管理料のほか、研修寮宿泊に伴う食事

代、研修材料等の実費分を収入といたしまし

て、施設の管理運営に要する支出に充当してい

るところでございます。

エの管理運営状況でございます。これは18

～19年度でございます。制度導入を契機といた

しまして、利用者の利便性やサービス向上、利

用者増の主な取り組みといたしましては、シイ

タケ体験教室などの主催研修や、木工体験など

の自主研修等の内容充実、研修参加者へのアン

ケート調査の実施、インターネットからの申し

込みができるなどのホームページのリニューア

ル、マスコミや教育機関への情報提供やチラシ

配布など、積極的な広報活動に取り組んでおり

ます。

オの評価でありますが、制度導入前と比較い

たしまして、主催研修の実施回数を増加してお

りまして、自主研修プログラムの充実などが図

られており、また、広報活動等も積極的に行う

など、利用促進に努めております。しかしなが

ら、施設の認知度が低いことや地理的条件か

ら、利用者総数が減少しておりますので、利用

促進を図るためのより効果的な方策が必要と

なっておるところでございます。

次に、29ページをごらんください。②の第二

期の募集方針（案）についてであります。

アの業務の範囲でありますが、施設の利用許

可や宿泊料の徴収、食事の提供等の施設の利用

に関する業務などであります。

イの指定期間でありますが、第一期と同じく

３年を予定しており、他の３施設も同じであり

ます。

ウの基準価格でありますが、年額2,1 6 0

万5,000円であり、第一期の基準価格の積算を

ベースといたしまして、管理運営費の実績など

を踏まえて積算しているところでございます。

オの募集でございます。募集期間は、平成20

年７月９日から９月10日までの約２カ月間と

し、県公報、県庁ホームページ等で広報を行

い、現地説明会の開催等も予定しているところ
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でございます。

カの応募資格でございますが、基本的には行

政経営課の指導に基づくものとなっております

が、施設独自のものといたしましては、応募資

格の一番下にありますように、森林インストラ

クターなどの資格を有する者の配置も要件とい

たしているところでございます。

次に、30ページをごらんください。キの選定

でございます。第二期の制度導入におきまして

も、第一期と同様に、各対象施設の事業目的や

内容は類似しておりますので、効率的な運営を

図るため、部内で１つの選定委員会を設置いた

しておるところでございます。選定方法といた

しましては、１次審査では、応募資格等に関す

る書類審査を事務局で行い、２次審査において

選定委員会を開催し、応募者に対するヒアリン

グを実施することといたしております。

指定管理者候補者選定委員会は、表にありま

すように、遠山税理士を委員長といたしまし

て、外部委員３名、部内委員３名の計６名の委

員で構成されております。

クの選定基準・審査項目・配点であります。

表の左の欄にありますように、住民の平等な利

用の確保などを選定基準といたしまして、審査

項目といたしましては、管理運営の基本方針な

どをそれぞれ設け、配点は表の右の欄のとおり

でございます。なお、新たな選定基準といたし

まして、表の一番下にあります地域への貢献度

を加えております。また、欄外にありますよう

に、サービスの質や適正な管理運営の確保を図

るため、新たに採点の最低基準としまして60点

を設定しております。

次に、31ページをごらんください。ケのリス

ク管理、責任分担であります。消耗品の購入な

どの項目ごとに指定管理者と県の負担区分を改

め、明確化することとしております。

最後に、③のスケジュールについてでありま

す。６月９日に第１回の選定委員会を開催いた

しまして、第二期の方針等の審議が行われてお

ります。今後の予定といたしましては、７月９

日から９月10日まで募集を行い、応募者から提

出されました書類を審査いたします。10月上旬

に第２回の選定委員会を開催し、応募者のヒア

リングを実施し、指定管理者候補者を選定いた

します。11月県議会におきまして、指定管理者

指定の議案を提出させていただき、議決後、指

定管理者が指定されることになります。21年の

１月から３月までに業務の引き継ぎを行い、４

月１日付で第二期指定管理者と協定を締結いた

すことにしておるところでございます。

環境森林課の説明は以上であります。

○徳永森林整備課長 それでは、引き続き、指

定管理者制度について御説明いたします。資料

の32ページをごらんください。（２）の宮崎県

ひなもり台県民ふれあいの森及び諸県県有林共

に学ぶ森についてであります。

①の第一期の管理運営実績につきまして、ま

ず、小林市にありますひなもり台県民ふれあい

の森についてでありますが、当施設は、アの業

務概要にありますように、森林レクリエーショ

ンの場などを提供することを目的として、県民

ふれあいの森、オートキャンプ場等で構成され

ております。当施設の利用、収支、管理運営状

況につきましては、イからエに記載したとおり

でありますが、オの評価にありますように、制

度導入前と比較しまして利用者数は増加してお

りますが、オートキャンプ場の利用料金収入に

つきまして基準額に達していないことから、さ

らなる利用促進を図る必要があります。

次に、33ページをお開きください。宮崎市高
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岡町にあります諸県県有林共に学ぶ森について

でありますが、当施設は、アの業務概要にあり

ますように、森とのふれあいの場を提供するこ

とを目的として、多目的管理棟、林道等で構成

されております。当施設の利用、収支、管理運

営状況につきましては、イからエに記載したと

おりでありますが、オの評価にありますよう

に、制度導入前と比較しまして、利用者数は増

加しておりますが、管理規模が小さく、管理の

効率化が図られにくいことから、他の類似施設

とまとめて管理できないか、検討する必要があ

ります。

次に、34ページをごらんください。②の第二

期の募集方針（案）につきましては、さきほど

環境森林課長が説明した内容とほぼ同じであり

ますが、アの業務の範囲等につきまして、第一

期では、ひなもり台、共に学ぶ森、それぞれ別

の施設として公募しておりましたが、今回、第

一期の評価を踏まえまして、２つの施設を一括

して一つの指定管理者で募集することとしてお

ります。

森林整備課からは以上であります。

○飯干自然環境課長 続きまして、自然環境課

で所管します宮崎県川南遊学の森について御説

明いたします。

常任委員会資料の37ページをごらんくださ

い。この施設は、川南町の中心部から北西に車

で15分ほどのところにあり、野鳥の森など特徴

ごとにゾーニングされた森林や、林間歩道、炭

焼き体験施設などを備えた森林環境教育や、森

林とのふれいの場の提供などを目的とする施設

であります。

まず、①の募集方針（案）についてでありま

すが、アの業務の範囲につきましては、施設の

利用・維持などに関する業務のほか、森林環境

教育の実施に関する業務としております。

次に、イの指定期間は、ほかの施設と同じで

ございます。

ウの基準価格は、610万3,000円としておりま

す。

次のエの利用料金以下につきましては、先ほ

ど説明がありました宮崎県林業技術センター

（森とのふれあい施設）とほぼ同じ内容になっ

ておりますが、カの応募資格の最下段のところ

で、（ア）と（イ）のとおり、有資格者の確保

等を条件の一つに加えております。

宮崎県川南遊学の森については以上でござい

ます。

次に、常任委員会資料の40ページをお開きく

ださい。平成19年台風第４号、第５号による民

有林山地災害の調査結果についてであります。

本調査は、平成19年に民有林において発生し

た台風４号、５号による山地災害を調査し、そ

の被害特性や発生原因を明らかにし、今後の森

林管理に資することを目的として実施しまし

た。

（１）山地災害の発生状況についてでありま

す。表の右側の合計の欄にありますように、平

成19年は台風４号、５号により、県内で山腹崩

壊65カ所、渓流被害12カ所の合計77カ所で山地

災害が発生し、被害額は17億3,500万円に及ん

でおります。

次に、（２）調査結果の概要についてであり

ます。①の台風４号及び５号の雨量と進路であ

ります。２つの台風の進路は、右図に示してお

りますが、いずれも本県を直撃しております。

また、これらの台風に伴う雨量を左の表に示し

ておりますが、台風４号により、日向市では最

大時間雨量84ミリメートル、最大日雨量366ミ

リメートルを記録し、青色で括弧書きしており
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ます再現年を見ますと、時間雨量では21.1年に

１回、日雨量では30.1年に１回発生するような

豪雨となっております。一方、台風５号によ

り、日之影町見立では観測史上第１位の最大時

間雨量91ミリメートルを記録し、これは34.3年

に１回の再現となる大きなものであり、短時間

の集中豪雨となったところです。

次に、②の地質区分と山地災害の位置につい

てであります。地図上に台風４号による山地災

害の位置を青丸、台風５号による山地災害の位

置を赤丸で示しております。これによります

と、台風４号では主に耳川流域や北諸県地区、

台風５号では県北の西臼杵地区や延岡市北方町

に災害が集中しております。地質的には、図で

示している緑及び黄色の部分の四万十累層群、

青色部分の秩父帯及び桃色部分のシラス土壌地

帯となっております。

41ページをごらんください。③の山腹崩壊箇

所の森林の種類についてであります。表の左に

ありますように、崩壊の形態を深さ２メートル

未満の表層崩壊と２メートル以上の深い崩壊に

区分しております。山腹崩壊は、合計の欄にあ

りますように65カ所でありますが、このうち53

カ所が表層崩壊で約８割を占めております。表

の最下段にありますように、１カ所当たり崩壊

面積を森林の種類別に見ますと、針葉樹は0.93

ヘクタール、広葉樹は0.44ヘクタールとなって

おり、広葉樹に比べ、針葉樹の崩壊面積の規模

は約２倍となっております。

次に、④の山腹崩壊の形態と主な素因につい

てであります。表の上段にあります表層崩壊53

カ所の主な素因は、地形的には35度以上の急傾

斜地で、地表水が集中しやすいくぼんだ凹地形

であります。下段の深い崩壊12カ所の主な素因

は、35度以下の緩やかな傾斜の箇所、表層崩壊

と同様の集水地形、また傾斜変化点などのある

地形であり、地質的には風化や割れ目が発達し

た地質となっております。

以上の調査結果から、⑤にありますように、

山腹崩壊は、地形的には急傾斜地や地表水が集

中しやすい地形、また地質的には、風化の進ん

だ地質や四万十累層群などの脆弱な堆積岩等の

地質で発生し、さらには、針葉樹人工林では１

カ所当たりの崩壊規模が大きくなる傾向にござ

います。このため、地形や地質により災害が発

生しやすい箇所の森林につきましては、（３）

の災害に強い森林づくりにありますように、①

杉を中心とする針葉樹は、適切な間伐の実施に

より根系の成長を促進させるとともに、下層や

林床植生の繁茂による表土の浸食防止を図るこ

と。②複層林や針広混交林への誘導により、皆

伐による裸地化の防止を図るとともに、特に広

葉樹は土中深く根系が発達するクヌギなどを植

栽し、土壌緊縛力の強い森林を目指すこと。③

残存木帯の設置やヤナギなどの広葉樹の保全と

復元により、流水が集中する渓岸の浸食防止に

努めることにより、災害に強い森林づくりに努

めていく必要があります。

これで民有林山地災害の調査結果の報告を終

わります。

自然環境課のその他の報告は以上でありま

す。

○堤環境管理課長 委員会資料の42ページをご

らんいただきたいと思います。平成19年度大気

及び水質の測定結果等についてであります。

（１）大気及び水質の測定結果であります。

①大気のア、大気汚染常時監視・移動監視で

あります。光化学オキシダントにつきまして

は、測定を行っている11すべての常時監視測定

局及び移動監視地点６地点のうち、５地点で環
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境基準0.06ppmを超えた時間があり、未達成で

ありました。しかしながら、光化学スモッグ注

意報発令基準であります0.12ppm以上の高濃度

はありませんでした。また、浮遊粒子状物質に

つきましては、15の測定局のうち９局で環境基

準を未達成でありました。

イの有害大気汚染物質モニタリング調査であ

りますが、宮崎市など４地点で、環境基準が定

められておりますベンゼンなどを測定いたしま

したが、すべての地点で環境基準を達成してお

りました。

次に、②水質についてであります。アの河川

や海域などの公共用水域でありますが、健康項

目につきましては、砒素が５地点で環境基準を

未達成でありました。未達成の地点は、土呂久

川の東岸寺用水取水点と岩川用水取水点、岩戸

川の旧鹿狩戸橋及び日之影川の日之影橋、日之

影川合流後の五ヶ瀬川の日之影大橋でありまし

た。

次に、生活環境項目についてでございます。

生活環境項目の代表的な指標でありますＢＯ

Ｄ、ＣＯＤにつきましては、都城市の年見川と

野尻町の城の下川で環境基準を未達成でありま

した。

イの地下水でございます。県内全域の地下水

の状況を把握するための概況調査では、87本の

調査井戸のうち、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

が１本、テトラクロロエチレンが１本の井戸で

環境基準を未達成でありました。また、過去に

環境基準を超えた井戸等の継続的な監視のため

のモニタリング調査では、49本の調査井戸のう

ち、砒素が３本、テトラクロロエチレン等有機

塩素化合物が17本、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒

素が４本、環境基準を未達成でありました。

43ページをごらんください。（２）ダイオキ

シン類調査結果であります。①の環境調査につ

きましては、大気、水質など80地点で調査した

結果、すべて環境基準を達成しておりました。

②の発生源自主検査につきましては、95の施設

から報告があり、廃棄物焼却炉２施設の排出ガ

スが排出基準を超えておりましたが、自主的に

改善を行い、再度測定したところ、基準を下

回っていたことを確認しております。③発生源

立入検査につきましては、50の廃棄物焼却炉等

について立入検査を行い、廃棄物焼却炉６施設

の排出ガスが排出基準を超えていたため、使用

停止・改善を命令し、４施設は改善され、２施

設は改善中であります。

以上が調査結果の概要であります。

環境管理課の説明は以上であります。

○楠原山村・木材振興課長 それでは、委員会

資料の44ページをごらんいただきたいと思いま

す。乾しいたけ品評会等についてでございま

す。

まず、（１）の品評会の概要でありますが、

③にありますように、去る６月６日、ＪＡアズ

ムホールにおきまして、生産者等約400人の参

加のもと、品評会の表彰式が開催されておりま

す。④の表にありますように、全体で733点の

出品があり、審査の結果、248点が入賞してお

ります。このうち、次のアの表にありますよう

に、農林水産大臣賞あるいは林野庁長官賞、県

知事賞などが表彰されております。また、イの

団体の部にありますように、五ヶ瀬町が昨年度

に引き続き優勝しております。

右のページをごらんいただきたいと思いま

す。しいたけの生産状況等についてでありま

す。①の乾しいたけにつきましては、表―１に

ありますように、本県の生産量は減少傾向で推

移してきておりますが、平成19年は601トンと
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前年と比較してわずかな減少にとどまり、大分

県に次いで全国第２位となっております。ま

た、価格につきましては、近年、食の安全・安

心への関心の高まりから、平成19年は１キログ

ラム当たり3,865円と上昇傾向にあります。

続きまして、②の生しいたけにつきまして

は、表―２をごらんいただきたいと思います。

生産量は、平成19年は1,584トンで、平均価格

が１キログラム当たり863円となっておりま

す。なお、生しいたけにつきましては、菌床栽

培による栽培が約８割を占めてきております。

次に、（３）のみやざきブランドの認証につ

いてであります。①にありますように、ブラン

ド認証は、宮崎ならではの安全で品質の確かな

特徴ある商品づくりを目指しまして、みやざき

ブランド推進本部が行っております。②にあり

ますように、県では、ＪＡ、宮崎経済連等と連

携しまして、17年度から商品ブランド認証に向

けて取り組んでまいりましたが、本年３月に認

証を受けました。認証品目は「みやざき乾しい

たけ」、認定産地は、ＪＡ都城、ＪＡこばやし

などの６ＪＡとなっております。商品ブランド

の認証基準は、下の表にありますように、①の

国産原木を使用した原木栽培であることなど６

つの基準を満たすことが条件となります。今

後、乾しいたけがブランド商品として定着する

よう努めますとともに、生産体制の強化や新規

参入者の促進などへの支援に取り組み、しいた

けの生産振興に努めてまいりたいと考えており

ます。

山村・木材振興課からは以上であります。

○徳永森林整備課長 それでは、単品スライド

条項の運用について御説明いたします。委員会

資料の46ページをお開きください。

最近の特定の資材価格の高騰を踏まえまし

て、工事請負契約約款第25条第５項の単品スラ

イド条項を、本日６月25日に発動することとい

たしましたので、その概要を御説明いたしま

す。

今回の運用基準につきましては、２に記載し

ているとおりであります。まず、（１）の対象

とする資材につきましては、価格の変動の著し

い鋼材類と燃料油を対象としております。次

に、（２）の請負代金額の変更の考え方につい

てでありますが、今回は、資材の価格上昇によ

る増加分のうち、対象工事費の１％を超える額

を、受注者の請求に基づき、発注者である県が

負担することとしております。

47ページをごらんください。（３）の具体的

な算定方法等についてであります。①の申請時

期等につきましては、工期末の２カ月前までに

請求をしていただき、工期末に変更契約を行う

ことにしております。次に、受注者は、②にあ

りますように、実際に購入した資材の購入価格

などの証明書類を提出する必要があります。次

に、③のスライド額の算定につきましては、記

載のとおりでありますが、下の注３にあります

ように、鋼材類、燃料油それぞれ個別に変動額

を算定し、１％を超える資材のみがスライド額

の計算対象となります。例えば鋼材類の変動額

が1.2％、燃料油の変動額が0.8％であれば、鋼

材類のみが対象となり、燃料油につきましては

対象となりません。また、鋼材類の変動額

が1.2％、燃料油の変動額が1.2％であれば、鋼

材類、燃料油とも対象となります。なお、詳細

につきましては、一番下に参考図を示しており

ます。以上であります。

○宮原委員長 執行部の説明が終わりました。

議案（議案第２号、報告第２号）、それから、

報告事項（公社の経営状況、繰越明許）につい



- 15 -

ての質疑を受けたいと思います。質疑はありま

せんか。

○長友委員 単品スライド条項の限度額という

かそういうものはあるんですか。

○宮原委員長 済みません、それはその他の報

告事項ということになりますので、常任委員会

資料の表紙を見ていただくと、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲまで

をまず先に受けさせてもらって、その他の報告

はその次の段階でお願いをしたいと思います。

○坂口委員 ５ページの明許繰り越しの考え方

ですけど、例えば繰り越しをしていく理由に工

法の検討と、これは前も尋ねたことがあったん

ですけど、そこがどうもはっきりせんもんです

から。理由が、工法の検討とか、関連工事のお

くれとか、予算の内示とかありますね。その中

で１つは、既に発注した後の変更と発注前の変

更と、これはどうなるんですか。両方含まれる

んですか。

○徳永森林整備課長 済みません、恐れ入りま

すが、質問内容がちょっと把握できないもので

すから。

○坂口委員 明許繰り越しで今回上げられたも

のですね、これは発注前のものばかりになるん

ですか、発注してからのもの、それとも両方入

るんですか。

○徳永森林整備課長 明許繰り越しした工事

は、発注してからの明許繰り越しになります。

○坂口委員 契約変更での金額変更というのは

伴う、伴わない、どちらか、それも両方……。

○徳永森林整備課長 年度内に設計変更をやり

まして、ほとんどがそういう取り扱いをしてお

ります。

○坂口委員 そのとき、例えば他の工事とのと

か工法の検討とかで、構造物なりの設計書自体

は変わらずに工期だけが延びたとか。とにかく

金額を変更しないものが含まれているんじゃな

いか。工期だけが延びて明許繰り越し。ですか

ら、他の関連工事との調整というのは、ほかの

ところが進まないからここは工事が着手できな

いとか、一時休止に入らざるを得ないというも

のがありますね。その工事自体は中身は変わら

ないんだと。ただ工期が延びる。こういうとき

の設計変更、契約変更での金額変更というのは

どう扱われているんですか。あるんですか、な

いんですか。

○徳永森林整備課長 事例としましては、国か

らの交付決定が遅くなりまして、工事の設計を

伴わないで工期延長する、繰り越しをするとい

う分がありますし、また、他の関連工事によっ

て、その工事そのものについて内容の変更はな

いというものについては、工期だけ延長する、

繰り越すということになります。しかし、繰り

越す段階でどういう変更があるかということを

把握いたしまして、できるだけの変更をした上

で繰り越すというようなことでほとんど行って

おります。

○坂口委員 改善されているかどうかと思うん

ですけど、例えば全く中身は変わらずに、とに

かく工事を受注した業者以外の責任ですね、他

の関連工事が進んでいないとか、あるいは認可

が下りていないと―認可が下りないうちに発

注というのは考えものなんですけど、それと

か、工法を内部で検討しているけどまだゴーサ

インが出せない。契約は終わっているんですよ

となると、事故が起こったり、現場の管理とい

うのは契約の相手方管理になりますね。あるい

は専任技術者もちゃんといますかとか、現場代

理人はいますかとか、安全管理はやっています

かということを、すべて業者は着手しているん

です。着手していれば当然経費は出ていくんで
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す。経費を出せば、そこで成果を上げなきゃ、

経営面から見たら……。発注者の責任でずっと

経費を出される。しかしながら、発注者の権限

でもって、おまえのところは一切利益を上げる

ことはならないよという状況に置いているわけ

です。

今の単品スライド制もそうなんですけど、受

注者の原因でなくて発注者が負うべき責任とい

うのがしっかり分けられていなきゃだめと思う

んです。１％内は受注者責任ですよと。社会情

勢の変化が起こり得ることを想定で契約しなさ

いよという精神が、１％超した部分という精神

なんですね。

そうなると、先ほどのは受注者責任は問えな

い部分なんです。他の関連工事との調整という

のは発注者側が責任を持つべきですし、国から

の予算の内示というのも発注者が責任を持つべ

き。それから、工法の検討というものも契約前

に済ませておくべきことで、これは日にちを延

ばすことによって、そこに義務づけている経費

というものは、設計変更で増額変更しなけれ

ば、これはいろんな関連法律上も問題があると

思うんです。このことは前から僕は二、三度指

摘してきていると思うんです。この方針を変え

られたのですかということなんです。

○徳永森林整備課長 そういう発注者側の原因

によると、請負業者に対しての責任がないとい

うとき、契約上、その間は仕事を休止するとい

う制度がありますので、お互い甲乙協議の中で

その間は工事を中止するという手法、そういう

制度は実施しております。しかし、それをどう

お金で見るかということにつきましては、今の

ところそこまではやっていないという状況であ

ります。

○坂口委員 なぜこういうことを言っているか

というと、今これだけ倒産が相次いでいます。

最低制限価格でとらせていますね。これは経費

も出ない、利益も出ない価格なんです。コンプ

ライアンスを徹底したところで競争も徹底する

んだということで、受注するために避けられな

い価格なんです。今言われたように工事中止命

令を出すでしょう。中止命令を出したときに

は、そこでの責任、現場で起こる事故とか、現

場がその後被災した場合の責任とか、そういう

ものまで中止しているのかしていないのかとい

う中止の仕方がありますね。そこで経費を食わ

ないようにするとなれば、例えば林務なんて特

に、大きいレンタルの機械を山に持ってきてい

る。運搬料だって組立料だって何百万とかかり

ます。機械を置いておくだけで金がかかるんで

す。しかしながら着手させない。それを一たん

リース会社に返しなさいという指示まで出し

て、返すための経費、無駄にそこに置かせてお

いた間の経費、また持ってきて組み立てるため

の経費を見ますよというものがセットでない

と、中止命令は出せないんです。ただ工事をや

るな、現場代理人は置け、おまえのところは次

に公募するときは、ここで登録した現場代理人

なりあるいは専任技術者なり、現場の技術的な

もので求めている人員の張りつけ、これはよそ

の工事に登録することはできないよということ

で、それは中止命令と言えないんです。それを

中途半端に制限をかけているだけで、その制限

をかけたことに伴っての経費の減はあるかもわ

からないんです。しかしながら、避けられない

経費については契約変更をしないと。工期が延

びれば、その部分、残った機械等については歩

掛かりを変えて、歩掛かりの日にちを延ばして

いかなきゃおかしいと思うんです。

そういう合理性のない、あるいは法的に問題
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なことが原因になって今、業者は倒産していっ

ているんです。これはやっぱり徹底して分析し

ていかないと、県の不合理なことで今の県の経

済をむちゃくちゃやっているんですよ。このこ

とは一般競争入札に移行する試行段階から僕は

指摘しているんですけど、何ら真剣に受けとめ

ていないですね。このままいったら、この一般

競争入札というのは僕は失政と思っているんで

す。官製談合という役所がしでかした不都合

を、この県民批判というものを、結果的には、

業者を理不尽なことであるいは不合理なことで

倒産に追い込んでいるということでかわしてい

るだけとしか僕は見ていないんです。厳しい見

方をしているんです。

そのことで指摘してきているけど、まだ変え

ていないですね。技術者だったらわかると思う

んですよ、僕が言っていることは。義務づけて

経費を出させて工事をやらせないのに、その経

費を見ないというんですから。一方では、１円

でも高かったら、おまえはだめだということで

契約相手方にしていないんですから。それがし

かも解決されるべき、本当は発注する前に、発

注してしまったら現場介入というのは、著しい

工事の進捗を妨げない範囲においてしか介入で

きないよと、段階確認だって、検査だって、

なっているんです。これは著しいどころか限り

ない工事の進捗への影響を介入しているわけで

すよ。発注者の責任において介入しているんで

す。

だから、このことは当然、その責任に伴う契

約変更というものは、これは法的に見ていかな

ければいけないと僕は思うんですけど、これは

判断をこの会期中に示してください。今までは

検討してくれで僕は済ませていたけど、いつま

でも一緒だから。まず判断を示してください、

この会期中に。

○徳永森林整備課長 県土整備部、農政水産

部、うち、三公共部で検討いたしまして、御回

答いたしたいというふうに思います。

○宮原委員長 よろしくお願いします。ほかに

ございませんか。

○野辺委員 関連質問ですが、繰り越した部分

について、完成予定が21年１月とかなっていま

すね。今の梅雨とかこういうのに対しての対応

は何かなされているんですか。完成時期がおく

れるものについて応急的に対応するようになっ

ているんですか。

○飯干自然環境課長 一番上の山地治山事業で

すけど……。

○野辺委員 それだけじゃないんですけど。そ

れでいいです。

○飯干自然環境課長 工事の内容、工事請負額

について工期が延んでおります。この中で、20

カ所ございますけれども、早く済ませるものも

ございまして、早期完成に努めております。自

然環境課では34カ所の繰り越し工事をやってお

りますけど、今年の６月末までにこのうちの16

カ所が完成いたします。また、そのほかの18カ

所についても鋭意早期完成に向けて努力をして

おります。

○野辺委員 私が聞きたいのはそうじゃなく

て、工期を延長したために、今、梅雨とか、例

えば下のほうの林道災害でもそうだと思うんで

すが、崩れないように応急的に処置がしてある

んでしょうかということです。災害の拡大を防

ぐために応急的に何かこういう箇所については

してあるんでしょうかと。

○飯干自然環境課長 工事は随時進捗しており

ます。新たに大きな災害が発生した場合は、災

害復旧事業の制度を活用しております。
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○野辺委員 例えば繰り越し明許した箇所が、

今の梅雨、今後の台風なんかでもそうかもしれ

ませんが、崩れて、この予算でできないという

ようなことは出てこないんですか。

○徳永森林整備課長 繰り越しをやりましてそ

の工事中に災害が起きた場合、それが請負業者

の責任でない場合は、予算を増額して対応する

ということになります。新たに増破した、災害

が大きくなったという分になれば、その大きく

なった分について予算を確保して、業者の責任

でない場合は、自然災害の場合はやるというこ

とになります。現場におきましてそういう対応

をしております。

○外山委員 環境整備公社のことをお尋ねした

いんですが、環境整備公社とエコクリーンプラ

ザという言葉が出てきますね、これはどう違う

んですか。組織として違うんですか、同じなん

ですか。

○道久環境対策推進課長 エコクリーンプラザ

みやざきというのは、あそこの施設の名前とい

うふうにお考えいただきたいと思います。そし

て、財団法人宮崎県環境整備公社、こちらのほ

うが一般廃棄物及び産業廃棄物の処理を行うと

いう形になります。

○外山委員 そうしますと、エコクリーンプラ

ザが施設ということであれば、とらえ方として

公社の組織の中の一環ということですか。全然

別なんですか。

○道久環境対策推進課長 施設につきまして

は、11市町村と公社の持ち分所有というふうに

なります。

○外山委員 公社の組織はわかるんですが、あ

そこの施設をエコクリーンプラザと言うという

ことであれば、エコクリーンプラザの責任者は

だれになるんですか。

○道久環境対策推進課長 あそこの施設という

んでしょうか、エコクリーンプラザ、施設の名

称でございますけれども、実際にその施設を利

用いたしまして処理いたしておりますのは宮崎

県環境整備公社でございますので、環境整備公

社のほうの責任ということになります。

○外山委員 ということは、環境整備公社の中

の施設の部分をエコクリーンプラザと言ってお

るということですね。

○道久環境対策推進課長 施設の名称がエコク

リーンプラザみやざきという名前でございまし

て、そして、その施設そのもの、こちらのほう

の所有権といいますか、それが市町村と公社の

持ち分という形になります。

○外山委員 市町村と公社の持ち分ということ

がよくわかりませんが、それは出資比率はあり

ますよ、公社の持ち物でしょう。

○道久環境対策推進課長 施設は、いわゆる市

町村の建設資金というんでしょうか、拠出金と

いうんでしょうか、そちらのほうと公社の借入

金等によりましてつくられております。ですの

で、施設全体、いわゆる一般の家で例えば奥さ

んと御主人が共稼ぎの場合は、土地・建物２分

の１、２分の１というふうに、持ち分登記とい

いましょうか、そういう登記をされると思うん

ですけれども、同じように、市町村と公社でそ

れぞれ何分の一というんでしょうか、そういう

形で持ち分登記をしているということでござい

ます。

○外山委員 何でこういう質問をしたかという

と、あそこの補修をこれからしていく可能性が

ありますね。きょうここで公社の来年度の予算

の説明がありました。公社のほうの費用で、公

社の責任で改修をしていくのかどうかなと思っ

たものだから、そこのところはどこの責任で改
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修していくことになるんですか。

○道久環境対策推進課長 所有は、先ほどから

申し上げておりますように、市町村と公社の区

分所有というんでしょうか、持ち分がございま

す。県といたしましては、一般廃棄物の処理量

が９割を超えている現状でございますので、市

町村のほうにも応分の負担をしていただくのが

適当だというふうに考えております。

○外山委員 会計処理上、応分の負担というの

はわかるんですが、改修するときに、普通だっ

たら、環境整備公社の資金で借り入れするな

り、その責任でやってここに計上していくと思

うんですが、今のような説明だと、市町村と公

社が持ち分で分かれるということになれば、改

修するときに持ち分だけをここに予算計上して

いくということになるんですか。資産も。

○飯田環境森林課長 予算書に上げていないの

は、新聞等で御存じと思いますけれども、基本

的には、施設については市町村とかそういうこ

とについても御負担をお願いしたいということ

で、今後協議していかないといけないわけでご

ざいまして、そこ辺が明確にまだ決まっていま

せんので、そういうことで計上していないと。

○外山委員 それはわかった上で、当然そうい

うことになったときにどういう計上をするの

か。それじゃ、今のここの資産の計上は、市町

村の持ち分と公社の持ち分を分けて計上してあ

るわけですか、財産として。

○飯田環境森林課長 基本的には持ち分で分け

ております。公社と11市町村ということになっ

ております。

○外山委員 登記上もそういうふうな形で登記

してあるんですか。

○飯田環境森林課長 登記上もそのようになっ

ております。

○外山委員 ということは、今度工事するとき

には、工事の箇所がここと決まれば、公社のほ

うの予算の計上は、公社の持分の部分だけを

こっちに計上して、市町村の持ち分のものはこ

こにしないという形になるんですか。

○飯田環境森林課長 それは、具体的に決まら

ないと私のほうがどうこうということはできま

せんけれども、考え方の一つといたしまして

は、例えば公社が借り入れをする、補修費を借

り入れいたしまして、そして、施設のときの市

町村とか公社の持ち分によって、ごみの使用量

によって、建設工事費の負担割合を決めており

ますので、そういう形で今後協議していくこと

になろうかと思います。

○外山委員 ですから、公社のほうが持ち分の

分を補修費に入れるということになれば、当然

ここで補正を、ここに入っていませんから、補

正を出してくる必要がありますね。そのときの

持ち分比率の補正をここで出してくるというこ

とになるんですか。

○飯田環境森林課長 それは基本的には最終的

に、例えば業者の担保瑕疵とかそういうことが

あれば、それを差し引いた形で、残った分につ

いては市町村と公社で、持ち分相当かどうかわ

かりませんけれども、今後それは協議していく

ことになろうかと思いますけれども、そこで負

担割合を決めて、公社については基本的にはそ

の分を償還していくということになろうかと思

います。負担割合は持ち分で決まるかどうか

は、実際はわかりません。いろんな考え方があ

ると思います。つくったときの負担割合とかそ

ういうことでやっていくかもしれませんし、そ

ういう形で最終的には決まっていくことになる

かというふうに思っています。

○外山委員 先ほど持ち分で登記してあるとい
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うことだったですね。すべての施設を持ち分で

公社と市町村、何対何で分けて登記してあるん

ですか。

○道久環境対策推進課長 建物について申し上

げますと―申しわけございません、率を出し

ていないものですから、床面積で申し上げます

と、公社は2,211平米、市町村は４万8,570平

米。それから、公社と市町村等の共用部分

が2,163平米でございます。

○外山委員 それは建物ですね。

○道久環境対策推進課長 はい。

○外山委員 この前漏水した調整池、これも建

物の中に入っておるわけですか。

○道久環境対策推進課長 調整池は構築物でご

ざいますので、登記はございません。

○外山委員 登記がないということはよくわか

らないんですが、民間の場合、構築物をそこに

お金を入れて構築すれば、多分登記すると思う

んです。そして固定資産税かかってきますよ。

これは公社だからしなくていいということなん

ですか。登記はしていないということでしょ

う。

○道久環境対策推進課長 登記してございませ

ん。

○外山委員 これは公社だからしなくていいと

いうことなんですか。

○道久環境対策推進課長 構築物につきまして

は登記しなくてよいというふうになっておりま

す。

○外山委員 これは私もしかとわかりませんか

ら、一応報告は報告として聞いておきます。そ

の場合、今の調整池を補修するときに、登記が

していない、持ち分も登記していない。そうな

ると、どこの責任でこれは補修することになる

わけですか。

○道久環境対策推進課長 調整池自体は、一般

廃棄物ないし産業廃棄物の浸出水をためてお

く、いわゆる共通の財産でございますので、市

町村と公社が共同で費用を負担していただくと

いう形になろうかと思います。

○外山委員 環境整備公社の予算には現在入っ

ていませんね。どこかで補修するということに

なれば、補正を計上していく必要があります

が、その際、どういう形の計上になるんです

か。

○道久環境対策推進課長 今後補正を計上して

いくという形になろうかと思います。

○外山委員 だから、補正を計上していくこと

になるでしょう。そのときはどういう計上の仕

方、市町村と分けた形でするのか。持ち分の登

記をしていなければどういう予算の計上の仕方

になるのかということを聞いているんです。

○飯田環境森林課長 そのことにつきまして

は、負担割合をどうするかということがまだ市

町村と公社の間で、県もそうでしょうけれど

も、決まっておりませんので、具体的には今の

ところ明確には申し上げられないということで

す。だから、どういうふうに上げるかと言われ

ても、基本的に何ぼこういうふうに上げるかと

いうのは、まだ市町村と公社とのちゃんとした

協議が調っておりませんので、この段階でこう

いうふうに上げるということはちょっと言えな

いということで御理解いただきたいと思いま

す。

○外山委員 ということは、市町村と協議をし

て、持ち分が決まったら、その持ち分の範囲で

ここに補正を計上してくるということでいいん

ですか。

○飯田環境森林課長 それは明確にこの場で私

の判断で言えませんし、持ち分でやるのか、い
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ろんな案分の仕方があると思うんです。例えば

ごみ量割でやるのかとか、そういうのがござい

ますので、それは今後検討した上でやっていく

ということになろうかと思います。

○外山委員 ここに来年度の予算書が出てきて

おるわけですから、どうやって計上していいか

今から検討しますというものをここに出してく

るのは、非常に中途半端というか、登記をせん

でもいいということも私はわかりませんし、登

記をしていないのに持ち分をどういう負担をす

るかということを検討して、これからどうやっ

て計上するかを検討しますというのは、予算書

を出してくる自体がちょっとおかしいです。

○飯田環境森林課長 当然ちゃんとした形で予

算計上できればいいんですけれども、ただ、今

の段階で市町村とそういうことの協議が調って

おりませんので、そこをまず早目にやりまし

て、方式が決まりますれば、当然、先生のおっ

しゃるとおり、予算書とかそういうものに計上

されることになろうかと思っております。補正

とかそういう形で。

○外山委員 負担割合とかそれは決まってない

のは別として、今後の予算の計上の仕方の考え

方ですよ。今の段階で考え方はきちっと整理を

すべきだと。それを今から検討しますというこ

とはおかしいと私は思うから、早急にこの点

は、どういう形で今後計上していくのか。でな

いと、この議会の委員会で審議ができませんよ

ね。その点だけ申し上げてこの件は終わりま

す。

○長友委員 繰り越しについてでありますけれ

ども、合計が24億3,000万円余に上がっており

ますが、これは環境森林部の公共事業の何割ぐ

らいになるんですか。

○徳永森林整備課長 公共事業の25％程度にな

ります。

○長友委員 ことしの県の予算の目玉といいま

すか、建設事業、ここらあたりをカバーしてい

かなくちゃいけないという柱が一本ございまし

た。そうしますと、予算の25％というのは非常

に大きい気がするわけです。単年度予算主義で

ありますから、立てた予算は年度内に消化する

というのは財務のあり方からいっても当然だと

思うんです。ただ、さまざまな事情から繰り越

しが発生することも、これまた理解できるわけ

です。ただ、やっぱりできるだけ繰り越しが出

ないような方向でやっていかないと、25％の繰

り越しというのは、予算を立てたのにちょっと

大きい気がするんです。これは例年の繰り越し

状況と比較してどうなんでしょうか。例年同じ

ような感じでなっていっているんでしょうか。

○徳永森林整備課長 森林整備課の事業で申し

ますと、昨年度は予算の大体45％を繰り越して

いたと。18年度につきましては。本年度は25％

ということで、今、繰り越しの原因が、ずっと

続きました大型公共事業の補正がありまして、

年度末発注ということを引きずってきた、経常

化してきたということもありまして、昨年度か

ら繰り越しをしないような予算配分、箇所ごと

の予算配分、それから１年間休止するとか、い

ろいろな対策を打ちまして、45％から25％に

減ったということで、今後もなるべく繰り越し

が起きないような対策を打っていきたいという

ふうに考えております。

○長友委員 業界の厳しい現状があるというこ

とでございますので、これは極力努力していた

だきたいというふうにお願いしておきます。

○宮原委員長 ほかにありませんか。

○坂口委員 今の繰り返しでちょっとくどいよ

うだけど、この明許繰り越しをどうするかとい
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う話、採決はあしたですね。法的に問題があれ

ばこれをここでイエスというわけにいかないん

ですよ。僕は法的にこれは問題があると思えて

ならないんです。工期だけを延ばして契約金額

が何ら変わらないというのは、これは絶対法的

に問題があると思うんです。難しいことは別に

して、例えば、今、最低制限価格を決めていま

すね。１円でもそれを切ったら、いわゆる「ド

ボン」と表現されていますけど、この工事じゃ

できるわけないよと。だから、契約の相手方と

して、安いけどあんたはだめだということで失

格させていますね。積算というものを求めると

きは単価と歩掛かりでしょう。工事に何日かか

るかでしょう。それをその時点では、100日で

終わりますということでやらせて、あんたのと

ころは１日安かったから100日でこの金額でで

きるわけないですよということで排除します

ね。その後から100日が120日に延びたら、最初

から120日かかることを想定してこの設計を

やっていたら、少なくとも施工性は低いわけで

すから、歩掛かりは当初の設計の中で変わって

いると思うんです。積算金額は当然変わってき

ますね。じゃ、その設計図書をもとに入札した

らその業者は失格していたことになります。

もっとわかりやすく言えば、今、極力次年度

に遅らせてでも発注するんだと言われたけど、

その方法も一つありますけど、工期が３カ月し

かないものに、標準工期が10カ月かかるとき

は、発注前に明許繰り越しをやっておいて、10

カ月の標準歩掛かりでやれば当たり前の設計な

んです。ところが、現実的には、３カ月の歩掛

かりでやられずに、３カ月の工期で出して工期

だけを延ばされていると思うんですけれども、

便宜上、やり方。これも間違いですよね。３カ

月の工期しかとらないでこの工事を設計したと

きは、３カ月の歩掛かりをつくらなければなら

なくなりますよ。例えば１億8,000万ぐらいの

工事があったとします。それの歩掛かりは200

日ぐらい見た歩掛かりで使われていると思うん

です。でも、発注の時点では、９月なり10月な

りに発注すれば３カ月しか本当は工期を見てな

いんですね、３月25日までですよということ

で。でも、それに使われたのは標準歩掛かりで

すから、来年の10月近くまでかかるはずの歩掛

かりを持ってきて設計されているわけです。そ

んなでしょう。ちょっとここで返事を。

○徳永森林整備課長 確かに工期につきまして

は、工事の内容によりまして標準工期というの

が設定してありまして、それで工期は定めてあ

ります。その工事のお金が、例えば３カ月の分

でやっているのか10カ月分なのかというのは、

工事内容によって違うんだろうと。例えば橋を

かけるときは架設費というのがありますから、

例えば120日かかる架設費を30日で見るという

ことは非常に難しいということがありますが、

うちの森林土木事業につきましては、確かに委

員おっしゃったように、年度末に発注するとき

は、２カ月か３カ月で発注して、それから繰り

越しをしてまた延ばすとなりますが、工期を延

ばす上では、甲乙協議して、延ばさないと

ちょっと難しいということでやっております

が、それが委員がおっしゃるように、単価その

ものにひっかかってくるかどうかというのは…

…。

○坂口委員 単価じゃなくて歩掛かりです。

○徳永森林整備課長 歩掛かりにひっかかって

くるかについては、今うちの歩掛かりは、例え

ば切り取りであれば、立米幾らに土量を掛ける

というようなやり方をしておりますので、直接

工期がお金に反映するかどうかについては見て
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みないとわかりませんが、その辺は研究してみ

たいと思います。

それともう一点ですが、先ほど私が勉強不足

で、工事の中止につきましては、工事約款の

第20条第３項で、中止について、その間の経

費、リース料等は、甲乙協議の上で設計変更が

できるという規定がなされておるようでござい

ます。以上であります。

○坂口委員 その規定が実行されたことがある

のかどうかと、申請主義としているでしょう、

共通歩掛かりのほうでは申請主義としています

ね。約款のほうではそのように甲乙合議してと

なっています。合議して出したことがあるかど

うかです。一時休止命令を出して。そもそも一

時休止命令を出したことがあるかどうかです。

○徳永森林整備課長 森林土木事業では休止を

出した事例はあります。そこでコストをしたか

どうかについては、実態調査しまして御報告し

たいというふうに思います。

○坂口委員 くどくなってみんなに申しわけな

いんですけど、例えば今、立米単価で土工なら

土工をやられている。その立米単価というもの

も、標準工期をとった上と、そこの現場に対応

できる重機なりの１日当たりの能力と、１日の

労働時間と、深夜にやる場合、昼やる場合、そ

ういうものを総合的にやっていって、そしてこ

の立米当たり何ぼかかりますよというから、あ

くまでも労働時間とか標準工期というものが

入ってきたのを便宜上歩掛かりと単価として

やっているわけで、単価と単位としてですね。

だから、そこにはやっぱり標準工期が入ってい

るのと、１日当たりの能力と１人当たりの能力

が入っていての立米単価なんです。だから、標

準工期が基本になっているんです。

○徳永森林整備課長 おっしゃるとおり、サイ

クルタイムを取りながらやりますので、その辺

をちょっと歩掛かり等分解して研究してみたい

というふうに思います。

○坂口委員 イエスかノーか判断する場合、法

律がぴっしゃり守られているかというのと、約

款なり歩掛かりなりを尊重した変更をされてい

るか判断しないと、本当は僕らはノーとしな

きゃならんかもわからん。だから、あすまでに

本当は返事が欲しいんですけど、歩掛かりを分

解されて組まれたら、絶対違ってきますよ、歩

掛かりがそういうぐあいにして組まれているん

ですから。それと、中止命令を出すときに、現

場代理人は置かなくてもいいよとか、安全さく

については返してもいいよとか、そういうもの

までは本当は甲乙合議ですね。だけど合議も

なっていないし、とにかく一方的だと思うんで

す。本当は説明してもらわないとできないんで

すけど、今の最低制限価格でしか受注できない

というところと、失格制度をとっているという

ことで、実質的失格価格になってしまうんだと

いうことを気づかれたら、それは手抜きが起こ

るのは当たり前ですよ、起こさなきゃたまった

もんじゃないですもの。そうなればエコプラザ

と一緒です。廉売価格で契約したら、将来損を

被るのは県民ということです。だから、ここは

しっかり整理してほしいです。

○徳永森林整備課長 確かに今、建設業は大変

なときを迎えております。こういう制度があり

ますので、できるだけといいますか、理屈が

通って、単品スライド条項についてもそうだろ

うと思うんです。制度があって、それが適応す

るのであれば適用していくということだろうと

いうふうに思っております。

○蓬原委員 ちょっと勘違いしていまして、そ

の他の報告事項は後でということですが、その
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前段にもなりますから、財団法人宮崎県環境整

備公社組織、役員、職員というのがあるんです

が、これの一覧表というか、恐らく市町村から

も来ておられますね。県から行っているのか、

市町村から出てきておられるかという組織表を

いただきたいというふうに思います。

○道久環境対策推進課長 後ほど提出させてい

ただきます。

○宮原委員長 提出方よろしくお願いいたしま

す。ほかにございませんか。

○坂口委員 委員会資料の７ページです。ここ

のところで、３、上記２の原因究明と並行し

て、システム全般の検討となっているんですけ

ど、結局プラントあたりまで入っていかれると

いうことですか。

○宮原委員長 済みません、その他になってい

るようですので。この上の段階で。

ほかにございませんか。

○満行委員 同じく環境整備公社ですけれど

も、報告書、別紙10です。これは事業報告なん

ですけど、これを見ると、５％しか産廃の部分

はないということですね。この報告書でいく

と、地域住民に公表してと書いてあるんですけ

ど、これをそのまま我々としては今の段階では

受け入れられないということを１つ申し上げて

おきたいと思います。

あと、91ページ、20年度の事業計画書です。

事業概要を見ると、事業概要の後ろから４行

目、「参画市町村と緊密な連携をとりながら」

となっているんですけど、これも言葉のあやな

のか知りませんが、事業報告書は、県、関係市

町村と連携というふうに書いてあるんです。事

業計画書の事業概要の中には県というのが出て

こないんです。そのことはどうなのかなと。１

点目。

２点目ですけれども、事業計画の産業廃棄物

処理事業の中です。一般廃棄物処理事業の受

託、これは11市町村との委託契約に基づいて行

うということになっていますが、産業廃棄物処

理事業というのは、これは委託契約ではないと

いうことでしょうか。とりあえずその２点をお

願いします。

○道久環境対策推進課長 事業計画書の中に県

が入っていないということでございますけれど

も、当然に公社と県とは連携をとってやりたい

というふうに思っております。

それから、産業廃棄物処理につきましては、

産業廃棄物は、そもそも排出者が処理を行うと

いうのが筋でございまして、こちらのほうにつ

きましては、公社のほうで処理業、業として

やっているものでございますので、一般廃棄物

は委託ですけれども、産業廃棄物のほうは公社

が行っているということでございます。

○満行委員 業者が搬入申し込みをする。受け

入れするしないというのは、公社が判断すると

いうことですか。

○道久環境対策推進課長 公社が判断するとい

うことになります。

○満行委員 県外の産廃が多いんですけれど

も、その受け入れについても公社が判断をして

いるわけですか。

○道久環境対策推進課長 県外につきまして

は、シュレッダーダストというものでございま

すけれども、そちらのほうの処理につきまして

も公社が判断するということでございます。

○満行委員 県外からの受け入れもかなりの量

ですけれども、公社が判断をして受け入れてい

ると。公社の判断ということですね。

○道久環境対策推進課長 県外につきまして

は、先ほどちょっと漏らしましたけれども、宮



- 25 -

崎市のほうの承認を得て入るわけですけれど

も、最終的には、承認が得られましたら、公社

のほうが判断するという形になります。

○満行委員 宮崎市の同意のもとに公社が判断

をして受け入れるということですね。そのこと

については、地元対策協議会等の意見というの

は出てこないんでしょうか。

○道久環境対策推進課長 県外からの搬入につ

きましては、平成18年11月５日付で、県外から

のシュレッダーダストの搬入につきまして受け

入れるということで、覚書を締結いたしており

ます。

○満行委員 もう一つ、先ほど外山委員がおっ

しゃった件ですけれども、我々は、通常、構造

物は、その会社なら会社の資産だと思うんです

ね。当然償却もしないといけないし、もちろん

課税対象でもあるし。それが登記されていな

い、それは資産の中に入っていないというのは

ちょっと理解ができないので、できたら午後か

ら、その根拠ですね、この計算書に入っていな

い法的根拠を教えていただきたいと思います。

○道久環境対策推進課長 後ほど御報告させて

いただきます。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

次がその他の報告事項についてということに

なりますが、時間は12時になっています。どう

しますか。

〔「午後からお願いします」と呼ぶ者あ

り〕

○宮原委員長 それでは、午後１時からという

ことでよろしいでしょうか。よろしくお願いを

します。

暫時休憩をいたします。

午前11時57分休憩

午後１時４分再開

○宮原委員長 それでは、委員会を再開しま

す。

まず、先ほどの議案、報告事項についてござ

いませんか。

○満行委員 議案第２号に関してですけれど

も、温泉法が一部改正されて、許可制度が新設

をされたという説明だったんですけど、手数料

の種類を見ると、いろいろあるんですけど、今

まで許可制度じゃなかったということは、こう

いう申請というのはなかった。地位の継承とい

うのが想定されていないという説明を受けてい

たんですけど、今までどうしていたんですか。

どうやって把握されているというか、許可制度

を新設する前、従前はどういうやり方をされて

いたのかをお尋ねします。

○飯干自然環境課長 現行は、土地の掘削の許

可と増設または動力装置の許可、それから利用

許可、この３つだけでありました。

○満行委員 今回、許可する技術基準というの

が新設されているわけですね。これはだれが検

査をされて県が許可するしないと判断をするん

でしょう。技術的にはどこがされるのか、お尋

ねします。

○飯干自然環境課長 申請者は事業者でありま

す。検査をやるのは環境省の委託を受けた県の

環境衛生研究所ほか県関係の職員です。

○満行委員 技術基準を調査するところは、指

定された機関があるということですか。

○飯干自然環境課長 既にあるところと、これ

から環境省の研修とか講習を受けたところがで

きます。

○満行委員 ちょっと勉強してみますけど、今

まで地位の継承とかいろいろ委員会でも話題に

上がったと思うんですけど、今までは許可を受
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けた人が名義人からかわるということは想定し

ていないからという質疑があったような気がす

るんですけど、今までと今後の、ここでいうと

４番目ですね、承認申請という違いはどこなん

でしょうか。

○飯干自然環境課長 地位の継承の承認は、土

地の掘削許可と湧出の増設または動力装置の許

可、温泉利用許可を受けた、この３つは既に地

位の継承はございまして、今回、採取による地

位の継承が新たに追加されたものです。

○満行委員 採取というのと掘削というのは独

立している権利許可ということですか。

○飯干自然環境課長 別個の権利でございま

す。

○満行委員 今回、技術基準というのが新しく

新設されたわけですけれども、既存の温泉許可

者はどうなるんでしょうか。

○飯干自然環境課長 全員、可燃性天然ガスの

検査を受けなくてはいけません。

○満行委員 去年の渋谷の事故からだろうと思

うんですけど、あの場合は地下、屋内で分離を

していた。メタンと温泉の分離をしていたから

だったんでしょうけど、屋外だったら、結局天

然ガス、メタンはぼんぼん捨てているわけです

ね。それも同じように扱うということでしょう

か。

○飯干自然環境課長 ガスの濃度によりまし

て、一定基準以下、2.5％ですけれども、それ

は確認申請だけで結構です。それ以上超える場

合が、程度によって許可基準にのっていきま

す。

○満行委員 屋内でも屋外でも、分離する装置

がどこにあろうが、それは必ず確認申請を行わ

ないといけないということですか。

○飯干自然環境課長 確認申請を受けて、基準

を超えましたら、全部温泉の採取の許可が必要

になってきます。それは屋外、屋内変わりませ

ん。

○満行委員 天然ガスと温泉は同時に出ている

わけですね。今までもそうだったと思うんです

が、ただ、なぜ天然ガスを使わないかというの

は、メタンは使えるわけですけど、鉱山法の厳

しい規制があって､監督者が要るとかといって

使えないので、空中に放出して捨てていたと思

うんですが、今回の温泉法の一部改正と鉱山法

の改正というのは関係ないんですか。

○飯干自然環境課長 これは関連ございませ

ん。

○満行委員 メタンが出ているわけですから、

それをしっかり分離して有効活用すれば、こう

いう事故というのも危険性はなくなると思うん

ですけれども、この温泉法でいくと、分離した

メタンはそのまま空中に放出して構わないと、

そこは全然変わっていないわけですね。

○飯干自然環境課長 天然ガスを動力源として

利用している会社は県内にもございます。1976

年の調査ですけど、日本油田ガス田分布図とい

うのがございまして、天然ガスが広く分布する

ところは、宮崎市から日南市にかけての範囲、

また、可能性のあるところが、西都や国富、宮

崎市の高岡町、串間の一部などと予想されてお

ります。

○満行委員 今回の温泉法の一部改正は､別

段、天然ガスを有効に活用しなさいとか、そこ

は全然従前と変わらず、分離したまま放出して

も構わんと、そこの部分は全然法は変わってい

ないということですね。

○飯干自然環境課長 そのあたりは変わってお

りません。

○宮原委員長 ほかにございませんか。
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○道久環境対策推進課長 午前中の満行委員の

関係で御報告させていただきたいと思います。

浸出水調整池、こちらのほうにつきまして

は、登記していないということでございます。

それから、公社の資産上も計上されていないと

いうことでございます。以上でございます。

○満行委員 それは午前中の答弁でわかったん

ですけど、その根拠を知りたいというふうに申

し上げたんです。

○道久環境対策推進課長 不動産登記法で、不

動産登記の対象となるのは土地と建物というこ

とでございます。建物の定義につきましては、

基本的には登記官が社会常識を基準として行う

けれども、法務局では５つの点を示して登記官

の判断の統一性を図っているということでござ

います。それは、土地と接した建造物であるこ

と、長期間にわたって存在する建造物であるこ

と、壁と屋根によって外気と遮断された空間に

なっていること、使用目的が明確になっている

こと、不動産として取引の対象になり得るこ

と、この５つでございます。法務局のほうに私

どもが電話で、水槽の形状とか申し上げまし

て、問い合わせいたしました。建物ではないと

思うけれども、調べてみるということで御返事

が時間内にいただけませんでした。以上でござ

います。

○長友委員 今のに若干関連性があるんですけ

ど、後の報告外でも尋ねようと思ったんですけ

れども、50年以上たちましてあそこが使われな

くなったとします。その後にそこに起因するよ

うな問題が起こった場合、責任の所在というの

はどうなるんですか。こういうものが登記もさ

れていないというようなことで、どこのものが

わからんというような状況では困るんです。そ

こに起因して新たな問題が発生してきた場合

は、どこが責任を持ってやるのかという問題が

出てくるんです。

○道久環境対策推進課長 断定的に申し上げる

ことはできませんけれども、少なくとも構築物

としては存在いたしますので、あそこの施設を

つくりました市町村及び公社、こちらのほうの

責任になろうかというふうに存じます。

○長友委員 公社もその役割を終えたら消滅す

るんじゃないんですか。そうなった場合、だれ

に責任を持っていくということになりますか。

○道久環境対策推進課長 申しわけございませ

んが、公社が解散した場合、責任の所在がどう

いうふうになるのかということにつきまして

は、はっきりわかりません。

○長友委員 ぜひそのあたりもひっくるめて、

今後の対策というか、それの中には明確にそれ

は盛り込んでいただきたいというふうに思いま

す。

○外山委員 あそこのエコプラザがある調整池

を含めて、地目ですね、多分あそこは私有林

だったところが大半……。地目が今どうなって

おるのか。変更したのかどうか。山林であるの

か。今後のいろんな問題に絡んできますから。

今おわかりじゃないでしょう。それを調べて教

えてください。

○道久環境対策推進課長 御報告させていただ

きたいと思います。

○宮原委員長 よろしくお願いします。ほかに

ございませんか。

それでは、ないようですので、次に、ここで

その他の報告事項についての質疑を受けます。

ございませんか。

○長友委員 まず、エコクリーンプラザ問題に

関しまして、調査が行われたと。中間報告が

あったわけでありますけれども、その結果によ



- 28 -

りますと、基準値以内ということで、特段心配

ないだろうというような、現在調査項目の中の

何項目かはそういう形で発表されております。

この施設が稼働する前にまず測定をしていると

思うんです。それから稼働し始めてやっている

と思うし、今回また報告があったというので、

せめてその３回のデータの推移というか、それ

をちょっと資料としてお願いをしておきたいと

いうふうに思います。

それから、土手教授が、貯留量といいます

か、その調査をされて、大丈夫だというお話で

ありましたけれども、今回の梅雨どきも時間雨

量90ミリぐらいで、１日の降雨量が400ミリと

いうような地点も宮崎県であるわけです。そう

したときに、最大限の降雨量等を考慮して、浸

出水調整池、あれをフルに使うようになったと

き、この４万立米の調整池で本当に事足りるの

かどうか、どういう計算をされたのか、そうい

う根拠の資料もいただきたいと思います。どう

いう計算をしてそういうことになっているの

か、そのあたりも資料としていただきたいと思

います。

地域住民にとっては、公害防止協定が遵守さ

れなかったということで、信頼が失われている

わけでありますけれども、今後心配されるの

は、あそこの形状から言っても、どうしても

やっぱり盛り土というのはずれてくるだろうと

思うんです。何年使うかわかりませんけれど

も、使われてその後また放置される。それでも

そういうことは続くと思いますので、修理の工

法とか今から十分検討されるということであり

ますけれども、やはり絶対に環境が将来的に汚

染されないような修復というのをやっておいて

もらわないと、地すべり防止もひっくるめて、

本当の解決をしたことにならないと。急がれる

のは当面の修理でありましょうけれども、最終

的な解決としては、そういう工法がとられない

といかんということでありますので、その辺ま

で県としてリーダーシップを発揮されてやられ

るような決意をされているのかどうか、その辺

をお伺いしたいと思います。

○道久環境対策推進課長 県のほうが取り組み

始めたといいますか、リーダーシップをとって

取り組み始めましたのは、まず、地元の方々の

不安の解消、それから、第３水槽の安全性の検

証及び第３水槽以外の水槽の機能回復、こちら

のほうが２つの柱でございます。ですので、

今、委員御発言にありましたように、私どもの

ほうとしては、完全に修復がなされるようにと

いうことで努力してまいりたいというふうに考

えております。以上です。

○長友委員 確認をしておきたいと思いますけ

れども、将来にわたって影響が出ないような、

地すべり防止から浸出水調整池の修復までお願

いをしておきたいと思います。

それから、埋立物ですけれども、稼働中に雨

が降って、埋め立てたもののダイオキシンを

ひっくるめて、一部重金属もあるかもしれませ

んが、そういうものが調整池にたまりまして、

水処理をされて、さらに脱塩処理をされていく

ということでありますけれども、操業中はそれ

がずっと繰り返されていきますので、埋立物の

そういうものの濃度というのは薄まっていくと

思うんです。処理されていくと思うんです。と

ころが、それがストップした時点で、そこに一

体どういうものがどういう形状で入っているか

ということは、これは非常に問題になるわけで

す。もし未処理のままのような状況のものが放

置されたということになりまして、さらにまた

亀裂等が入って云々ということになってきます
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と、必ずこれは災いを残すだろうと思うんで

す。だから、処理をしている間にできるだけこ

れは薄めなくてはならない。しかし、今現在で

も応急的にはビニールシートで覆いますけれど

も、その覆っている期間というのは、当然高濃

度のものが覆いをされたわけですから、洗い流

されずにあるということであります。

もう一つ問題があるのは、集じん装置等で

取ったばいじんをしっかり覆っていけていると

いうことでありましたけれども、それがそのま

ま放置されるということになりますと、これは

水で洗い流されることにもならないわけです。

薄められない。そして、それが長年にわたって

ずっとそうなっていく。しかし、その被膜だっ

ていつ破れるかわからない。こういう状況にな

りますので、そこ辺の処理策についてはどのよ

うに考えておられるのか、お尋ねしてみたいと

思います。

○道久環境対策推進課長 委員おっしゃるとお

りでございます。ブルーシートで覆ってしまっ

た場合には、その間は雨水が通りませんので、

そのまま残されているということになります。

ただ、これはいわゆる緊急避難的といいます

か、１万3,000立米しかない現状で対処するた

めにはそれをやらざるを得ないというのが実情

でございます。ですから、なおさらのこと、私

どものほうとしましては、４万立米、こちらの

ほうで処理できるようにその機能回復に努めて

まいりたいというふうに思っております。

○長友委員 もう一点、あそこにいけられてい

るものですけれども、保護膜みたいなので、被

膜みたいなので包まれて放り込んであるのがな

いのかどうか、そのあたりはどうなりますか。

○道久環境対策推進課長 いわゆる袋状という

んでしょうか、それで飛灰を埋めているという

のが実情でございます。ですから、今後、４万

立米、こちらのほうの機能回復が図られた時点

で、その対処はされるものというふうに考えて

おります。

○長友委員 対処されるということであります

ので、もう一回掘り返してその袋から出すの

か、それとも、その袋自体が雨が通りやすいよ

うな形状のものになっているのかどうか、その

あたりは今はわからないんですね。

○道久環境対策推進課長 フレコンバックとい

うものらしいんですけれども、そちらのほうに

つきましては、雨水は通らないということでご

ざいます。

○長友委員 ということになりますと、これは

非常に危険きわまりないものが埋め立てられた

状況になりますので、これは一回掘り返さなく

ちゃいかんということになるんですね。またこ

れは費用もかかると思うんです。掘り返して出

さなくちゃいけないということになるので。そ

のあたりについて、今答えが出ればですけれど

も、出なければ、どうされるのか、そのあたり

はぜひ委員会に報告をしてもらいたいというふ

うに思います。どうでしょうか。

○道久環境対策推進課長 このフレコンバッ

ク、未来永劫に水を通さないというわけではな

いだろうと思います。ですから、何らかの形

で、経費はかかるかもしれませんけれども、水

が通るような形に修復されるべきものというふ

うに考えております。

○長友委員 あとの委員の方もあるでしょうか

ら、終わりにしますけれども、要するに住民と

かその地域の環境にとって大事なことは、でき

るだけ水処理をされて、そしてできるだけ安全

に近い形でこれが残されないと、将来的に非常

に禍根を残すことになりますので、そこのとこ
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ろに気を使ったというか、そういう工法なり改

善策の検討が住民に提示されたときに、住民と

しては、一応県や市をある意味では信頼回復と

いいますか、信頼をしていくということになり

ますので、そこだけはぜひやっていただきたい

ということを申し上げておきたいと思います。

○宮原委員長 そのほかありません。

○外山委員 川南遊学の森についてお尋ねした

いんですが、第一期の募集というか、第一期は

実績としてどこがやっていたんですか。

○飯干自然環境課長 この施設が完成しました

のが昨年の３月でございまして、第一期の募集

には間に合いませんでした。だから、今回が初

めてです。

○外山委員 これは事業決定したのは一昨年―

―何年ですか。

○飯干自然環境課長 昨年の６月議会で公の施

設にするということが決定しております。

○外山委員 いや、この施設をつくる計画、予

算計上して始めたのは去年じゃないでしょう。

その前でしょう。

○飯干自然環境課長 施設の整備は平成15年度

から平成18年度まで実施しております。

○外山委員 私は、去年からこの委員会にいま

すから、これが決定した経緯は知らないんです

が、知らなかったからこの前行ってみたんで

す。場所を一応聞いて行ったけどわからずに、

西都から都農に行く農免道路からちょっと入っ

たところ。表示はありますというから、表示を

探して行ったけどわからん。地元の人に聞いて

もなかなかわからずに、ようやく探し当てて、

ずっと山の中にいい道がつくってあります。

ずっと入った中に。これを見て、林業技術セン

ター、ひなもり台まではわかるんですが、これ

の目的ですね、ここに一応書いてあるけど、雑

木林と一部植栽した木が生えて、一応雑草なん

か切って、やぶやら切ってありましたけど、こ

の目的はどういうことなんですか、この施設を

つくった目的。

○飯干自然環境課長 森林の環境教育や住民の

自然とのふれあいの場として位置づけておりま

す。

○外山委員 率直に言いまして、このくらいの

山というか、森林とは言わないんでしょう、雑

木林、県内に幾らでもあるんですよ。わざわざ

管理者を置いて、ここで県費使ってやるような

ところでもない。その気になれば、周辺に今幾

らでもこれに類する、これよりももっとすばら

しい自然がありますよ。川南周辺だと尾鈴山の

山ろくに行けば幾らでもあるんですが、もとも

とここは何―何があったって山でしょうが、

県有林か国有林か民有林か。どういう山だった

んですか。

○飯干自然環境課長 もともと畜産試験場の村

上牧場跡地でございます。

○外山委員 その牧場が放置されたから、そこ

が雑木林なんかになっていったから、整備をし

たということですか。

○飯干自然環境課長 牧場跡地は県有地でござ

いまして、当時の畜産関係の担当部署が所管し

ていたと思うんですけど、それが自然環境課の

ほうに回ってきて県有地となったということで

ございます。

○外山委員 さっき言いましたように、これ

は600万ですけど、あそこを見て県が管理費入

れてやるその意味がね。道路はきれいに舗装さ

れていた。私だったら、道路をせっかくつくっ

てあるから、そこに山、林があるから……。道

路管理は当然県が直営でやるでしょうから、こ

の管理費というのは、下払いをしたり、そうい
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うことだろうと思うんですが、私の感じでは、

わざわざこれに大義名分つけて遊学の森という

名前をつけなくても、宮崎県にはこれよりすば

らしいところがいっぱい金入れんでもあるんで

すよ。そういうことを行った感じで受けたもの

ですから。今度の場合はここまで来ていますか

ら、管理をするということで議会で決定してお

るから、やむを得ませんが、次の段階には、も

う一度本当にこれが必要かどうかを、３年あり

ますから、御検討ください。私はそういう直観

を持ちました。以上です。

○飯干自然環境課長 わかりました。どんどん

活用されるように頑張っていきます。

○蓬原委員 エコクリーンプラザですけど、７

ページですが、１件だけお尋ねします。「上記

（１）、（２）を踏まえた民事上の損害賠償請

求の可否、発注者側の責任の調査」となってい

ます。これまで新聞等では、例えば各市町村で

案分がどうと、既に発注者側に問題ありと言わ

んばかりのことがあるわけですが、この損害賠

償請求というのは、受注者側に対する損害賠償

という、もしそこ辺に瑕疵なり意図的な手抜き

があった場合は、受注者側にこういう請求をす

るよという意味の民事上の損害賠償請求という

意味でしょうか。

○道久環境対策推進課長 おっしゃるとおり、

工事を行ったところ、または設計・施工監理を

やっているところもございますので、そちらの

会社というんでしょうか、そちらのほうが想定

されます。

○蓬原委員 外部調査委員会でいろいろ調査を

されていることですから、今私どもがここで余

り突っ込んだ話は差し控えたほうがいいのかな

とも思うんですけれども、流れとして、設計を

する業者があって、それによって積算された予

定価格というのがあって、そして発注されて、

競争入札が行われて、かなり安かったわけです

が、その後、工事施工業者が決まって工事を施

工されましたね。設計と施工というのは当然

違ったわけですが、普通一般的に民間業者とい

うのは、コストダウンというのは至上命題なん

ですね。安く請け負った場合に、当然できるだ

けコストを下げるように努力するというのは、

民間では当たり前のことなわけで、そこで私は

当初、ＶＥ手法というのをとらなかったのか

と。ＶＥというのはコストダウンの手法です

ね、価値工学と言いながらコスト低減の手法で

すから、行き過ぎたコスト低減が結果的にこう

いう工事を招いたのではないのかと、私はいま

だに疑問を持ったりしているんです。例えば、

設計者と受注者の間は全然関連がないと言いな

がら、もしかして結果として安く受けたがため

に、途中で設計変更をしたことはないのかとい

うことなんですが、そのあたりについては、ま

だそこまでわかっていませんか。

○道久環境対策推進課長 そちらのほうについ

ては把握をいたしておりません。

○蓬原委員 であれば、僕はぜひ外部調査委員

会のほうにも調査項目に入れていただきたいと

思うんです。結果的に安く受けた。非常に厳し

いコストである。それが設計のほうにフィード

バックされて、その後、図面の書きかえ等が、

いわゆるＶＥ手法なり、ＶＥと言わなくてもコ

ストダウンが行われたりしておれば、当初十分

に安全率を見たはずの設計が、その金額に見合

う形で設計変更されていった可能性も僕は否定

できないなと、これは推測ですけどね。普通民

間の設計というのはそういうふうに行われるの

が通常ですから、この中の②採用工法が適正で

あったかの検証というのがありますから、その
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あたりも含めて調査をぜひいただくように外部

調査委員会のほうにお願いをしたいなと思って

いますが、お願いしていただけますでしょう

か。

○道久環境対策推進課長 徹底的に検証すると

いう決意は伺っておりますので、委員のほうに

はお伝えいたしたいと思います。

○蓬原委員 それについてはそういうことでお

願いしますが、この前、本会議の中で、かつて

の、過去の副知事が理事長でしたかね、この方

等についても、知事の答弁によると、こちらに

お呼びしていろいろ事情なりお聞きするという

ようなことでございました。つまり、だれが責

任者であったかということを明確にするという

ことだろうというふうに思っています。そうな

りましたときに、いずれ12月なり１月に外部調

査委員会の報告が出てくるわけですが、我々も

その調査委員会の報告を見ていろいろとまた議

論をしないといけないことも出てくると思いま

す。ですから、そのときでいいんですが、今お

願いしておきたいのは、過去の環境整備公社の

理事長並びに、きょうも先ほどの整備公社の報

告の中で組織という報告がございましたが、時

系列を追って、過去の理事長がだれだったの

か、どこでおかわりになったのか、その他副理

事長がどうだったのか、それから、技術担当職

員がいなかったというのも、この前、権藤議員

の答弁にありましたね。その間に打ち合わせが

されていた経緯もあるということがありまし

た。時系列を追って、当時の、過去の役員さん

並びに職員の皆さん、どういうふうに異動が行

われたのかということも知っておきたいなと思

いますので、資料請求ということになります

が、ここで答弁は恐らくできないでしょうか

ら、お願いをしておきたいと思います。以上で

す。

○宮原委員長 暫時休憩します。

午後１時40分休憩

午後１時40分再開

○宮原委員長 委員会を再開します。

○蓬原委員 済みません、前もらった資料の中

にありました。時系列と言ったのは、設計の発

注をどこでどうして、工事の発注がどこで、ど

こで入札が行われてということまで入れての時

系列という意味だったんですが、それはこの資

料を我々は突き合わせていけばできるので、そ

れはこっちでやります。今の資料については、

今のところこれで可とします。さっきの資料は

要りません。

○長友委員 さっきと重複するかもしれません

が、最終的に処分場が役割を終えた後、どうい

う形で何年ぐらい後の管理というのをされるの

かどうか、そのときの責任の所在というのはど

こにあるのか。そこらあたりをお尋ねしたいと

思います。最終的に埋めて、その上に最後には

土を覆うんでしょうけれども、法的に何年ぐら

いその後そこを管理しなくちゃいけないように

なっているのか、そのあたりをお伺いしたいと

思います。

○道久環境対策推進課長 埋め立て処分終了後

何年ぐらいというものについては、申しわけご

ざいませんが、存じておりません。

それから、その間、いわゆる無害になるとき

までという管理の責任の問題になりますけれど

も、先ほど申し上げたんですけれども、形はど

ういうふうな形になるかわかりませんが、少な

くとも最終的には市及び公社が責任を持つこと

になろうかと存じます。

○長友委員 先ほど申し上げましたように、公
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社というのがどこで解体するのか、また、役目

が終わった後、公社の財源というのはなくなる

と思うんですよ。そのあたりがどうなるのか。

法律的に恐らくその処分場の後処理等について

も規定があるはずですから、また調べていただ

いて、教えていただきたいと思います。

○坂口委員 10ページの今度の外部調査委員会

の考え方とか方針なんですけど、とにかく雨水

で極力排除して浸水してくる水を抑えようとい

うことと、150トンぐらいずつは下水に持って

いこうというようなことですね。池自体が破損

したり事故につながるのを防止しようというこ

とだと思うんです。ここに組まれているのは。

その中で１つ疑問なのは、それだけ雨水を少な

くすればイオン濃度は当然上がりますね。希釈

率がうんと低くなるから。水を半分にすれば、

計算上では２倍のイオン濃度になってもおかし

くはないというようなことですね。せんだって

のこれまでの委員会の説明の中では、9,500ミ

リグラムリッターを上限として１日何トンだっ

たですか、250だったか、180だったかな、向こ

うが精査した結果、それまでは可能だよという

ことで下水に持ち込ませているといった報告を

一回ここでされているんです。水が少なければ

今の濃度がまた高まると思うんです。そうなる

と、この150トンでは帳尻が合わないような気

がするんです。理屈の上では希釈せざるを得な

いような。そこらをこの調査委はちゃんとしっ

かり検証して、150トン持ち出せば大丈夫だ

と。3,000になったときにこれを始めるんだと

いうことで、予想外の雨も大丈夫だというこ

と。本当にこれはシミュレーションをやったの

かというのが１つです。ここらはどんなぐあい

なんですか、それをしっかりされているんです

か。どれぐらい濃度が上がることを予定したん

でしょうか。

○道久環境対策推進課長 濃度が幾らになるか

ということにつきましては、申しわけございま

せんけれども、お聞きいたしておりません。

それから、3,000になったら持ち出し始める

というあれがございますけれども、土手委員の

ほうで、これぐらいの雨が降ったらこれぐらい

の浸出水が出てくるというようなシミュレー

ションをなさっていらっしゃいます。そして…

…。

○坂口委員 あの、ちょっと、そこらはわかっ

ているんですよ、シミュレーションはソフトに

入れれば出てくる数字。それに今予定している

濃度をどれで入れているのかと。宮崎市が何ぼ

まで濃度を許すかということを想定されていな

かったら、向こうが9,500以上だめだよと言っ

たとき、１万2,000になったら希釈しなきゃだ

めだよということです。150トンを最高にして

いれば、その3,000の時点では、150を倍に希釈

すれば300になるからパンクしちゃうよという

こと、そこらが想定されていないんじゃないの

ということを聞いているんです。シミュレー

ションというのはソフトがあるんです。これは

把握していなければ、もう時間がもったいない

からいいです。そこの心配があるということが

１つ。

それから、今、シミュレーションと言われた

んですけど、池が壊れることで、そこの盛り土

が今後の大雨なり台風なりで土砂崩壊を起こす

ことですね、円弧すべりという。そこらに対し

ての考え方がここに出てきていないんです。差

し迫っている危険をとめるということでのまず

は当面の対応でしょう、安全を講ずるための。

ここはすべて池だけなんです。だから、この中

になぜ土砂流出防止の考え方が示されていない
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のかということ。これはどんなぐあいに考えら

れているんですか。

○道久環境対策推進課長 土手委員のほうに御

報告いただきましたのは、今のこの梅雨の時期

または台風、こちらのほうを、雨量が多くなり

ますので、それをいかに乗り切るかという観点

から御報告いただいたものでございます。です

から、委員おっしゃいますように、土砂の崩壊

という点につきましては、今後ほかの委員のほ

うでまた御検討いただくという形になろうかと

思います。

○坂口委員 今後、調査委からそのことはしっ

かりこういったぐあいに別に出てくることにな

るんですね。安全対策を事前に講じる、すべて

の浸出水を貯留するための対策となるけど、こ

れは池だけということですね。池を支える地盤

がなければ安全じゃないけど、支える地盤につ

いても今後このように方針を出されてしっかり

調査対象になるということになるんですね。

○道久環境対策推進課長 委員のほうに、現在

そのことにつきまして調査をお願いしますとい

うことは申し上げておりませんけれども、委員

のほうにお伝えいたしたいというふうに考えま

す。

○坂口委員 ちょっとのんき過ぎると思うんで

す。このままいったら、あれに基礎ぐいを打っ

て池がしっかりもちますよということで、下の

土を想定していないと思うんです。今、処分し

た、埋め立てたものに対してシミュレーション

をやって、何ぼの雨が降れば何ぼ出てくるとい

うのを計算した上でという説明をしかけられた

ですね。あれはもうノウハウとしてあるんで

す。土木サイドから環境に１人補佐が見えたと

いうけど、そこらは専門と思うけど、むしろそ

れは地盤に対してやるべきで、連続雨量という

言葉を課長は使ったですね。連続雨量と実効雨

量というのがあって、それらから類推する土砂

崩れの危険性というので危険予報を出す、今そ

れはノウハウとして一つ確立されている。本県

はまた別な手法で土砂崩れの危険予報を出し

て、避難指示だ、勧告だというのをやるという

ことの根拠にしているんですけど、それをなぜ

土手教授というのは下の地盤でやらないんです

か、そのソフトを持っていて。同じ仕組みなん

ですよ、これは。何ミリの雨が降ったら、こう

いう地盤特性だったら、何時間後にはその水は

浸透していって、どう抜けていって、どの部分

を通ってと。それが何日続いて何ミリになった

ときはここは100％の含水率になって、いよい

よ崩壊の危険が迫りますというのをやってもら

えば、ここでうたってきてたはずです。だか

ら、そんな外部調査委員会じゃだめですよ、

しっかりやらないと。それをどうされておるの

か。今後求めますと、今まで求めていなかった

というところが能天気と思うんですけど、求め

なくてもそれらをしっかり予測して必要な調査

をしてくれるのが、安全性を担保できる調査委

員会と思うんですけど、委員なんかはどういっ

た視点から選んでいるんですか。

○道久環境対策推進課長 コンクリート工学と

か、環境工学とか、そういう専門の先生方にお

願いいたしておりまして、土手先生の場合に

は、処分場関係の環境工学、こちらのほうの専

門の先生でいらっしゃるものですから、委員

おっしゃるような点には専門ではないというこ

とでございます。

○坂口委員 専門でない人が3,000まで大丈夫

ということが出せるわけないんですね、コンク

リートとか構造物もわからない人が。そこらが

ちょっと心もとないなというのに、そういう視
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点から選んだ専門委員に、７ページの３番、廃

棄物処理システム全般にわたる検討を任せるん

ですか。これはプラントなんかを意味している

と思うんですけど。例えばイオン濃度が非常に

高かったとか、飛灰なんかが予想以上に高いも

のを含んで予想以上にたまったとか、そういう

弊害が既に出ていると思うんですけど、そう

いった全般にわたる検討もそこに任せるんです

か。

○道久環境対策推進課長 廃棄物処理システム

全般にわたる検討ということで、主に、先ほど

から出ております濃度の問題、塩処理対策、こ

ちらのほうと、それと現在、事実上、クローズ

ドシステムも崩れていますので、こちらのほう

をどうしていくのかといったあたりの検討が主

になろうかというふうに考えます。

○坂口委員 クローズドシステムは、崩れたん

じゃなくて最初から無理だったんですね。だか

ら、これは検証しなくても計算し直せば出てく

るだけのことで。ここで肝心なのは、３ページ

を見てほしいんですけど、まず、公社を設立し

たのが平成７年で、17年にオープンしているん

ですけど、この間ずっといろんな検討を加えら

れてきて今の施設ができたわけです。その中で

ごみ処理基準なんかを、例えば廃プラ、廃ビニ

ールを焼却処分にしてもいいよということを見

直したりとか、法律なりそういった基準なりを

変えてきているわけです。それと並行して、プ

ラントの最終的な実施設計で、こういった能力

を持ったこういうタイプのプラントをつくりま

すよということで流れてきたわけです。そして

オープンしたわけでしょう。そこで想定外の塩

素イオン濃度が出たけど、これはあくまでも予

測で、そういうものを燃やしたから分解しやす

くなったんだというけど、じゃ、3,000のもの

を入れて3,000で設定したのと、ごみ処理基準

が変わってそういうものを焼くというぐあいに

方針を変えた時点で、旧態依然のそれ以前の能

力での塩素濃度を下げる必要のない時期、だか

ら、そういった塩素化合物を含んでいるものを

焼かないという基準の中での処理方針のときに

立ち上げたものは、途中で当然、先ほど蓬原委

員から設計変更という言葉が出ましたけど、法

の改正あるいは基準の改正と同時に、協議の中

でずっと変わってきていると思うんです。ハー

ドルが高くなってきたり、対応が困難になって

きている。そこらの検証をやらないと、施設全

体の検証の、原因がどこにあったのか、処分方

法の方針を変えたのに、それを予定した設計に

ここで変更せずに、前の設計をそのまま認めた

協議会が問題だったとか、そういう検証を僕ら

は期待しているし、またそれをやらないと責任

は出てこないんです。だから、あのプラントが

本当に据えられるべきプラントだったのかとい

うところまでいかないと、ただ池だけの問題

じゃないんです。稼働できないところに来てい

るんです。池がだめでなくても。あれだけイオ

ン濃度が高くて全然イオンに手をつけられなけ

れば、池が幾らしっかりしていても相当な水を

あそこに補てんしていって給水していかないと

やれない。そうなるとクローズドはだめという

ことで、そういった選択を、基礎的な能力の選

択の組み合わせがその時点でどこかで間違って

いるんです。だから、なぜ間違いが起こったの

かというところをまず解明しないとだめだけ

ど、環境の先生とか、コンクリートの先生と

か、弁護士だけで、とてもこれ全体を任せたら

だめですよ。まずは部分に限らないと。そし

て、システム全般にわたる検証・検討というの

はまた別個にやっていかないと。これじゃ僕は
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解明できないと思うんです。そこらは本当に自

信持っておられますか。

○道久環境対策推進課長 ５人の委員にお願い

いたしております。すべてについてその５人の

委員で完全に対応するといったあたりについて

は、確かにあろうかと思います。ですので、必

要があれば、設置要綱の中に、ほかの委員とい

いますか、いわばいろいろ教えていただくとい

いましょうか、そういうことも可能でございま

すので、できるだけ万全になるような形の調査

を目指してまいりたいというふうに考えており

ます。

○坂口委員 補佐機関をつくるか、補助員制度

をつくるかしてそういった専門に―これはコ

ンサルじゃないと判断できないですよ、そうい

う領域にいったら。本当にこの機種を選定して

間違いじゃなかったんだろうかとか、これをた

またま地盤が悪いことから池に負担が来て、池

が悪くなったことから機械全体が稼働できない

ようなところまで来たというので、本当にそう

だったんだろうかと。それらに危険が、仮にそ

ういったことがあったにしても、予測できるこ

とですから、それでもなおかつ、この機械なら

まだとりあえずは運転できていましたよという

ようなものをその時点で選定すべき判断材料が

既にあったんじゃないのかと、予測できたん

じゃないのかと、そういう選択ができるような

ことを。そこらまでいかないと、一つ工事の業

者の埋め方が悪かったという問題だけで解決は

できないと思うんです。

先ほどの長友委員の質問にしてもそうですけ

ど、先ほど埋め立てがいつまでだと言ったけ

ど、簡単には分解していかないようなことを言

われたんですけど、分解するまで待たないと危

険は排除できないとか。だから、そういったも

のを使って、それを回収する方針で埋められな

かったんだったら問題だと思うんです。フレコ

ンバックと言われたですね。方針が出ていない

なら、そういうものは１カ所に隔離して収納し

て、いつでも上げられてばらしてよくなったら

されるようにしておかないと、それは先に危険

とか問題を生ずるようなことで、本当に真剣に

検討しているのかなと疑問でならないですね。

例えば今のなんか聞いていると、僕はたまた

ま今単身で生活していて、廃プラ、廃ビニール

はしっかり油なんかも洗って分離して出してい

るんです。こんなものまで焼かれているんじゃ

ないかと思うんです。というのが、この前、炉

温度は800度以上をずっと確保してきているん

です。あれが下がったり、あるいは２基の炉を

回さずに１基だけになったりとかしていれば、

温度確保ができないから、しっかりリサイクル

はリサイクルで使ってくれているなと思うけ

ど、余りにも800度以上が、ずっと24時間すべ

て回しているから、果たしてこんなに立派に

洗ったってばかくさいことじゃないかなという

疑問も生じるけど、本当に信頼がだんだんなく

なってきますよ。ここのあの姿勢に。

だから、この廃棄物処理システム全般にわた

る検討というのはまた別問題で、これで片付け

られても委員会は納得しないと思うんです。と

りあえずはあの池がひび割れたことと危険をど

う排除するかということに限らないと、あのメ

ンバーではやっぱり心もとないと思うんです。

それは外部の専門委員会とは呼べないと思うん

です。部分的なものだと思うんです。どんなに

感じられますか、今のこの方針なんか見て。こ

れで解決できないでしょう。

○道久環境対策推進課長 我々のほうとして

は、土手先生のほうは環境工学の専門でいらっ
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しゃいますので、ほかの先生方、ほかの先生方

というより、環境工学の中のほかの先生方のお

力をかりるというような形で、万全ではないか

もしれませんけれども、いい検討結果といいま

しょうか、そちらのほうを御期待したいという

ふうに考えております。

○坂口委員 僕が期待しているのはそうじゃな

いんです。まずはこの人たちには部分的に限っ

ていただいて、施設全般は、改めてそれなりの

調査チームをしっかり設置して、そこで全体は

見ないと、これを拡大していって全体の検討を

していただいたって限界があるんではないです

かということを聞いているんです。環境の専門

家ということは認めているんです。だから、そ

の専門の領域だけをお願いして、全体となった

ら、プラントで機械の問題ですから、それはま

た別な、例えばコンサルタントのそういった設

計の技術屋とかそういう人たちからじゃないと

判断できないんじゃないのかということを言っ

ているんです。そういうことをすべてこれで処

理されるのか、またそれは別で、ただ、この調

査委員会が必要な調整池に関してのいろんな調

査をやっていったり、それが起こった原因を調

べる中で、必要が出れば並行してほかのことに

も及んで調べるという参考程度なのか、そこら

のところですよ。

○道久環境対策推進課長 委員おっしゃるとお

りかもしれません。ただ、私どものほうとして

は、とにかく現在のところは、ハードといいま

しょうか、地元の方々の安心というんでしょう

か、それを得ていただくように、まず第一に機

能の回復、こちらを第一義的に考えておりま

す。この廃処理システム、委員おっしゃるとお

りかもしれませんけれども、できる範囲内で検

討をしていただきたいというふうに考えており

ます。

○坂口委員 言っているとおりじゃなくて、同

じなんですよ。地元に安心してもらうためで

しょう。今やっていることは、あの機械を回す

ための取り組みでしかないということです。一

番危ない、土砂崩れが起こった時の想定は全然

されていないじゃないかと、こういうことを取

り組んでいくのかということと、今度は、あの

施設全体という大がかりなことになると、これ

だけじゃなくて、当面している地元の安全と、

あの施設の継続運転のために必要最小限のもの

を早急にやるための調査ではなかったんじゃな

いのかな。それにしても、地盤に対しての考え

方が全くここに出てきていないということ、そ

れがなければ安全には、安心にはつながらない

よ、運転にはつながってもということを言って

いるんです。あそこをどうやって運転していこ

うかということだけの視点からしか調査しない

んじゃないのかという心配を今尋ねているんで

す。どう考えておられますかということ。

○道久環境対策推進課長 委員の中には、地盤

工学を専門とされます瀬崎委員もいらっしゃい

ます。ですから、今後、まず、第３水槽の安全

性の検証、第３水槽以外の水槽の工事の工法等

の検討をしていただくんですけれども、補修に

なるのか、別のところに移るのかということは

今後の検討にまちたいと思うんですが、少なく

とも地盤工学の先生がいらっしゃいますので、

そちらのほうの検討もなさっていただけるもの

というふうに考えております。

○坂口委員 そこでもうやめておきます。方針

がまだ出ていないのがおかしいです。

指定管理者について伺うんですけど、この方

針出されたときは、当初は５年ということで、

最初だから３年でまず試行的にやる部分と最初
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から５年任せる部分とだけど、本来５年で契約

していくんだという方針で、当初この指定管理

者制度導入のときは説明があったと記憶してい

るんですけど、そこらはどうだったですか。

○飯田環境森林課長 今、先生のおっしゃるこ

とにつきましては、高度な経営技術とか能力と

かそういうものを有するものについては、５年

の期間ということで考えています。ただ、３年

というのは、ノウハウとか人材確保も必要でご

ざいますけれども、新人教育とかそういうこと

でありますけれども、定例的な業務とか維持管

理がメーンであれば、３年でもいいということ

で考えておるところでございます。

○坂口委員 僕は委員会が違っていたから、そ

れぞれ違うのかわからんけど、当初５年で計画

していたけれども、試行的な意味も含めて３年

でやっていくものと５年でやっていくものなん

ですという説明だったんです。というのが、３

年で契約していくのと５年で契約していくの

は、特に雇用の面で、若い人たちが、まず５年

間雇っていただけて、２回とっていただけれ

ば10年ぐらいというあれもつくけど、３年でぽ

んぽんぽんじゃということで、そこらの問題点

どうやるのというのを、当時いた委員会の質疑

の中であったとき、とりあえずは５年で想定し

ていたけど、試行だから、これとこれについて

は３年間見てから、今後期間については５年を

考えていこうというような方針だという説明を

僕は、当時何の委員会だったんでしょうね、受

けて、なるほどそれならいいなということで、

その時点で理解していた記憶があるものですか

ら。

○飯田環境森林課長 今、手元にそういう資料

がございませんので、後ほど確認した上で御報

告させていただきたいと思います。

○坂口委員 それはいいんですけど、そこで、

そういう視点から、３年にこだわる、５年とい

うのもあるということで、その違いというのは

何なんですか。そのほうがいいよというメリッ

トがなければおかしいと思うんですけど、どこ

がメリットなんですか。５年にしないで３年で

やっていくということが。

○飯田環境森林課長 ３年の場合についてを申

し上げますと、先ほど申しましたけれども、維

持管理とか、定型的なものとか、ノウハウの蓄

積とか、人材確保とか、それほど必要としない

というものについては３年でよろしいというこ

とで、行政経営課の指導等もそうなっておりま

す。ただ、５年のものにつきましては、事業の

企画力とか、ある程度一定の専門性が必要だと

いうものにつきましては、やはりノウハウの蓄

積とか人材確保が必要でございますので、先生

がおっしゃるとおり、ある程度の期間を置きな

がら人材確保していく必要があるということ

で、５年ということで考えております。

ただ、当初の導入指針によりますと、先ほど

保留させていただいたものにつきまして御説明

させていただきますと、原則としておおむね３

年から５年の範囲内で、新規参入機会の拡大等

による競争環境の確保やサービスの継続性等を

踏まえて、施設の目的とか内容によって３年と

か５年ということで先ほど申した形でなってお

ります。

○坂口委員 新規参入の機会を拡大するぐらい

がメリットかなと、３年にすればですね。た

だ、どういうことでも人材も要るし、経験を積

めば質は上がっていきますね。だから、３年と

５年というのはこだわるべきだと思うんです。

３年にせざるを得ないというもの、あるいはし

たほうがこれだけメリットがあるとわかればだ
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けど、経験が必要、必要でないというのは単純

に判断できないし、人材といえば、県が考えて

いる以上に雇用する側は大変ですよ。３年だけ

で首切るよというのと５年は大丈夫だよという

のと。そして、その５年間ノウハウを持てば次

の契約も有利になるよというようなものがあれ

ば全く違ってくると思うんです。そこのところ

は再考をお願いするということと、それに関し

てですけれども、100点満点で評点をやられる

ようになっていますね。最初の契約でやって３

年なりを経過したわけですけど、その間に提案

したものでいろんな企画力とかコスト縮減に対

しての考え方とか、いろんなものをポイント

で100点満点でやられたですね。そのときに、

ここに10点あげたよというものが、10点評価し

たときのものを、結果を見て今何点あげられる

か。これは10点丸々あげられるよといったの

が、実績としての具体的な評価とノウハウをそ

こは持っているということでの点数がつけられ

ると思うんです。そういうものを次の契約に生

かすべきか生かさざるべきかですけど、今まで

一生懸命そこで創意工夫を凝らしながら、ある

いはかなりな経費面で見れば持ち出しをやりな

がら、試験研究をやりながらでも取り組んでき

てやったきた３年なりの経験を持っているとこ

ろと、私のところはこういうことができると思

いますということで提案してくるところとを、

対等な点数のつけ方でいくべきなのか、それと

も、やっぱりそこらに対しては実績というもの

をある程度評価してあげて、プラスなりマイナ

スなりをやるべきなのか、そこの評価はどんな

ぐあいにしようとされているんですか。

○飯田環境森林課長 評価につきましては、基

本的には、それぞれ４つぐらいの中で配点する

わけですけれども、当然そういう蓄積がある方

々につきましては、中身を把握されております

ので、配点についても当然高いものになってく

るというふうに私は考えております。

○坂口委員 ただ、そうなると、これは競争す

る側から見て、一方では、新たに入っていくの

が不当に不利だということにつながらないかと

いうのと、提案された人が本当にこれが履行さ

れれば、経験を持たないけど、むしろこちらの

ほうが評価高いというような、こういう極めて

難しい判断ですね、これを安易にぽんと税理士

だの何とかアドバイザーみたいなのに任せてそ

の評価が本当にできるのかなと、さっきのメン

バー見たとき。これはやっぱり行政が責任持っ

て評価していかないと、お金の絡む問題です

ね。ここらについてどうですか、疑問点とかこ

れまでの課題とかは、そういった検討の中では

出てこなかったんですか、問題意識とかいうの

は。

○飯田環境森林課長 問題意識については、点

数というのは、当初、行政経営課に基づいて

やっておりますので、今後それについては各部

で、例えば傾斜配分するとか、評価をある程度

やりやすくしないと、例えば優・良・可だった

ら、非常に裁量が入るということでございます

ので、５段階ぐらいにしまして、その中で判断

していただくということで、選定委員の方々に

も採点しやすいような形でやっておりますの

で、そういうことも踏まえまして、御指摘がご

ざいましたとおり、私たちも行政としてしっか

りそこ辺を勘案してやっていきたいと考えてお

ります。

○坂口委員 それと、ちょっと心配なのが、金

をもらって貸すほうと出して管理してもらうほ

うと２通りの指定管理者があるんですけど、ど

ちらともですが、特に、管理費を出して一定の
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条件を満たす運営をやっていくほうでも、予算

が年々シーリングみたいに減ってきています

ね。公共投資みたいな感じで県の方針で減らさ

れていくのと、それと、民間の感覚で、この施

設をうちに任せれば、これだけ金をくれればこ

れだけの県民サービスはまだ拡大できるよとい

うものと一緒じゃ、施設がもったいないと思う

し、指定管理者に移行した本当の意味というも

のが発揮できない部分があると思うんですけ

ど、予算というのは年次的に何らかの方針で減

らして、少なくとも前の年と同じ内容だった

ら、物価とかそういったものを勘案しない限

り、少なくともそのときの契約額を予算として

示して、その中でうちは何ぼだと提示させない

と、頭からそれが抑えられて求めるサービスは

同じものを出されているというのは、これは民

間のお金の感覚とは違うんじゃないかと思うん

です。下手すれば、シーリングみたいに何％頭

から削減だというようなことでやってこられる

と間違うと思うんですけど、予算に対しての考

え方というのは、まず予定価格の決め方という

のはどんなぐあいにして持ってこられるんです

か。サービスの内容あるいは管理の内容と予定

価格の決め方というのは。上限。

○飯田環境森林課長 積算積み上げということ

でやっていますけれども、ただ、状況によりま

しては、物価変動が極端な場合とか、そういう

ときは当然指定管理者の方と協議をいたします

けれども、基本的には、実績というのがござい

ますので、そこを踏まえて基準価格というのは

定めていくということでございます。

○坂口委員 だから、実績というのが、予定価

格、基準価格というものの設定と、それを明示

して、幾らで受けてくれるかもポイントの対象

になりますよというのとはちょっと違うと思う

んです。例えば、これを標準的な能力なり、標

準的な時間なり、標準的なものを投入してやっ

たとき、当然標準的にこれだけかかりますよね

という額をセットしないと。そして、私のとこ

ろはこれでできますというのを出させて、それ

と比較しないと、去年ここがこれを出してきた

から、まずこれが当初頭に置く数字なんだと、

それから、これだけ物価下げたからこれなんだ

というのとは設定の仕方が違うけど、さっき見

たときに、そんなに毎年下がってきているみた

いな感じ、２年分とか３年分ですけど、だか

ら、安易に下げてきているんじゃないかなとい

う気がするんですけど、そこらはどうなんです

か。

○飯田環境森林課長 それは先ほど申し上げた

とおり、過去１年間の実績を踏まえてやってい

くということでございますので、極端に経費が

かかるということになりますれば、当然指定管

理者の方と協議をするということになろうかと

思っております。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

ないようですが、ここで、今までに幾つかの

資料の要求が出ていますので、一応ここで押さ

えをしておきたいと思います。

一番最初に、坂口委員より、繰り越し明許に

ついての部分で資料の要求があったというふう

に思っております。これは森林整備課長だった

と思いますが、この資料については全委員に配

付ということでよろしいでしょうか。委員より

要求のありました資料についてはいつごろ準備

ができるでしょうか。

○徳永森林整備課長 私の理解では、森林整備

事業の中で中止命令を何件やって、それに対し

てそれに見合うコストを設計書で見たかどうか

ということですが、それにつきましては、近々
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では平成18年度に児湯農林振興局で一件、治山

事業において中止命令を出しております。これ

は災害復旧事業をやっておりまして、その間に

隣接して次の災害が来たと。それに基づいて工

事を中止する必要があるということで、業者か

らの申請がありまして、すぐ中止を出している

ということで、業者のほうもコストはないとい

うことで請求はございませんでしたので、それ

は設計変更はしておりません。近年はこの１件

だけということになっております。

○宮原委員長 ということで、資料請求のほう

はいいですか。

○坂口委員 発注後に明許繰り越しとか、とに

かく発注者側の都合で工事をとめざるを得ない

ときが出てくるじゃないですか。他の工事との

整合性とか、あるいはひどいときは用地交渉が

まだ調ってなかったとか、それから、さっき

あっただけでも、内示が遅れたというのと、と

にかく発注者側の責任で工事をとめたときです

ね。先ほどのは、発注者の責任じゃないと思う

んです。自然災害が発生したということで不可

抗力で、そこは合議していって、そこで契約解

除して再度入札するなりというのは、それは基

準に基づいて判断していくことだから、それと

は別で、工事中止命令を出さないままに工事が

着手できないようになってきていたりとか、あ

るいはそれをこのようにして繰り越しなり、あ

るいは現場繰り越しまでやらなくても、工事が

とまったことによって工期を実際与えずに無理

して突貫なんかをやらせたりするような、とに

かく工事をとめざるを得ない状況が出たとき

に、まずは工事中止命令を出すことが当然なん

ですけど、工事中止命令を、きょうから当分工

事をやるなだけでは、それは本当の意味での適

切な対応じゃないですよということ。そのとき

に、これとこれについてはこうしなさいという

施工条件をしっかり明示しておかないと、先ほ

ど言いましたように、現場の安全管理とか、リ

ースで借りている機械代とかそういうものに対

しての指示まで出さないと、それは工事の中止

命令の正式なあり方ではないですよということ

なんです。そういうことをやられていますかと

いうことだったから、さっきの平成18年の児湯

農林は対象にならないです。

○宮原委員長 先ほど、公共三部、環境森林、

農政水産部、県土整備部に関する調整をしなけ

ればならないというようなことであったようで

すので、調整をして後日報告をしますというこ

とであったようですので、その点についての部

分ですが。

○徳永森林整備課長 わかりました。それは三

公共で協議いたしまして、意見をまとめて出し

たいというふうに思います。

○坂口委員 さっき言いましたように、共通仕

様書の中の８章か10章かに、工事の一時中止に

伴う設計変更というのがしっかりうたわれてい

ると思うんです。それと、さっきの約款の21

か20か、21の３か、あそこらのところを的確に

対応しているかどうかということです。そうい

うものがあれば出してくださいと。それをやら

れていないじゃないかという心配なんです。

○宮原委員長 そういうことについての報告を

するということでありましたので、全員のほう

になるべく早急に報告をよろしくお願いいたし

ます。

次に、満行委員から、調整池の登記の関係

で、法務局のほうに相談をしているけど、まだ

報告がないということでありましたので、環境

対策推進課長のほうで、そういう連絡がとれ次

第、委員全員のほうに報告ということで委員の
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皆さんよろしいでしょうか。それでは、そのよ

うによろしくお願いをします。

次に、長友委員から、調整池の４万立方をブ

ルーシートで今覆っているということでありま

したが、４万立方で足りるのかというその根拠

の部分を示す資料が欲しいということであった

というふうに思っております。

そのほか、公社解散後の対応がどうなるかと

いうことと、それから、フレコンバックが水を

通さないということでありましたが、いずれは

改善するものであるというふうな答弁を課長の

ほうからいただきましたけど、今後のそういっ

た対応について答弁ができないようでありまし

たので、後日委員会を開くということではなく

ても、どういう状況で対応するということを報

告いただくということでよろしいでしょうか。

外山委員からありました地目の件につきまし

ても、環境対策推進課長、よろしいでしょう

か。

あと、坂口委員から、指定管理者の３年、５

年の根拠ということで、環境森林課長のほう

に、今手元にないということでありましたの

で、その資料を提出いただくということでよろ

しいでしょうか。課長よろしいですか。全員に

配っていただくということでよろしいでしょう

か。それでは、そのようによろしくお願いをし

ます。ほかに漏れはないですか。

済みません、蓬原委員から、環境整備公社に

関する職員の名簿等でしたね、その部分につい

ての資料要求があったと思います。その部分に

ついても環境対策推進課長、よろしいでしょう

か。全員のほうに配付をよろしいでしょうか。

そのほか漏れはありませんか。

○長友委員 開始直後の分とか、中間の分と

か、そこのデータですね。

○宮原委員長 その部分についてのデータも提

出いただけますか。

○道久環境対策推進課長 提出させていただき

ます。

○宮原委員長 速やかによろしくお願いをした

いと思います。いろいろ資料の請求をさせてい

ただきましたが、なるべく速やかに資料の提出

方をよろしくお願いします。全員に配付をよろ

しくお願いします。

○道久環境対策推進課長 蓬原委員のほうのお

話は、組織体制ではなかったかというふうに記

憶しているんですけれども。

○蓬原委員 県から本当は何人派遣しているの

かということも一番知りたかったところなんで

す。きょうは議論しませんでしたが、この前の

エコクリーンプラザみやざきへの産業廃棄物の

搬入実績、これを見ると、ほとんど宮崎、清

武、綾、川南、日向なんですね。私、以前に

ちょっと申し上げましたが、県南、県西、県北

というのは、これだけ県が関与しておきなが

ら、また産業廃棄物は県の関与であると言いな

がら、実際は県央だけの搬入ではないかという

ことですね。それに県がここまで関与すること

の不可思議さというものが我々県南に住む者に

ずっとあって、それなりに、例えば県南、県西

はどうやって産業廃棄物は処理しているのか、

一般廃棄物も今やられていますが、どうなって

いるのかということの全県を見回したときの産

業廃棄物のあり方はどうなんだ、一般廃棄物の

処理のあり方はどうなんだというのを、今後私

は議論していかにゃいかんと思っていますか

ら、そのことに関連して私はその資料が欲し

かったのであります。したがって、今の環境整

備公社の職員の構成がどうなっているのか、県

からはどういう配置がされて、11市町村からは



- 43 -

どういう職員の皆さんが来られているのかとい

うことを、現況を知りたかったんです。

○宮原委員長 よろしいでしょうか。では、そ

ういうことで資料のほうはよろしくお願いをし

ます。一応資料請求についてはそういうことで

よろしくお願いしますが、その他で委員の皆様

何かありませんか。

○坂口委員 最低制限価格とか今の入札状況で

すね、あれで80％から85％の範囲内で最低制限

価格を設定するということになっているのと、

現実的には最低制限価格ぴったりすれすれの人

が契約の相手方になっている現実があるという

ことで、工種によって85％を超えてなおかつ最

低制限価格というのはあり得ないんですか。現

実的には、85％を超す最低制限価格というのは

あり得ないんですか。入札価格じゃないんで

す。県がやる失格価格です。

○徳永森林整備課長 確かに最低制限価格は工

種によって、工事の内容によって計算方法があ

りますので、あると思うんですが、そこを85％

を超えるかどうかは確認できておりません。工

事内容によっては超える可能性はあるんじゃな

いかと。例えば２次元製品等の数字とか、その

辺である程度変わってくるんじゃないかという

感じはしております。

○坂口委員 それはここでは今わからないです

ね。80％から85％の範囲において最低制限価格

を設定すると。前は80％だったですか、あれを

変更して、厳しいからということで上げてきた

ですね。75％から80だったかな。だから、「ま

での範囲」となっているから、80を超す最低制

限価格というのはあの説明からはないのかなと

思ったんです。

○徳永森林整備課長 私のほうもそういうふう

に理解しております。工種によって計算が見て

ありますので、最高が85になっているというこ

とじゃないかというふうに考えております。

○坂口委員 たしかそうだと思うんです。そう

なると、工種によって違うというのは、問題

は、そこに材料代とかそういった外せないもの

が何ぼかかるかということになるんです。そう

なっていくと、僕は、直接じゃないんですけ

ど、工種によっては、何千万ぐらいのでも85％

という工事が出ていて、それ以下は全部85％な

んです。予定価格の85％。これはあり得ないと

思うんですね、最低制限価格の定義からしたと

きに。考え方というのが、最低かかるお金と

か、買わなきゃならないお金とか、払わなきゃ

ならない労務費というのは、絶対これは切らせ

ないんだよと、これだけは積算しなきゃ、それ

を下げてきたところは失格するんだよという考

えですね。問題は、経費を何ぼ節約できてこの

工事を完成できるのということ。そうなると、

経費というのは、工種によっては、金額によっ

ちゃ、まず現場管理費だけで37～38％見る工種

があるじゃないですか。それも１億、２億に

なっていくと17％、12％ぐらいに現場管理費な

んてなってきますね。共通仮設費あたりも同じ

ようなものでしょう。ということは、金額が小

さいときに、80％あるいは83％ぐらいに最低制

限価格を計算したらなるとしますね。例えば林

道の建設工事でもいいです。5,000万の最低制

限価格を県の考え方に従ってやったときは、83

％はかかりますねと。これを切ったときは手抜

きとかの心配がある、あるいは品質を確保でき

ない心配があるから、83％でセットしました

と。そこはいいと思うんです。それが今度は10

億ぐらいになったときは、経費はほとんど見て

いないんですね。だから、最低制限価格で競争

しようにも、浮かせる部分は実際かかる純工事
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費あたりから持ってくるしかないと思うんで

す。だけど、それを85に抑え込めば、純工事費

が減額されたということに逆算していくとなっ

ているような落札結果が出てきているんです

ね、新聞なんか見ると。材料ばかりのような工

事を見られたらわかると思うんです。例え

ば1,000万ぐらいで最低制限価格をはじいた

ら、83、84％になったというのを、それと同じ

工事でこれを１億ぐらいになる工事に大きくし

て試算してみようかとなったときは、最低制限

価格は90％近くになりますよ。ところが、85％

以下に抑えるとしたから、本来90％上げな

きゃ、手抜きをするか、赤字を出さざるを得な

いものを、85％に無理をして押し込んでいる最

低制限価格。だから、理屈から言ったら、経費

が少なくなるほうが今度は最低制限価格率が上

がるという直線で動いていかなきゃおかしい理

屈になると思うんです。最低制限価格を法律で

定義していけば。だけど、85％に来た時点でそ

れをずっと横並びで24億1,000万、国際ルール

まではいっているんじゃないかなという心配を

するんです。国際ルールになると今度はもう手

がつけられませんから、それからは最低制限価

格も何もなしと。入札したものがということで

やっていくしかないのかなと。そうなると、最

低制限価格で実際85％やらなきゃ、材料をけ

ちったり、労務費を下げたり、あるいはサービ

ス工事をやったりしなきゃ、完全に設計書どお

りの品質は確保できないよというものを確保す

るということで、本当は何らかの工夫を凝らさ

ないと上がっていくわけですね。これをはめ込

んでいる可能性がありはしないかということで

す。そこらはどんなぐあいなんですか、実際設

計されて最低制限価格を出されたときにそれは

感じられませんか。一定位まで来て、85％超し

てしまったら、それがすべて85で出てくるとい

うことを経験されていると思うんです。でも、

それは理屈上おかしいというのは考えられませ

んか。

○徳永森林整備課長 確かに、金額が大きくな

りますと諸経費率というのは下がって、小規模

の工事ほど諸経費率が高いというのはそうであ

りますが、私もその中身について詳しくないん

ですが、最低制限価格につきましては、ある程

度諸経費の率、金額等も踏まえた上で積算され

ているんじゃないかという感じはしておるとこ

ろです。以上であります。

○坂口委員 そのとおりなんですよ、それを考

えて計算するのが最低制限価格ですね。だか

ら、山でわかりやすいといったら、例えばガー

ドレールを据えつけるという工事を出したとし

ますね。ほとんど材料代と労務費ですね。安全

管理なんかは旗を持った人が２人おって、現場

事務所もなくてもやっていけるとなると、こう

いうものというのは、ちょっと金額が上がった

だけでも最低制限価格が85％に来てしまうと思

うんです。ところが、それを1,000万ぐらいの

ガードレールだけでやっていけばいいけど、新

設道路で１億ぐらいのガードレール工事を仮に

出すとしますね。そのときに試算してみらんで

すか。90何％になるけど、県が85％以下と決め

ているから、そこにねじ込んで最低制限価格を

ここにセットしているという現実があると思う

んです。でも、それで本当に材料代も値切らず

に給料も払ってその工事がしっかりできるかと

なったら、どこかで泣かざるを得ないという現

実があって、それを県がルールにして実際やっ

ているということがあるんじゃないかというこ

とを心配しているんです。というのが、現実に

仕事をやって赤字出していっぱい倒産している
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んですよ。まともにやったら。手を抜けばエコ

クリーンみたいになっていくんです。最低制限

価格をかけるとしたら、そういうものが担保さ

れて、最終的に県民が損を受けないよというこ

とを担保するために、より安い人を排除して高

い人と契約をしていいですよというのが地方自

治法なんです。だから、手抜きをせざるを得な

いような数字を設定することは、これは地方自

治法上非常に問題があるんです。経費を削って

もまだ出ないというような最低制限。最低制限

価格は、経費が小さくなるに従って右肩上がり

で高くなっていくのが、最低制限価格が法律に

基づいて決める率ということ。これ、感じられ

ませんか。

○徳永森林整備課長 確かに委員のおっしゃる

とおりといいますか、現状を見てみますと、例

えばガードレールだけ発注してするものと、い

ろんな工種と合わせて１億するのと、ガードレ

ールで1,000万するので、それは恐らく違うん

だろうと思います。１億の中でガードレールは

ある程度抑え込まれている。それが下請に出た

ときにはどうなるかという話は、現実としては

あり得る話かなというふうに思っています。そ

れを最低制限価格にどう生かすかということに

つきましては、先ほどと同じでありますが、三

公共の中で、現実的にある話だろうと思います

ので、その辺の研究はしていく必要があるとい

うふうに考えております。

○坂口委員 くどくなりますけど、なぜ最低制

限価格をかけて高い人と契約をすることを法律

が保証しているかということですね。それは納

税者に損を与えない、手抜きもさせないし、あ

るいは寿命をちゃんと持たせるしっかりした品

質を確保するために、安いだけじゃだめですよ

という合理性があるときに、それは裁量で最低

制限価格を決められるだけのことで、なくても

いいんです。そうなったときに、最低制限価格

は、そういったように物すごく緻密に計算され

たものの中で、これとこれはここまでは安くし

ても、競争力を持っていればまともな工事がで

きますよというものが、金額が高くなるごとに

高まっていくわけですから、そういうものが少

ないから。どこかでは85％にいっちゃうわけで

すよ。それを85％にずっとしていったら、この

三角部分を無視したということになって、先ほ

どの単品スライド制度ですね、１％超えた、そ

んなちっぽけな数字じゃないんですよ、ここで

取り上げているものは。だから、単品スライド

だの、あるいは、設計変更で著しい社会的な条

件の変化があったときには変更できますよと、

そんな神経質なことまで決めているのに、ここ

でごっぽりしたものを抜いてしまえば、あんな

もの意味がないということですよ。品質が確保

できないことをやっているということです。だ

から、そこを、今、答弁ができないと言われた

なら、これはぜひ公共三部でしっかり実態に

合った最低制限価格を設定していくというこ

と。なぜ最低制限価格が曲げられるのかという

ことですね、上限が。そこらの説明が果たせる

ようにしていただいて、これは資料じゃなくて

も口頭でまた次にでも答弁していただけばいい

けど。

○飯田環境森林課長 先ほどの坂口委員の、第

一期の指定期間設定の考え方はどうだったのか

ということでございますが、基本的にはおおむ

ね３年から５年を原則としますけれども、各施

設の状況において決定するということでござい

まして、最初でございますので、県も指定管理

者も、基準価格が妥当かどうかとか、必要な部

分については早期に是正する必要があるという
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ことで、基本的には３年と。ただ、企業性が高

くて長期的な経営戦略展開を行うものについて

は５年ということでございます。

○宮原委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

以上をもちまして環境森林部を終了いたしま

す。執行部の皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩をいたします。

午後２時38分休憩

午後２時46分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました報告事項等の説明

を求めます。なお、委員の質疑は、執行部の説

明がすべて終了した後にお願いいたします。

○後藤農政水産部長 農政水産部でございま

す。よろしくお願いいたします。

まずはお礼を申し上げます。委員の皆様に

は、去る５月22日から23日にかけまして県北地

域を、そして、６月３日から４日にかけまして

県南地域を調査を行っていただきました。まこ

とにありがとうございました。

それでは、座って説明をさせていただきま

す。

早速でございますが、お手元の環境農林水産

常任委員会資料を１枚お開きいただきたいと思

います。左側の説明項目をごらんいただきたい

と思います。本日、農政水産部からは、議会提

出報告３件、その他に委員会報告として４つの

項目を予定いたしております。

早速でございますが、まず、議会提出資料に

ついてであります。資料の１ページをごらんい

ただきたいと思います。冒頭まことに恐縮でご

ざいますが、Ⅰのタイトル、平成20年２月とい

うふうになっております。６月に訂正方をお願

いいたしたいと思います。まことに恐縮であり

ます。

まずは、県有車両事故の損害賠償額が決定い

たしましたので、御報告申し上げます。

内容につきましては、ここに記載されている

とおりでございますが、農政水産部といたしま

しては、職員に対しまして、機会あるごとに交

通安全に対する意識の啓発等に努めているとこ

ろでございますが、今後さらに再発防止に向け

まして厳重に注意してまいりたいと思います。

続きまして、２ページをお開きいただきたい

と思います。２ページから10ページにかけまし

て、社団法人農業振興公社を初めとしました県

が出資しております農政水産部所管の３法人の

経営状況を記載いたしております。後ほど内容

につきましては関係課長から御説明させていた

だきます。

次に、資料の11ページをお開きいただきたい

と思います。平成19年度宮崎県繰越明許費繰越

計算書についてであります。これは平成19年度

に議会におきまして御承認いただきました繰越

事業につきまして、繰越額が確定いたしました

ので、御報告を行うものでございます。表の一

番下に記載してございますとおり、農政水産部

全体では18の事業で、繰越額は52億6,210

万1,000円、306カ所となっております。なお、

繰越事業の執行につきましては、関係機関との

連携を図りまして早期完了に努めてまいりま

す。

以上が議会提出報告でございます。

続きまして、資料の12ページをお開きいただ

きたいと思います。委員会報告事項についてで

あります。

まず、１番目が、12ページでございますけれ
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ども、施設園芸代替エネルギーの実証結果につ

きまして、これまで取り組んでまいりました石

油代替エネルギーの導入に向けての実証結果に

ついての御報告でございます。

また、資料の18ページの一ツ瀬川土地改良区

における目的外水利用及び帳簿外処理につい

て、それから、資料の20ページの農業農村整備

事業独自の総合評価方式の試行について、さら

に、資料の24ページの単品スライド条項の運用

について、後ほど関係課長から御説明させてい

ただきます。

なお、お手元にカラー冊子で、第六次宮崎県

農業・農村振興長期計画に係る平成19年度の取

り組みの概要及び宮崎県水産業・漁村振興長期

計画に係る平成19年度の取り組み概要を、別途

提出いたしておりますので、後ほどお目通しい

ただきたいと思います。

最後に、当初予定いたしておりました報告事

項に追加いたしまして、別冊でございますが、

重油・飼料価格高騰対策に係る最近の動きと当

面の取り組みの方向性について、別途配付させ

ていただいております。

最近の農業を取り巻く情勢は、御案内のとお

り、大変厳しいものがございまして、Ａ重油に

つきましては、高騰前の平成16年と比較いたし

ますと２倍以上の価格となっております。ま

た、配合飼料価格につきましても同様に高騰を

続け、今後も見通しが不透明な状況にありま

す。このような中、農政水産部といたしまして

は、この局面に対応しまして、本県農業・水産

業の維持発展と経営の安定を図るため、先日発

足いたしました部内の「原油・配合飼料価格高

騰対策内部連絡会議」を初め、関係機関・団体

とも連携を図りながら、短期的な対策、また中

長期的な対策を講じる必要があると考えており

ます。本日は、特に、当面の対策についての考

え方を後ほど関係課長から御説明させていただ

きます。

私のほうからは以上でございます。

○上杉地域農業推進課長 それでは、社団法人

宮崎県農業振興公社の経営状況について御報告

をいたしたいと思います。

お手元の常任委員会資料のまずは２ページを

お開きください。公社の概要を書いておりま

す。

まず、１の公社の沿革、２の組織につきまし

ては、記載のとおりとなっております。なお、

御案内のとおり、昨年４月には、担い手への総

合支援機能の強化を図るため、財団法人宮崎県

農業後継者育成基金協会と統合し、宮崎県農業

振興公社として出発したところでございます。

次に、３の出資金等につきましては、（１）

出資金6,000万円のうちの2,000万円を県が、残

りを市町村と経済連、信連等の農業団体が出資

しております。また、（２）農地保有合理化事

業を展開するための基金として総額３億3,700

万円の基金を国と県で造成しております。さら

に（３）でございますが、農業担い手確保・育

成基金として、県と市町村、農業団体で造成し

た９億8,150万円の基金を農業後継者育成基金

協会から引き継いでおります。

では、次の３ページをお開きください。事業

についてであります。まず、（１）の農地保有

合理化事業は、規模を縮小する農家等の農用地

等を一たん公社が保有し、規模拡大や農地の集

団化を図る認定農業者等に再配分を行うこと

で、担い手への農地の利用集積を促進するもの

であります。（２）の農業担い手確保・育成事

業は、農業担い手確保・育成基金の運用益と

国、県からの補助事業等を活用して、就農希望
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者への相談活動や先進農家等での研修に対する

支援を行うものであります。（３）の就農支援

資金貸付事業ですが、これは就農計画の認定を

受けた認定就農者に対して、技術の習得に必要

な研修や、農業機械・施設整備に必要な資金を

無利子で貸し付けるものでございます。（４）

の畜産担い手育成総合整備事業ですが、これは

家畜ふん尿処理対策のため、堆肥を還元する草

地飼料畑等の造成整備や、家畜ふん尿処理施

設、畜舎等の施設整備などを行うものでありま

す。次に、（５）の圃場整備事業ですが、これ

は平成20年度からは、県新規事業であります耕

作放棄地の再生整備を行うものでありますみや

ざきフロンティア農地再生事業の事業主体とし

て、耕作放棄地の再生整備や老朽ハウスの撤去

・回収に取り組むとともに、県等から委託を受

けた圃場整備等を行うものであります。

また、参考の（１）長期保有地は、農地保有

合理化事業で買い入れたものの、売り渡し予定

者の事情で５年以上売り渡すことができない公

社保有地の状況でございます。ピーク時の昭

和63年度には56.3ヘクタールございました

が、19年度に１ヘクタール解消した結果、19年

度末では0.9ヘクタールとなっております。次

に（２）の一般正味財産期末残高につきまして

は、公社の経営全般にわたるコスト削減と積極

的な事業展開に取り組んだ結果、平成17年度末

までは単年度黒字を確保してきました。しかし

ながら、依然として退職給付引当金の積み立て

が不足した経営状況にある中で、平成18年度か

ら新たな会計基準、新公益法人会計基準とな

り、退職給付引当金の不足額の積み立てが義務

づけられたこと、また、近年、定年退職者がふ

えていること等から、平成18年度決算からの一

般正味財産増減額はマイナスとなっておりま

す。平成19年度の一般正味財産増減額は前年度

から5,000万円余りのマイナスで、一般正味財

産期末残高は6,400万円余りとなっておりま

す。

では、続きまして、公社の平成19年度の事業

報告と平成20年度の事業計画について御説明い

たしたいと思います。お手元の冊子になってお

ります「平成20年６月定例県議会提出報告書」

をお願いいたします。

123ページでございます。１の事業概要は、

ただいま御説明したものと重複いたしますの

で、省略いたします。

２の事業実績ですが、代表的な（１）農地保

有合理化事業は、事業費５億4,202万円余り

で、売買事業では54.3ヘクタールの農地を買い

入れ、32.9ヘクタールを売り渡しております。

貸借事業では、新規貸し付けが７ヘクタールあ

り、継続分と合わせて37.1ヘクタールの貸し付

けを行っております。以下、（２）の農業担い

手確保・育成事業など各事業の事業実績につき

ましては、記載のとおりとなっているところで

ございます。

次に、124ページをごらんください。３、貸

借対照表の中の（１）総括表でございます。表

の右端の中ほどの資産合計は28億7,724万円余

りで、統合した後継者育成基金協会の基本財産

９億8,214万円余りを、右から２番目の基金事

業特別会計の上から４行目に当たる特定資産と

して受け入れをしております。一方、負債合計

は14億3,391万円余りとなっておりますので、

資産から負債を差し引いた正味財産合計は14

億4,333万円余りとなっております。

次に、125ページをお開きください。一般会

計でございます。一般会計は、特別会計で経理

を行っている農業担い手確保・育成事業の基金
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事業と就農支援資金貸付事業を除いた公社事業

を経理しているものでございます。

Ⅰの資産の部の主なものを説明いたします。

表の中ほどの１、流動資産合計は13億2,140万

円余りで、主な資産は、農地保有合理化事業で

中間保有している用地費でございます。次に、

下から２行目の固定資産合計の増減はマイナ

ス3,829万円余りの減となっておりますが、こ

れは平成19年度末で２名の公社の職員退職者が

あったことから、表の中ほど下の（２）の特定

資産の退職給付引当資産がマイナス3,766万円

減少したことによるものです。以上のことか

ら、一番下の資産合計は17億8,473万円余りと

なってございます。

次に、126ページをお開きください。Ⅱ負債

の部の主なものを説明いたします。１、流動負

債の合計は４億958万円余りで、２、固定負債

は、農地保有合理化事業による農地の売り渡し

が少ない年であったことから、事業借入金の増

減が１億4,089万円余りの増となり、固定負債

合計は９億2,225万円余り、その下の負債合計

は13億3,184万円余りとなっております。

以上のことから、当期の一般会計の収支をあ

らわす下から２番目の正味財産合計の増減

は、5,852万円余りのマイナスとなっておりま

す。

次に、127ページをお開きください。（３）

就農支援資金貸付事業特別会計でございます。

特別会計は、冒頭御説明いたしましたが、昨年

度統合しました後継者育成基金協会の事業であ

ることから、平成19年度のみの掲載となってお

ります。この就農支援貸付事業特別会計の今年

度収支をあらわす下から２番目の正味財産合計

の増減は、56万円余りのプラスとなっておりま

す。

次に、128ページをお開きください。（４）

基金事業特別会計でございます。この基金事業

特別会計の今年度収支をあらわす下から２番目

の正味財産合計の増減は、９億8,987万円余り

の増となっております。このうち９億8,214万

円余りは、冒頭御説明いたしました、統合いた

しました後継者育成基金協会の基本財産を引き

継いだものでございまして、特定資産であるこ

とから、実質的な収支はこれを除いた773万円

余りのプラスとなっております。

続きまして、129ページをお開きください。

４、正味財産増減計算書の中の総括表でござい

ます。正味財産増減計算書とは、貸借対照表に

おける一般会計及び２つの特別会計のそれぞれ

の正味財産の増減につきまして、公社事業活動

に関連する経常増減と退職積立金などの経常外

増減としてまとめた表でございます。１．経常

増減の部の（１）経常収益の経常収益計の右端

の合計は９億6,436万円余りとなっておりま

す。それに対する（２）経常費用の経常費用計

は９億8,732万円余りとなっております。した

がいまして、これを差し引いた当期経常増減額

は2,295万円余りのマイナスとなっておりま

す。この要因につきましては、一般会計におい

て、畜産担い手総合整備事業の繰り越しや農地

整備事業の事業量の減少により1,829万円余り

のマイナスとなったことや、基金事業特別会計

におきまして、長引く低金利により９億8,000

万円余りの農業担い手確保・育成基金の運用益

では事業量が賄えず、523万円余りのマイナス

となったことなどが起因しているものと考えて

おります。

続きまして、２の経常外増減の部の（２）経

常外費用は、積み立て不足の退職金を計画的に

造成する過年度退職給付費用1,195万円余り
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と、平成18年度から新たな公益法人会計に移行

した際の損益修正2,931万円余りで、経常外費

用計は4,127万円余りとなり、その結果、当期

経常外増減額の合計は2,725万円余りのマイナ

スとなっております。

以上のことから、当公社の今年度の収支を示

す当期一般正味財産増減額の合計は5,021万円

余りのマイナスとなっております。

なお、次の130ページから133ページの会計別

の正味財産増減計算書、また134ページ、135ペ

ージの財産目録につきましては、補足資料とな

りますので、説明は省略させていただきます。

続きまして、136ページをごらんください。

平成20年度の事業計画書について御説明いたし

ます。

１の事業概要と２の事業計画につきまして

は、記載のとおりとなっておりますが、平成20

年度から耕作放棄地の再生整備を推進する県単

事業、みやざきフロンティア農地再生事業の事

業主体として活動を実施することとしておりま

す。

次に、137ページの３の収支予算書について

ごらんください。平成20年度の公社の収支につ

いて、（１）総括表で説明いたします。

Ⅰ、事業活動収支の部の１．事業活動収入の

計は17億7,609万円余りで、また、２．事業活

動支出の計は19億4,249万円余りで、この結

果、事業活動収支差額はマイナス１億6,639万

円余りとなります。なお、この差額は、主に農

地保有合理化事業の農地の売買年度がずれるこ

とに起因するものであります。

次に、Ⅱ、投資活動収支の部でございます。

本年は、有価証券で運用しております出資

金6,0 0 0万円と農地保有合理化事業基金３

億3,700万円の計３億9,700万円の買いかえの年

となりますので、１．投資活動収入の①基本財

産取崩収入と２．投資活動支出の①基本財産取

得支出に計上をしているところでございます。

戻りまして、１．投資活動収入の②特定資産

取崩収入の一般会計4,431万円は、退職給付引

当資産の取り崩しによるもので、２．投資活動

支出の②特定資産取得支出で退職給付引当資産

として7,546万円を積み立てているところでご

ざいます。

なお、１．投資活動収入における投資活動収

入計の基金事業特別会計1,200万円は、上段の

基金事業特別会計における事業活動収支差額の

マイナス1,164万円余りを補てんするため、農

業担い手確保・育成基金を取り崩すものであり

ます。

続きまして、２の投資活動支出でございま

す。２．投資活動支出における③リース機械・

施設取得支出は、先ほど御説明いたしましたみ

やざきフロンティア農地再生事業の一環として

他産業から農業に参入する農業生産法人以外の

法人に、農業機械・施設を公社がリースする事

業に要する支出6,000万円となっております。

これらの結果、投資活動収支差額の合計はマイ

ナス7,915万円となっておりますが、これはフ

ロンティア事業における農業生産法人以外の法

人に対するリース事業の返済が翌年度からとな

るためであります。

次に、Ⅲ、財務活動収支の部でございます。

１の財務活動収入は合計で12億9,095万円余り

となり、また、２の財務活動支出の合計は10

億5,339万円余りとなり、その結果、財務活動

収支差額は２億3,756万円となっております。

以上を総合しまして、当期収支差額は、20年

度の収支差額はマイナス1,128万円余りとなり

ます。
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次に、138ページから141ページは、会計別の

収支予算書となっておりますので、説明は省略

させていただきたいと思います。

以上で、宮崎県農業振興公社の経営状況につ

いての報告を終わりといたします。

○桑原水産政策課長 水産政策課でございま

す。財団法人宮崎県内水面振興センターの平

成19年度事業報告並びに平成20年度の事業計画

について御説明いたします。

まず、センターの概要について御説明いたし

ます。常任委員会資料の４ページをお開きくだ

さい。

１の沿革についてでございますが、当センタ

ーは、内水面における漁業及び養殖業の振興、

水産動植物の保護培養等を目的に、平成６年11

月に設立されております。

次に、２の組織につきましては、役員は18名

で、そのうち理事長と専務理事の２名が常勤の

役員となっております。また、常勤職員数は11

名となっております。

３の出捐金等でございますが、基本財

産3,000万円のうち、1,500万円を県が、残りを

市町村、シラスウナギ協議会、内水面漁連、内

水面漁協が出捐しております。

次に、右側の５ページの下の表をごらんくだ

さい。（１）にセンターの主な事業の一つであ

るウナギ種苗の供給実績の推移をお示ししてお

ります。ウナギ種苗供給量は、資源状況等の変

化により採捕量が左右されるため、毎年変動し

ますが、平成19年度は世界的な不漁となったた

め、196キログラムと、センター設立以来３番

目に少ない採捕量となりました。

次に、その下の（２）の表をごらんくださ

い。センターは、設立当初に暴力団等の排除の

ために予想外の警備費が必要となったことなど

により、多額の債務が生じました。そこで、平

成11年度から経営改善に取り組み、事業の効率

化や役職員の削減による経費の節減等を図ると

ともに、宮崎県シラスウナギ協議会にも長期借

入金の一部債権放棄などの協力をいただいてい

るところであります。また、平成16年度から

は、宮崎県公社等改革指針に基づいて経営改善

計画を策定し、健全経営に努めるよう指導して

いるところであります。この結果、正味財産赤

字額は平成19年度末には6,900万円まで削減さ

れたところであります。

それでは、平成20年度６月定例県議会提出報

告書の143ページをお開きください。

まず、平成19年度事業報告についてでありま

す。事業年度は、平成19年４月１日から平成20

年３月31日までであります。内容が重複します

ので、２の事業実績から御説明いたします。

まず、（１）の内水面の増養殖用種苗の採捕

・供給等に関する事業についてでございます。

これは、大淀川及び一ツ瀬川においてウナギ種

苗の採捕を行い、県内養鰻業者へ供給する事業

でございます。平成19年度のセンターのウナギ

種苗採捕量は、先ほども申し上げましたとお

り、196キログラムと、前年度よりも171キログ

ラムほど少なかったのですが、世界的な不漁と

台湾の禁輸措置を背景に、平均価格は、前年度

に比べまして40万1,000円ほど高値のキロ当た

り約66万7,000円で取り引きされたことから、

年度当初見込んでおりました見込み額8,000万

円を上回る１億3,080万7,000円の採捕収入を確

保したところであります。

（２）の内水面における秩序維持対策に関す

る事業につきましては、河川の巡回パトロール

を実施し、河川環境の監視を行うとともに、密

漁情報の収集等を実施したところであります。
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また、ウナギ種苗の採捕量や価格が自然条件や

他県の採捕量に左右される等の不安定な面があ

ることから、センターでは、平成11年度から経

営安定対策積立金を創設し、赤字が生じた場合

でも事業の継続が図られるようにしております

が、本年度も経営安定対策資金の積み増しを

行ったところであります。

（３）の内水面における水産動植物の違法な

採捕及び流通の防止に関する事業でございま

す。センターがウナギ種苗の採捕を行っており

ます大淀川と一ツ瀬川のほか、その周辺河川等

におきまして自主警備を行うとともに、県が行

う巡回取り締まり活動や、警察、海上保安部の

取り締まり活動の補助的業務、さらには144ペ

ージに移りますが、「うなぎ稚魚の取扱いに関

する条例」に基づく書類調査等を実施したとこ

ろであります。

（４）の内水面の水産動植物の保護培養及び

環境保全に関する事業でございます。資源の保

護培養のためのアユ等の放流のほか、河川周辺

の環境保全などを実施したところであります。

続いて、145ページをごらんください。３の

貸借対照表でございます。

まず、Ⅰの資産の部でございます。流動資産

は現金預金の1,601万円余りであります。固定

資産の合計は１億3,956万円余りで、その内訳

としましては、（１）基本財産3,000万円、

（２）特定資産9,636万円余り、（３）その他

の固定資産1,320万円余りとなっております。

以上、資産合計は１億5,558万円余りでござい

ます。

次に、Ⅱの負債の部でございます。まず、県

信用漁連からの短期借入金等から成る流動負債

が２億548万円余り、宮崎県シラスウナギ協議

会からの長期借入金と退職給付引当金から成る

固定負債が1,936万円余り、以上、負債合計と

して２億2,484万円余りとなっております。

次に、Ⅲ、正味財産の部でございます。指定

正味財産は、県からの補助金5,000万円と寄附

金といたしまして基本財産の3,00 0万円の

計8,000万円でございます。なお、県からの補

助金5,000万円のうち4,600万円につきまして

は、平成18年度までに交付された経営安定対策

積立補助金であり、昨年度までは一般正味財産

として計上していたところですが、新公益法人

会計基準の導入に伴い、指定正味財産に振りか

えたものであります。この結果、一般正味財産

につきましてはマイナス１億4,926万円余りと

なっておりまして、うち3,300万円が減価償却

引当資産及び経営安定対策積立金として特定資

産に充当されております。

以上、正味財産合計はマイナス6,926万円余

りとなっており、負債及び正味財産の合計額

は、資産合計と同額の１億5,558万円余りと

なっております。

続きまして、146ページの４の正味財産増減

計画書について御説明いたします。

まず、Ⅰ、一般正味財産増減の部でございま

す。１．経常増減の部でございますが、（１）

経常収益は合計２億3,022万円余りで、その内

訳は、種苗販売事業収益１億3,080万円余り、

県からの受取補助金5,394万円余り、同じく県

からの受託金収益4,472万円余りなどとなって

おります。経常費用といたしましては、ウナギ

種苗採捕事業等の各種事業に係る①事業費、セ

ンターの活動に係るその他の管理経費を示すペ

ージの下のほうの②管理費、次のページ、147

ページになりますが、退職金給付引当のための

③引当金繰入額の、合計１億8,975万円余りと

なっております。この結果、当期経常増減額
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は4,046万円余りとなっております。

続いて、２．経常外増減の部でございます。

シラスウナギ協議会からの債権放棄による経常

外収益200万円と、車両運搬具等除却損７

万9,000円余り及び一般正味財産から指定正味

財産への振替額4,600万円から成る経常外費用

を相殺いたしまして、当期経常外増減額はマイ

ナス4,407万円余りとなっております。

この結果、当期一般正味財産増減額はマイナ

ス361万円余りの赤字となり、一般正味財産期

末残高はマイナス１億4,926万円余りとなりま

した。

Ⅱ、指定正味財産増減の部につきましては、

さきに御説明いたしました一般正味財産からの

振替額4,600万円と県からの当年度の受取補助

金400万円が計上され、当期指定正味財産増減

額は5,000万円の増となり、指定正味財産期末

残高は8,000万円となりました。

一般正味財産期末残高マイナス１億4,926万

円余りと指定正味財産期末残高8,000万円を合

わせまして、正味財産期末残高は6,926万円余

りのマイナスとなっており、前年度から

は4,638万円余りを圧縮できておりますが、現

在も引き続きその経営改善に向けて努力してい

るところであります。

続いて、148ページをお開きください。５の

財産目録につきましては、３の貸借対照表と内

容が重複しますので、説明は省略させていただ

きます。

次に、149ページをお開きください。平成20

年度の事業計画並びに収支予算書について御報

告いたします。

今年度の事業につきましても、養鰻業や内水

面漁業の振興を目的として、２の事業計画に記

載している事業を引き続き実施することにいた

しております。

次に、150ページ、３の収支予算書について

でございます。事業活動収支につきましては、

収入総額を１億7,598万円余りと見込んで事業

を実施していく計画でございます。事業活動収

入の主なものといたしまして、まず、事業収入

として、ウナギ種苗の販売事業収入を8,000万

円と見込んでおります。ウナギ種苗採捕量は資

源の状況に大きく左右され、採捕収入の予想は

非常に難しいわけでございますが、効率的な採

捕を進めつつ、一定の収入を確保し、センター

独自の収入によって採捕事業と振興事業の経費

を賄うことを目標といたしております。

次に、補助金等収入につきましては、内水面

秩序維持のための警備取り締まり、流通調査に

ついての補助金及び委託料として、総額9,363

万円余りを計上いたしております。その他受託

金収入は、シラスウナギ協議会からの放流委託

経費でございます。

事業活動支出といたしましては、業務流通対

策担当職員の給料手当、採捕警備委託料などか

ら成る事業支出としての１億1,995万円余り

と、常勤役員、庶務担当職員の給与等から成る

管理費支出として3,398万円余りを合わせまし

て、151ページの中ほどに記載のとおり、合計

１億5,393万円余りの支出を見込んでおりま

す。これらによる事業活動収支差額は2,205万

円となる見込みであります。

投資活動収支につきましては、退職給付引当

資産取崩収入として71万円を計上し、退職給付

引当資産取得支出として276万円を計上してお

ります。これらによる投資活動収支差額はマイ

ナス205万円となる見込みであります。

財務活動収支の部につきましては、県からの

借入金償還の一部として年度末に１億9,700万
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円を県信用漁連から借り入れることといたして

おります。続いて、その下にあります借入金返

済支出の２億1,700万円につきましては、年度

当初の県信用漁連への返済に充てるものでござ

います。これらによる財務活動収支差額はマイ

ナス2,000万円となり、これが今年度の債務圧

縮額となる予定であります。

予備費支出につきましては、計上されており

ません。以上でございます。よろしくお願いし

ます。

○那須漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課でご

ざいます。財団法人宮崎県水産振興協会の平

成19年度事業報告について御報告いたします。

当協会は、旧財団法人宮崎県栽培漁業協会で

ございまして、平成19年４月に名称を変更いた

しました。

まず、協会の概要について御説明いたしま

す。常任委員会資料の６ページをお開きくださ

い。

１の沿革でありますが、とる漁業からつくり

育てる漁業へ転換を図るために、栽培漁業振興

の基幹施設といたしまして、昭和56年４月に県

営の栽培漁業センターが延岡市熊野江町に設立

されました。その後、漁業者参画のもと、栽培

漁業をより積極的に推進するため、平成４年４

月に第三セクター化され、財団法人宮崎県栽培

漁業協会として発足したものでございます。そ

して、平成18年８月に財団法人宮崎県漁業振興

基金を、また平成19年３月に社団法人宮崎県か

ん水漁業協会の事業の一部を引き継ぐ形で統合

を行い、平成19年４月から財団法人宮崎県水産

振興協会へと改称いたしました。今後は、一層

幅広く本県水産業の振興を担っていくことがで

きるものと期待しております。

次に、２の組織でありますが、役員は、理事

長を含め21名でございます。職員は、常勤の常

務理事１名、理事兼務の事務局長１名を含めま

して10名でございます。

３の出捐金につきましては、財団法人宮崎県

漁業振興基金との合併に伴う同基金からの寄附

金を基本財産として組み入れましたことから、

財団設立時に造成した基本財産２億8,600万円

と合わせ、７億2,930万9,000円となりました。

このうち、県の出捐が１億4,300万円であり、

県の出捐比率が19.6％となりました。これは寄

附金の取り扱いについて、包括外部監査から、

基本財産として積み立てるべき、仮に取り崩し

て事業支出が必要であれば、基本財産の取り崩

しとして処理すべきとの指導を受けまして、平

成19年度第４回協会理事会で返還補助金４

億4,330万9,000円を基本財産に組み入れること

を決定したものでございます。

次に、事業等でございますが、お手数です

が、６月定例県議会提出報告書の153ページを

お開きください。

まず、１の事業概要でありますが、当協会

は、栽培漁業、いわゆるつくり育てる漁業の推

進母体でありまして、種苗の生産、中間育成、

放流の実施、また栽培漁業の技術改良に関する

受託事業及び養殖用種苗の供給、並びに栽培漁

業に関する知識等の教育・啓発指導を実施する

とともに、平成18年度から旧財団法人宮崎県漁

業振興基金の一部事業引き継ぎに伴い、水産関

係団体の組織強化及び漁業の担い手育成に関す

る事業を展開してきました。また、平成19年度

からは、旧社団法人宮崎県かん水漁業協会の一

部事業引き継ぎに伴い、ブリ稚魚の需給調整、

マダイ等の人工種苗の需要動向把握や、良質な

種苗の安定供給等に関する事業を新たに開始い

たしました。
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次に、２の事業実績でありますが、事業は大

きく５つの事業に分かれております。

まず、枠の中の（１）の栽培漁業振興事業で

ありますが、栽培漁業を広く理解してもらうた

めの啓発普及等を行いますとともに、ヒラメや

カサゴ等の放流用種苗の供給を行っておりま

す。アユは生産計画の８割程度の実績にとどま

りましたが、マダイ、ヒラメ、カサゴ、アワビ

につきましては、計画どおりの生産ができまし

た。

次に、（２）の漁業振興総合対策事業は、旧

宮崎県漁業振興基金関連事業の一部引き継ぎに

より実施した事業で、県漁連が事業主体となっ

て行う水産関係団体強化事業、漁業担い手対策

事業について、協会が補助したものでありま

す。

次に、（３）の魚類養殖適正管理指導事業に

つきましては、先ほど話しました平成19年３月

に社団法人宮崎県かん水漁業協会の解散に伴う

一部事業引き継ぎにより開始された事業でござ

います。本事業では、ブリ稚魚の需給調整等を

行っております。

次に、153ページ及び154ページをごらんくだ

さい。（４）の受託事業でございますが、県等

の委託によりまして、栽培漁業推進協議会の運

営のほか、カンパチや海藻の生産技術開発等を

行うものでございます。

（５）の種苗供給事業は、養殖用のマダイ、

シマアジ、ヒラメ、アユ種苗を生産し、供給い

たしました。

次に、平成19年度決算状況を報告いたしま

す。

財団法人宮崎県水産振興協会は、公益法人改

革関連法の改正などに伴い、平成18年度より公

益法人新会計基準を導入し、これにより、従来

の資金の動向から資産の動向把握に重点を置く

会計処理となりました。内容として、一般会計

と種苗供給会計に分けております。新会計基準

によります財務諸表の貸借対照表、正味財産増

減計算書、財産目録を155ページから164ページ

にお示ししております。

平成19年度決算につきまして、財務諸表で重

複するものもありますので、貸借対照表と正味

財産増減計算書で御説明いたします。155ペー

ジをお開きください。

まず、貸借対照表であります。（１）総括表

の一般会計と種苗供給会計の合計欄をごらんく

ださい。

上段の資産の部でありますが、流動資産の合

計は2,263万円余でございます。固定資産は、

基本財産の７億2,930万円余など合計８億1,752

万円余、したがいまして、資産合計は８

億4,016万円余となっております。

次に、中段の負債の部でございますが、流動

負債は740万円余、固定負債は2,632万円余で、

負債の合計は3,373万円となっております。

次に、下段の正味財産の部でございますが、

指定正味財産は、基本財産が７億2,930万円

余、特定資産が5,550万円余の、７億8,480万円

余で、一般正味財産は2,162万円余であるた

め、合計いたしますと、正味財産は８億643万

円余となります。

負債及び正味財産合計は８億4,016万円余と

なり、資産の合計と一致いたします。

続きまして、158ページ及び159ページをごら

んください。正味財産増減計算書であります。

（１）総括表をごらんください。

まず、一般正味財産増減の部の経常増減の部

でありますが、158ページ中ほどに記載されて

おります経常収益は、事業収益、受取補助金等
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を合わせまして計１億8,642万円余、159ページ

中ほどに記載されております経常費用は、事業

費及び管理費を合わせまして１億7,456万円余

であります。このため、当期経常増減額

は1,186万円余の増となっております。

中ほどの経常外増減の部では、経常外収益は

６万3,000円余、経常外費用は5,550万円であ

り、当期経常外増減額は5,543万円余の減と

なっております。

経常外費用でございますが、一般正味財産に

組み入れておりました漁業振興事業引当資

産5,550万円でございますが、これを指定正味

財産に振りかえたため、発生いたしましたもの

でございます。

したがいまして、当期の一般正味財産増減額

は4,3 5 7万円余の減となります。期首残高

が6,519万円余でありましたので、差し引きし

ますと、期末残高は2,162万円余となりまし

た。平成19年度は養殖魚の種苗販売が好調であ

りましたことから、平成18年度に引き続き黒字

決算となっております。

下の指定正味財産増減の部では、指定正味財

産期末残高は、基本財産組み入れの関係で４

億4,330万円余増の７億8,480万円余となり、表

の一番下の正味財産期末残高は※8,643万円余と

なっております。

続きまして、常任委員会資料の８ページにお

戻りいただけますでしょうか。平成20年度事業

計画についてでございますが、基本財産組み入

れの関係で県出捐比率が50％を下回った、先ほ

ど19.6％と言いましたけれども、そのことか

ら、地方自治法第243条の３第２項の規定に基

づく議会報告義務のある出資法人等には該当せ

ず、県議会への報告義務が課せられなくなった

わけでございますが、当協会は、県からの人的

・財政的支援を強く受けていることもございま

して、平成20年度計画につきましては、本会議

資料様式を用いながらこの常任委員会で報告す

ることといたしました。

それでは、御報告させていただきます。８ペ

ージをごらんください。

枠内（１）の栽培漁業振興事業、（２）漁業

振興総合対策事業、（３）魚類養殖適正管理指

導事業、９ページの（４）の受託事業及び

（５）の種苗供給事業につきましては、平成19

年度とほぼ同様の内容になっております。種苗

生産に当たりましては、ウイルス性疾病の発生

に伴う生産コストの増加や生産尾数の減少がな

いよう防疫対策を徹底してまいります。ま

た、17年度から販売課を設置しておりまして、

今後とも養殖業界のニーズを的確に把握し、そ

れに応じた種苗供給を行ってまいります。

失礼しました。先ほど読み上げました159ペ

ージの下から９行目の正味財産期末残高

を8,000万と言いましたが、８億643万でござい

ます。失礼いたしました。

続きまして、常任委員会資料の10ページをご

らんください。最後に収支予算書でございま

す。上の事業活動収支の部でございますが、事

業活動収入の合計は１億6,020万4,000円、事業

活動支出の計は１億6,253万3,000円、事業活動

収支差額はマイナス232万9,000円を見込んでお

ります。これは収入におきまして、平成19年度

事業計画は県補助金等を骨格予算のみで計上し

ていたため、平成20年度計画の補助金等収入は

見かけ上増加しておりますが、養殖用販売収入

は減少が見込まれておりまして、全体的な事業

収入の増加が見込まれない一方で、支出におき

ましては、引き続き経費節減に努めていくもの

※このページ右段に訂正発言あり
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の、今後大きく節減できる要素が少なくなった

ためでございます。特に、中ほどの投資活動収

支の部でございますが、投資活動収入では、特

定資産取崩収入として300万円を見込んでいま

すが、これは漁業振興総合対策事業を実施する

ため、引当金から取り崩すものでございます。

したがいまして、表の下にお示ししております

ように、前期繰越収支差額は135万円と見込ん

でおり、次期繰越収支差額は57万1,000円増

の192万1,000円の黒字を見込んでおります。

今後とも、当協会の経営の安定を図り、本県

の水産資源の積極的な培養を推進するため、防

疫対策の徹底とさらなる経費の節減に努めます

とともに、養殖業界のニーズにこたえ、当協会

の経営安定に資するため、有望な魚種の種苗量

産化の実用化に取り組むこととしております。

以上でございます。

○串間農産園芸課長 それでは、委員会資料

の12ページをお開きください。施設園芸代替エ

ネルギーの実証結果について報告いたします。

まず、Ａ重油の県内の価格動向についてであ

りますが、平成16年以降上昇を続け、本年５月

現在で１リットル当たり94円と、前年同時期の

５月と比べ132％で、さらに、平成16年同時期

と比較しますと214％と高騰を続けており、本

県の施設園芸におきましては大きな影響を及ぼ

しております。

次に、県のこれまでの施設園芸代替エネルギ

ー実証の取り組み経緯につきましては、平成18

年８月に、宮崎県農業用新エネルギー検討に関

する連絡会議を設置いたしまして、その中で施

設園芸における暖房用エネルギーについて実用

化に向けた検討を実施してまいりました。18年

度におきましては、天然ガス、木質ペレットな

ど３種類のエネルギーを検討し、天然ガスにつ

きましてはピーマンで試験を実施いたしまし

て、イニシアルコスト、ランニングコストとも

高く、導入は現実的ではないとの結果を得てお

ります。また、木質ペレットにつきましては、

加温機自体が開発途中でありましたが、加温能

力が重油加温機と同等である等の結果を得まし

て、19年度につきましても試験を継続すること

といたしました。

それでは、３番の、19年度に取り組みました

代替エネルギーの実証試験結果の概要を説明い

たします。

19年度は２種類のエネルギーを検討いたしま

した。１つは木質ペレット加温機、もう一つは

電気で駆動するヒートポンプと重油加温機を組

み合わせた暖房システムである、いわゆるハイ

ブリッドシステムであります。

木質ペレット加温機は、昨年の11月に国富町

のピーマンハウスに設置いたしまして、18℃の

管理温度で試験をしております。設置機械は、

右ページの上の写真にあるとおり、飼料用バラ

タンク、燃料搬送機、加温機の構成となってお

りまして、高い温度管理の必要なピーマンで実

施をしたものであります。

ヒートポンプにつきましては、12ページの下

の表ですが、いわゆるエアコンの仕組みを利用

した機械で、直接熱を発するヒーター等に比べ

てエネルギー効率が高い省エネルギー設備とし

て注目を受けております。今回、宮崎市のマン

ゴーと西都市のカラーピーマンで、11月に機械

を設置いたしまして試験を実施しております。

ヒートポンプは10アール当たり２台設置いたし

まして、重油加温機と併用して稼働させる、い

わゆるハイブリッド方式を採用しております。

管理温度は、マンゴーで時期により10℃から26

℃に変えて管理いたしまして、カラーピーマン
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につきましては18℃で管理いたしました。

13ページでございます。まず、木質ペレット

加温機の実証結果についてであります。①です

が、まず、１点目は、加温能力については、温

度データ等からほぼ同等と評価しております。

②の生育・収量の状況についてでありますが、

重油加温機栽培とほぼ同程度であるという評価

を得ております。３点目の経費につきまして

は、中段の表をごらんください。11月から４月

の暖房期間中に、木質ペレット加温機は1,000

平米当たり木質ペレット26.4トン、灯油1.32キ

ロリットルを使用しまして、重油加温機では、

重油13.2キロリットル使用しました。その結

果、木質ペレット加温機では84万5,000円、重

油加温機では112万2,000円の燃料コストとなり

まして、削減額が27万7,000円、燃料コストは

木質ペレット加温機が少なく、25％の削減率と

なりました。なお、設備導入コストは、下にあ

りますように、バラタンク等の関連設備を含め

合計で約390万円で、重油加温機の約３倍と

なっております。

次に、14ページでございます。ヒートポンプ

を利用したハイブリッドシステムの実証結果に

ついてであります。ハイブリッドシステム

は、14ページ上段の写真のとおり、室内機と室

外機のセットで構成されております。10アール

に２セット、２台設置いたしまして、重油加温

機とあわせて加温しております。

まず、①の加温能力ですが、カラーピーマ

ン、マンゴーのいずれもほぼ同等程度との評価

を得ております。２番目に生育・収量につきま

しても、ほぼ同等との評価を得ております。ま

た、ヒートポンプの特性の一つであります除湿

運転によります品質向上効果につきましては、

マンゴーでは炭疽病などの病害発生の抑制、カ

ラーピーマンでは特有のひび割れ果発生の抑

制、この効果についてただいま現在調査を継続

中であります。

次に、経費の調査結果であります。燃料に要

する経費は、カラーピーマン、マンゴーともハ

イブリットシステムのほうが少なく、28％か

ら35％の削減結果となりました。結果は下段の

表のとおりでございます。カラーピーマンで

は、燃料コストは、ハイブリットシステムで73

万4,000円、重油加温機では112万2,000円で差

額が38万8,000円、削減率が35％となっており

ます。同様にマンゴーでは、燃料コストはハイ

ブリットシステムで105万5,000円、重油加温機

で146万2,000円、差額が40万7,000円で、コス

トの削減率が28％となっております。設備導入

に要する経費は次の15ページをごらんくださ

い。ヒートポンプは1,000平米当たり２台設置

で配線工事等まで含めて約350万円を要してお

ります。既存の重油加温機に追加して設置する

必要がございます。

最後に、４番目の実証結果の総括でありま

す。

まず、木質ペレット加温機についてでありま

す。今回の実証を通して、メリットとしては、

木質バイオマスは、カーボンニュートラルとい

うことで、炭酸ガス排出の削減効果が大きい点

が挙げられます。次に、下段の導入経費の比較

をごらんください。加温機の償却期間を８年間

とした償却額とあわせて試算した結果です。木

質ペレット加温機で燃料経費と加温機の償却額

の合計133万4,000円に対しまして、重油加温機

が同じく合計128万3,000円となり、木質ペレッ

トの負担が５万1,000円多くなる結果となり、

このときの重油価格85円でほぼ同等程度の経費

を要しまして、重油価格がさらに上昇いたしま
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すとコストメリットが発生し、上昇するほどメ

リットが大きくなるというような結果でござい

ます。

次に、デメリットとしましては、県内の木質

ペレットの生産・供給体制が未確立な点でござ

います。県内では、木質ペレットの製造拠点と

して、門川町のフォレストエナジー門川の建設

が進められておりまして、年間１万数千トンの

製造を予定されておりますが、企業用火力発電

向けと伺っておりまして、現時点では農業への

安定的な供給体制は整っておらないという状況

でございます。

16ページをごらんください。同様にハイブ

リットシステムについてでございます。

まず、メリットとしましては、炭酸ガスの排

出抑制効果が期待できます。次に、下段の導入

経費の比較をごらんください。ランニングコス

トと導入に要する経費を、同様に加温機の償却

期間を８年とした償却額とあわせて試算した結

果でございます。カラーピーマンでは、ハイブ

リッドシステムで燃料経費と加温機償却額の合

計133万1,000円に対しまして、重油加温機が同

じく合計128万3,000円となり、ハイブリッドシ

ステムの負担が４万8,000円大きくなる結果と

なり、重油85円でまずほぼ同等の経費を要する

と。重油価格がさらに上昇しますとコストメ

リットが大きくなるということでございます。

同じくマンゴーでは、コスト差額が２万9,000

円とほぼ同じ傾向となっております。次に、除

湿機能による収量・品質向上効果が期待できる

ということでございます。また、ハイブリッド

システムについては、ヒートポンプの追加設置

ということで、既存の重油加温機の活用が可能

でございます。

一方、デメリットについてですが、新たな設

備投資が必要なこと、また、原油価格高騰の影

響により、今後電気料金の値上げが懸念される

点でございます。

以上、施設園芸代替エネルギーの実証結果に

ついての御報告でございますが、参考としまし

て、17ページに、木質ペレット、ヒートポンプ

導入可能な事業として国庫事業と県単事業を掲

載しております。

説明は以上でございます。

○原川農村計画課長 常任委員会資料18ページ

をお開きください。一ツ瀬川土地改良区におけ

る目的外水利用及び帳簿外処理についてでござ

います。

まず、１の問題点でございますが、詳細の説

明については省略しますが、目的外水利用につ

きましては、土地改良法及び河川法、帳簿外処

理につきましては、土地改良法に違反している

ということでございます。

次の２の目的外水利用について御説明いたし

ます。

１）の概要でございますが、農業関係の利

用111件、農業関係以外の利用36件、計147件を

確認しております。

２）のこれまでの経緯でございますが、農政

局の水利用実態調査後、２月15日に農政局から

県の河川課へ報告がなされております。その

後、３月11日に県の河川課から農政局に対し、

是正計画書を５月30日までに提出する旨の是正

指示の文書が発出されております。この是正指

示を受けまして、農政局は同日、土地改良区に

対しまして、土地改良法令等の遵守と是正方針

の提出を指示しまして、４月10日に土地改良区

から農政局へ是正方針及び関係市町などから是

正完了までの間の水使用の要望が提出されてお

ります。その後、農政局、県農政水産部、関係
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市町を中心に是正計画の検討を行いまして、５

月19日にこれらの関係市町で構成する一ツ瀬川

用水対策検討委員会で是正計画が確認されたと

いうことで、農政局から５月29日に県の河川課

へ是正計画書が提出されたところでございま

す。

次に、19ページをごらんください。是正計画

の内容でございますが、（１）の是正措置につ

きましては、147件のうち31件は使用を中止す

ることとしております。また、それ以外につき

ましては、かんがい用水の減量で水源を確保し

まして、関係市町が協議会が設立して新たな水

利権を取得することとし、さらに土地改良法に

基づく多目的使用のための所要の手続を行うこ

ととしております。

さらに、是正計画書には、（２）の是正完了

までの経過措置として、水使用状況の適切な管

理に努めることや、（３）の再発防止のための

土地改良区の管理体制の強化が盛り込まれてお

ります。

４）の今後の対応でございますが、是正計画

に基づきまして、平成20年度末までに是正が完

了するよう関係機関と協議調整を行ってまいる

予定でございます。

また、土地改良法令等を遵守し、適切な施設

管理を行うよう、今後とも指導していくことと

しております。

次に、３の帳簿外処理についてでございま

す。特に、２）のこれまでの経緯についてでご

ざいますが、１月31日に土地改良区に対しまし

て、土地改良区の適正な運営を確保する旨の指

導を行っております。この指導に基づきまし

て、土地改良区は２月21日に臨時総代会を開催

しまして、特別委員会を設置し、公認会計士を

含めた外部監査を実施することを議決しており

ます。この特別委員会につきましては、２月26

日に第１回目が開催された後、20数回開催され

ております。また、３月31日の通常総代会にお

きましては、20年度予算について議決がなされ

ておりますが、６月13日に臨時総代会が開催さ

れまして、特別委員会の中間報告がなされる、

あわせて不適切な支出約1,400万円の返還を特

別委員会が理事会に求めたところでございま

す。

次に、４の県による特別検査の実施でござい

ます。県におきましては、４月に土地改良法に

基づく検査を実施し、土地改良法に違反した目

的外水利用、帳簿外処理の事実を確認したとこ

ろでございます。この検査結果に基づきまし

て、６月20日付で目的外水利用については、先

ほど説明しました是正計画書の実現に努めるこ

と、また、帳簿外処理につきましては、帳簿外

処理に係る収支予算について総代会の議決を経

ることなどを、土地改良区に文書で通知し、指

導したところでございます。

続きまして、20ページ、21ページでございま

す。本年度実施することとしております農業農

村整備独自の総合評価の試行について御説明い

たします。

まずは、21ページの参考資料でございます

が、総合評価落札方式の試行についてをごらん

ください。この参考につきましては、詳細な説

明は割愛させていただきますが、２番、落札者

の決定方法以下を御説明いたします。

まず、２の（１）得点の算出についてでござ

いますが、特別簡易型につきましては、加算点

満点を10点に設定しており、入札参加者から提

出された資料を審査・評価し、得点を算出いた

します。

次に、（２）の評価値の算出についてでござ
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いますが、入札参加資格を満足する企業に与え

る基礎点を100点といたしまして、これに

（１）で算出した得点を加え、技術評価点を算

出いたします。この技術評価点を入札額で割っ

た値が評価値となります。

次ページの22ページをお開きください。

（３）の落札者の決定についてでございます

が、入札価格が予定価格及び最低制限価格の範

囲内にあるもののうち、評価値の最も高い者が

落札者となります。下のグラフをごらんくださ

い。グラフの下の米印に、Ｃの入札額が最も小

さいが、評価値、これはグラフで言えば傾きで

ございますが、Ｂのほうが大きいため、Ｂが落

札者となるというふうにありますように、決定

の根拠となる評価値はそのグラフの傾きであら

わされることとなります。

３番に算出例の表を載せております。特別簡

易型の加算点の満点が10点の場合の落札者決定

の算出例を掲載しております。この表は、Ａ、

Ｂ、Ｃの三者が入札に参加したと仮定したもの

でございます。まず、各社から出された資料を

もとに評価を行いまして得点を算出し、その合

計が①の欄になります。次に、この①に基礎点

の100点を加えまして、２の技術評価点を算出

いたします。４の欄が評価値でございまして、

②の評価点を３の入札額で割った値となりま

す。総合評価落札方式では、評価値が最も高い

者を落札者とするため、このケースではＢ社が

落札者ということになります。

次に、４番の評価項目の対比についてでござ

いますが、これは県土整備部の評価項目につい

て、左の欄に19年度、右の欄に20年度、見直し

後のを掲載しております。ごらんのとおり、ま

ず、評価の視点を平成20年度より、企業の技術

力、企業の地域社会貢献度、配置技術者の能力

の３区分に変更されております。また、企業の

地域社会貢献度につきましては、道路パトロー

ル等の実績や、新規学卒者の雇用状況等が新た

に追加されたところでございます。これが県土

整備部の特別簡易型の評価項目でございます。

20ページにお戻りください。農業農村整備事

業独自の総合評価の試行についてでございま

す。

まず、１の独自の総合評価を試行する理由で

ございますが、農業農村整備事業につきまして

は、事業費に対し一部農家負担が伴うと。ま

た、事業が完了した後は、土地改良区など地元

みずからがその造成施設を管理することになる

というふうな特性を踏まえまして、独自の評価

項目などの設定を行うこととしたものでござい

ます。

次に、２の独自の総合評価の内容についてで

ございますが、今回は、県土整備部の特別簡易

型に対しまして以下の２点を変更いたしており

ます。まず１点目は、企業の地域貢献度のウエ

ートを30点から40点に拡大しております。２点

目は、企業の地域社会貢献度の評価項目である

ボランティア等の地域貢献の実績と、道路パト

ロール等の実績の、２つの項目につきまして、

農業農村整備独自の内容に変更したところでご

ざいます。

下の表をごらんください。県土整備部と農業

農村整備事業の特別簡易型の相違点を掲載して

おります。変更した箇所を網かけで表示してお

ります。中ほどにありますように、ボランティ

ア等の地域貢献の実績を農村地域防災活動等の

実績に変えております。これは農家や土地改良

区に対する台風時、台風後の災害活動への支

援、または渇水時の用水確保に対する支援、こ

ういうのを行う活動を想定しております。次
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に、道路パトロール等の実績のところは、水路

やため池の清掃等に対する支援を行う農地農業

用水等の資源保全活動の実績、また、地域がみ

ずから簡易な工事を行う場合に指導・支援を行

う住民参加型直営施工への支援活動の実績等に

変更を行っております。

最後に、３の対象工事でございますが、今年

度実施する工事で予定価格が2,000万から8,000

万の特別簡易型としているところでございま

す。

以上で、農業農村整備独自の総合評価の試行

について説明を終わらせていただきます。

続きまして、資料の24ページをお開きくださ

い。単品スライド条項の運用についてでござい

ます。この条項の当面の運用ルールを定めて、

本日６月25日に発動することとしたものでござ

います。この条項の発動につきましては、公共

三部で同様の取り組みを行うこととしておりま

して、環境森林部のほうからも報告があったと

思いますので、詳細な説明については割愛させ

ていただきます。

以上、農村計画課からの説明を終わらせてい

ただきます。

○宮原委員長 ここで、委員の皆様にお諮りい

たします。本日の日程は午後４時までとなって

おりましたが、このまま継続してよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、引き続き審議を行い

ます。

○岡崎部参事兼農政企画課長 それでは、私の

ほうから、重油・配合飼料価格高騰対策に係る

最近の動きと当面の取り組みの方向性につい

て、お配りしております別冊の委員会資料で御

説明いたします。

１ページをお開きください。

１の生産現場における特徴的な影響把握及び

経営動向等についてであります。まず、全般的

には、耕種部門ではハウス鋼材等の営農資材も

値上がりしておりまして、化学肥料についても

原料のリン、カリウムの高騰から、７月に

は1.5から２倍に値上げされると聞いておりま

す。畜産部門では、配合飼料価格高騰に加え、

肉用子牛や枝肉価格が最近低下傾向にあり、水

産部門でも、県漁連を初め、全国的に一時休漁

等の動きが出ております。さらに、こうした状

況を背景に、ハウスなどの施設整備の投資意欲

や、零細、高齢者等を中心に経営継続への意欲

減退等が現場から聞かれるようになっておりま

す。

次に、各部門ごとの影響試算についてであり

ます。

まず、耕種部門では、暖房用重油使用量の多

いキュウリ、ピーマン、マンゴーなど主要５品

目の重油使用量が10万キロリットルで、重油単

価増がリッター40円の倍、コスト増分だけで40

億円となりまして、平成13年の産出額407億円

の約１割に相当いたします。畜産では、本県で

の全家畜の年間の配合飼料給与量が180万トン

で、農家実質負担増１万円で試算いたします

と、飼料コスト増分が180億円となり、同じく

平成18年産出額1,843億円の１割に匹敵いたし

ます。水産では、漁船の重油使用量が5.6万キ

ロリットルで、単価増がリッター45円の倍、25

億円で、平成18年産出額360億円の0.7割に相当

するものであります。

次に、２の県における当面の取り組みの方向

性等についてであります。

全般的には各部門ごとに関係団体等と一体に

なって対策会議等を設置し、現場の状況把握や
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影響調査を初め、各種検討などを進めておりま

して、さらに農政水産部では、本庁各課と出先

機関等から成る連絡会議を設置し、緊急対策等

に関する総合的な検討等を行っております。

また、運転資金等の需要額増に伴い、現行の

農業災害緊急支援資金の中で、当初予算で1.5

億円を設定しておりましたけれども、さらなる

需要増に対応し、融資枠３億円全体で原油・飼

料高騰対策へ対応することといたしておりま

す。

さらには、国への要望活動や知事会等への働

きかけを行うとともに、本県農業の抜本的な構

造改革や物流対策等のあり方等について、部内

でプロジェクトを編成し、分野横断的かつ長期

的な視点での対応策等を検討してまいりたいと

考えております。

次に、耕種部門では、現在までに国の緊急対

策等の措置がないため、本年の秋冬作の施設園

芸への影響緩和を図り、ピーマンを初めとする

品目の生産維持を図るため、今般、緊急対策を

実施することといたしました。詳細はこの後、

農産園芸課長より説明いたします。

なお、畜産部門では、６月になって畜酪緊急

対策として全国枠で738億円の追加支援が打ち

出され、畜舎等整備のための既存事業や自給飼

料の生産向上等とあわせて、重点的に取り組む

ことといたしております。参考として５ページ

に国の対策の概要を記載しておりますので、後

ほどごらんいただきたいと思います。

また、水産部門では、全国枠で102億円の国

の水産業燃油高騰緊急対策基金に係るカツオ・

マグロのグループ操業支援や、沿岸漁業への輪

番休業への支援等について、現在国への申請手

続を進めておりまして、各事業の早期実施とと

もに、さらなる国への追加要望等を実施してい

くことといたしております。同じく、参考まで

に６ページに国の基金対策事業の概要を記載し

ております。

私からの説明は以上でございます。

○串間農産園芸課長 それでは、今の資料の２

ページをお開きください。

まず、重油価格高騰緊急対策（施設園芸分）

について説明いたします。

緊急対策の背景についてですが、重油価格の

動きにつきましては、先ほど説明したとおりで

ありますので、省略いたします。

次に、重油価格高騰の経営への影響ですが、

促成ピーマンの40アールの経営規模で試算した

結果を中段の表に示しております。重油高騰前

の平成16年をベースとした経営試算を基準とし

まして、重油価格のみを施設栽培末期のことし

５月の単価を用いた試算と比較いたしました。

その結果、表の右側、増減率のところにありま

すように、高騰前の16年対比で経営費は24％ふ

え、農業所得は約６割減少するという試算結果

となっております。ことしのピーマン価格は、

５月までの平均価格は400円を超え、この試算

より好調であったものの、各産地における生産

者におかれましては、今後の作付に当たって不

安を抱いている状況にございます。

このような中、対策の支援時期につきまして

は一番下段の図をごらんください。現在、例え

ばピーマン栽培ではちょうど栽培を終え、後片

づけが始まり、これからことしの作付に向けて

種子などの注文を行い、生産者の意向が固まる

大事な時期であります。この時期がまさに対策

の重要な支援時期でありまして、今回緊急に対

策を講じたいと考えている背景でございます。

対策の概要について説明いたします。右のペ

ージをごらんください。



- 64 -

１点目の事業目的は、20％という高い省エネ

ルギー効果が期待される内張２層カーテンの重

点的な普及拡大に置いております。内張２層カ

ーテンは、資料の次のページをごらんくださ

い。上の図と下の写真のとおり、本県の標準ハ

ウスでは外張フィルムと内張の二重被覆となっ

ておりますが、この間にもう一重、もう一層カ

ーテンを追加しまして内張を２層にいたしま

す。このことで高いエネルギー効果が得られま

す。

戻っていただきまして、３ページの中段、下

にあります参考表、主な省エネ設備の効果をご

らんください。例えば循環扇等が10％以下であ

るのに対しまして、内張２層カーテンの省エネ

効果が高いことが御理解いただけるかと思いま

す。

一方、表の右の欄をごらんください。内張２

層カーテンの導入率は５％程度と、ほかの設備

に比べてまだまだ低い状況にございます。この

ことから、今回の緊急対策は、省エネ効果が高

く、普及率の低い内張２層カーテンに焦点を当

てて重点的な普及推進を考えております。

上の（２）の緊急対策のポイントとして丸を

４つほど掲げております。この２つ目の丸に省

エネ設備分の予算枠の確保・拡充を記載してお

りますが、これにつきましては、資料の下段の

３の財源をごらんください。いずれも農産園芸

課所管事業ですが、元気みやざき園芸産地確立

事業、この当初予算額１億9,300万円余りの中

で3,900万円を確保しております。また、その

下の新規事業の新みやざき園芸産地再生事業の

当初予算額2,000万円の中から1,500万円を緊急

対策分として活用させていただき、合計5,400

万円を今回の緊急対策として充てさせていただ

きたいと考えております。

上に戻りまして、（２）の３つ目の丸に、市

町村の協力を得た農家負担の軽減を掲げており

ます。県補助率３分の１に市町村６分の１負担

による協力を得ながら、末端補助率を２分の１

にして、設備導入の負担軽減を図りたいと考え

ております。

最後に、（３）の事業内容でありますが、既

に説明した分を除きますが、①の事業年次は平

成20年度、事業費につきましては１億6,200万

円、事業主体につきましては、ＪＡや営農集団

などの事業主体を想定しております。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○宮原委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項（損害賠償、公社等の経営状況、繰越

明許）についての質疑を受けます。質疑はあり

ませんか。

○蓬原委員 損害賠償額についてであります。

大体毎回議会にこの損害賠償額というのは出ま

す。車の数も多くていろいろ事故もあるんだろ

うなとは思いますが、今回は賠償額が、普通

は10万だったり20万だったり、ちょっとけたが

大きいようですが、どういう事故だったのか、

もう少し詳しく教えてください。

○岡崎農政企画課長 お答えします。

これにつきましては、19年の11月に、宮崎市

の大橋の下の堤防横の市道で起きたものでござ

います。県の職員の運転します公用車が、市道

上の左折予定のＴ字の交差点を行き過ぎたため

に、一たん停車して後進、要するにもとに戻ろ

うと思ってバックしたときに、このところにお

いて、公用車の後ろを横切ろうとしていた相手

方の自転車の右側と接触して、相手方を転倒さ

せたというものでございます。自転車と公用車

の後ろの部分がぶつかったということでござい
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ます。主たる原因は、公用車の運転手が後進す

るに当たって後方の十分な安全確認を怠ったこ

とによるということでございまして、治療費93

万円余、慰謝料62万円余、休業損害37万余、交

通費等その他約12万円ということで220万とい

うことになったものでございます。

○野辺委員 農業振興公社の長期保有地が0.9

ヘクタールというのは大変いいことだと思いま

すが、売買事業の20年度末の保有量が178.6ヘ

クタール、売り渡しが34.7ヘクタールというこ

とになっていますが、こういう大変厳しい状況

下にありますので、買い入れと売り渡しの20年

度の130件の70ヘクタール、この辺は今どうい

う動向にあるんですか。ここ２～３年の動向。

買い入れと売り渡しの動向はどうなっているん

でしょうか。

○上杉地域農業推進課長 最近の動向はほぼ横

ばいで推移をしております。

○野辺委員 買い入れが多くて売り渡しのほう

が減っていくという傾向にはないんですか。そ

ういう心配はないんですか。

○上杉地域農業推進課長 最近の傾向は、買い

入れてから売り渡すまでの期間が長くなる傾向

になっております。

○野辺委員 ということは、土地を買ってくだ

さいというのは多くなって、農家の皆さんが買

い入れを控えていくという傾向だと思うんで

す。いろんな状況が厳しいから。今後売り渡し

のほうをどう推進されていきますか。

○上杉地域農業推進課長 売買のほうは、なか

なか売れないという状況がございますので、公

社経営のこれからを考えるに当たって、貸借の

ほうで実績を伸ばしていくということを考えて

おります。

○野辺委員 貸借事業でと言われたですか。

○上杉地域農業推進課長 はい。

○野辺委員 考え方としては、貸借事業のほう

を伸ばしていくということになるんですね。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

○坂口委員 内水面振興センターですね、資料

の５ページです。水産動植物の保護培養に関す

る事業で放流事業をやっておられるんですけ

ど、今年度が800万、昨年700万。大淀と一ツ瀬

にアユとかウナギの放流をやっておられるんで

すね。これらは実際資源の増加というか増大に

つながっているんですか。毎年問題になるんで

すけど、あそこは水の濁りの問題とかそういう

ものを一生懸命やっているさなかなんです。こ

んななかなか厳しい経営の中で県費を出しなが

らようやく維持されている中で、安易にただ放

り込んで、実績を上げました、何百尾、何万尾

稚魚を放流しましたというようなことで、その

稚魚の追跡調査というのをやっておられるの

か。一方では学術的生態調査にも努めたと言っ

ておられるけど、ここらはどういう成果が上

がっているんですか。これに取り組まれて随分

長いことになるんですけど、一体大淀川なり一

ツ瀬川なりが水産動植物に対してどういう状況

にあるのかとか、我々が今まで放流してきた稚

魚が河川の資源の維持にどう貢献してきたとい

うようなことまで期待できるというか、生態調

査となっているけど、そういうことをやってお

られるんですか。単に稚魚を放流したよという

ことだけのことで単年度で終わっていく事業な

んですか。

○桑原水産政策課長 まず、学術的生態調査の

ほうでございますけれども、過去のとれたトレ

ンドでありますとか、どのような時期、どのよ

うな海況、どんな気象のときにとれたかといっ

たような情報を整理いたしまして、それを取り
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まとめる作業でありますとか、ウナギの生態に

関して一般の方に知っていただきたいというこ

とで、例えばパネルの展示等をやっているとい

うのが内容でございます。

それと、放流の結果でございますけれども、

放流の結果というか、フォローアップといいま

すか、そちらのほうでございますけれども、こ

ちらは十分にやっていないと思いますので、

今、委員がおっしゃられたようなことも含め

て、どのようなことができるのか、センターの

ほうにも指導していきたいというふうに思いま

す。

○坂口委員 これは無駄遣いだと思うんです。

パネルを展示したからと学術的生態調査なんて

銘打つこと自体が甚だおこがましくて。そし

て、稚魚を放流したら、それが死んでいったの

か、それとも生き残ったのかぐらいは把握しな

けりゃ、次の年の予算はどうやって決めていく

んですか。これは効果があるからやっていくん

でしょう。効果があるかないかの判断もしない

ままに、こんなことで予算を出しておきなが

ら、一方では県費をつぎ込んでいってやるなん

ていうのは、もうそんな時代じゃないですよ。

今までこういう指導はしてきてなかったんです

か。

○桑原水産政策課長 効果については十分に調

査していない部分があったと思いますので、今

の御趣旨も踏まえましてセンターのほうに指導

したいというふうに思っております。

○坂口委員 内水面振興センターはそこらが一

番大切な仕事だと思うんです。財団法人です

か、やっていくといったら、もうちょっと公的

な役割を果たさないと、ただあそこでシラスウ

ナギとるだけじゃだめだと思うんです。シラス

ウナギ協議会というのがかなり出捐しているん

ですけど、出資しているんですけど、むしろこ

れあたりが果たすべき役割というのは、例えば

去年、食品の偽装問題で産地偽装がありました

ね。これに対してもしっかりしたブランドをつ

くっていくんだと、宮崎ウナギの産地証明なん

かも出していくんだと言ったけど、これの取り

組みはどんなぐあいになっているんですか。

○那須漁港漁場整備課長 昨年３月にウナギの

安全安心推進委員会というのを立ち上げまし

て、その提言を受けて、現在、安全・安心に対

する取り組みをシラスウナギ協議会を中心に取

り組まれているところでございます。その中で

提言の中身といたしましては、安全・安心の確

立の記録というので、一般的にＧＡＰと言われ

ておるものの取り組み、またそれを正確に伝え

ていくということで今指導を行っております。

○坂口委員 やれますか、ＧＡＰなんか。今

言ったようなことでさえできないんですよ。Ｇ

ＡＰなんて取り組めますか。

○那須漁港漁場整備課長 去年の信頼を失墜し

た業者というのは、数が限られてほんの１業者

が２業者、それも流通業者でございました。養

鰻業者というのは関係していなかったんですけ

れども―一部はかんでおりましたけれども、

そこにつきましては、今、全国の組織でござい

ます全鰻連とか日鰻連も安全・安心への取り組

みで、みんなが取り組めるＧＡＰと。それは確

かに厳しいものかもしれませんけれども、そう

いったものをまず示していきながら履歴といっ

たのをきっちりしていく。現在、佐土原養鰻と

かいったところの出荷につきましても、ＧＡＰ

のチェック票をきっちり出して、この前新聞に

も載っておりましたけれども、そのような出荷

をして取り組みを始めておるというふうに聞い

ております。
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○坂口委員 二度と信頼を失わないという自信

がありますか。本当にやれるんですか、そうい

うことを、任せていて。

○那須漁港漁場整備課長 それを抜きにしては

宮崎ウナギの信頼は取り戻せないと思いますの

で、しっかり指導してまいりたいと思っており

ます。

○坂口委員 しっかり指導してやるというこ

と、やらなきゃ、当然それは対県民あるいは対

消費者に約束しているんですから、宮崎ウナギ

は今度変わるよということ。ただ、それを任せ

ていてやれるんですかというんです。指導する

と言うけど、どういう指導をやるんですか。指

導をやった結果、責任を持てるんですか。責任

持ってやるんですか。宮崎ウナギは本当にそう

いうものがぴしゃっと証明できますよというの

を立ち上げ切れるんですかと言っているんで

す。取り組ませようとしているのはわかるんで

す。取り組もうとしているのもわかるんです。

今のように内水面振興センターという財団法人

でさえ、入れたウナギがどこに行ってどんなに

なっているかさえやり切れないんですよ。生態

系調査もやると言いながら。そんな中で安全の

確保が本当にできるんですか。全鰻連というけ

ど、一色のウナギなんてどうだったですか。今

後浜名湖ウナギはどうなっていくですか。そう

いうものを見据えたときに、本当にみやざきブ

ランドができますか、あるいは産地証明ができ

たりやれますか、今のままで進むんですかとい

うことを言っているんです。これは長引くから

後でやります。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

○黒木副委員長 一色のウナギですか、きょう

の昼、ニュースで流れていたんですけれども、

昨年の宮崎の産地偽装問題があって一気に店か

ら輸入物がなくなったですね。ですから、消費

者としてはますます信用がなくなっていると思

うんです。宮崎独自のトレーサビリティーがで

きるかなと思っていたんですけど、なかなかで

きないし、土用を来月に控えて、消費者の立場

としてはどれを買っていいのか。ですから、早

目に示してもらわないと、真面目な生産者がば

かを見るようなことになるんじゃないかと非常

に心配するんです。宮崎独自のトレーサビリ

ティーをつくるようなことが新聞に前に載って

いましたけれども、現時点で何が問題なんで

しょうか、すぐできないという面では。

○那須漁港漁場整備課長 今、副委員長からも

御質問ございましたけれども、トレーサビリ

ティーの確立といいますか、そういったことで

いった場合、現在のところ、県内で統一した方

法で養殖しているというよりも、個人の方々が

それぞれの養殖の仕方でやられている。ですか

ら、そういったところの中のすべてを統一する

というのではなくて、安全・安心に関係する水

の安全、えさの安全、投薬基準の安全、そう

いったところの統一を図っていって、宮崎県の

ウナギ全体の安全性を高めていきたいと思って

おります。極端に厳しい基準を持っていっても

横並びというのはできませんし、私たちとすれ

ば、一業者も漏らさないように指導していきた

いと思っておりますので、随時この指導につい

ては続けていきたいと思っております。

○黒木副委員長 今回の議会でも食の安全・安

心という質問が複数あったわけですけれども、

それに対して非常に県民も敏感になっておりま

すので、できれば県が率先して早く独自の安

全、第三者のチェック機関でもうまく設けるよ

うな仕組みをつくっていただいて、安心して県

産のウナギが買えて、県内の生産者も安心して
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生産できるような仕組みを早くつくっていただ

きたいというふうに思います。

○坂口委員 指導していくと言うけど、この行

く先は見えていると思うんですよ、担当課に

は。これはだれが基準をつくって、だれが

チェックしていって、今言われたように一人一

人、それぞれ思惑、考え方、やり方が違う中

で、どうやってこの土用に間に合わせるんです

か。ああいう事件が起こったときに県民に約束

しているんですよ、県の指導で。それを約束さ

せたんですから、そのことが実行できるように

来てなきゃおかしいのに、今、ウナギ屋の実態

を見てみると、全くできていないですよ。そこ

で質問ですけど、畜産なんかになると県がかん

だ形でブランドづくりをやっていってますね。

魚はすべて漁連がみやざきブランドをやって、

ウナギだってそんなことで、積極的に介入して

いってないじゃないですか。やっぱり畜産部門

のように行政が積極的に介入していって、品質

の評価の仕方なり何なり客観的な基準を決めて

いって、そういうものを生産できるだけの必要

な技術とか、場合によっては飼料やらそういう

ものかもわからない。そういうものを県が責任

持ってちゃんと明示してあげるべきです。そう

いうものにかなったものに対して県が責任持っ

てブランドなり、あるいはトレーサビリティー

のときの規格として認めてあげるのをやらな

きゃ、今の僕らには逃げとしか聞こえないです

よ、指導している、指導している、指導してい

ると。いろいろありますから難しいですわなと

いう言い方じゃないですか。そんなふうで記者

会見をやって県の指導で消費者と約束している

んですよ、宮崎ウナギは今後違うんですよとい

うことを。実際そういうことは起こらないんで

すよということを約束していて、土用にそうい

うことがまた起こったらどうしますか。ウナギ

が足りない中で、今、副委員長も言ったですけ

ど、実際生産されないだけのウナギが流通に

回っているということは、まだまだリスクを

持っていますよ、どこかの中で。逃げていると

しか思えないですよ、先ほどの内水面振興セン

ターの放流事業にせよ、これにせよ。

○桑原水産政策課長 まず、ブランドにつきま

しては、県のほうで「いきいき宮崎のさかなブ

ランド確立推進協議会」というものを立ち上げ

ております。これは漁連とは別組織になりま

す。ウナギについてはまだブランドができてお

りませんが、その他の産品につきましてはブラ

ンド化されているものがございます。それらに

つきましては、生産者、一部加工も入っていま

すけれども、その方々が自主的につくった基準

ではありますが、そこのブランド協議会の中で

第三者も含めまして審議をいたしまして、一定

の基準を設けて、納得できるものについて県の

ブランド化としているところでございますの

で、ウナギにつきましても、今後、ブランド化

自体は有利販売という面で有効なものだと思い

ますので、ウナギ業界のほうからブランド申請

があった場合には、ブランド協議会で議論しま

して、一定の基準を設けたものについて、県が

関与しているわけでございますけれども、そち

らのほうで認めていくといったような流れに

なってくるというふうに思っております。

○坂口委員 だから、そこに行く前に、このＧ

ＡＰの取り組みでも、とにかく去年約束した、

宮崎のウナギはしっかりした生産履歴も保証し

ていって、こういうことを起こしませんよと

言っていた、まずそれはワンステップですよ、

ウナギをみやざきブランドと持っていけるまで

の。そのことに対して指導すると言っているけ
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ど、どんな指導をして、どこらが問題点と把握

していて、今後いつごろにそれが実現できると

いう見通しを立てているんですか。だれがそれ

をやっているんですか。

○那須漁港漁場整備課長 ＧＡＰの取り組みに

つきましては、県のほうといたしましては、ま

ず、みんなが取り組めるＧＡＰということで、

そのひな形を示しながらチェック票を示し、そ

れによって品質の管理をするように指導してお

ります。また、これらについては、今後とも、

とにかく全員が関連している団体といたしまし

ては、現在シラスウナギ協議会というのがござ

いますので、この協議会が中心になってもらわ

なきゃいけないし、安全・安心宣言についても

そこが受けておりますので、県としてはこの協

議会に対して指導し、業界の皆さんが全員一丸

となって安心・安全に取り組めるように指導し

ていきたいと思っております。

○坂口委員 じゃ、見通しを立てているんです

ね、そこがやれるという、取り組むという。

○那須漁港漁場整備課長 取り組めるように

しっかり指導していきたいと思っております。

○坂口委員 だから、その結果、もう時間がな

いんでしょう、これから最盛期に入って出荷期

に入るのに。そこが取り組んでやれればいいん

ですよ。しかしながら、こちらが条件を示した

ものをそこがしっかり了解していって、みんな

の合意がとれて、わかったと、じゃ、うちがそ

の保証をしようということを協議会でやれるこ

とに行き着くんですか。行き着かないんじゃな

いかという心配を持っているんじゃないかとい

うことを聞いているんです。行き着けばいいん

ですよ。

○那須漁港漁場整備課長 協議会のほうにしっ

かりそこにたどり着くように指導してまいりた

いと思っております。

○長友委員 関連してですけど、けさの新聞で

したでしょうか、例の西都のマンゴーという

か、宮崎県のブランド化されたあのマンゴー、

これでも偽装がなくなるようにということで、

マンゴーのほうに印字をしてというか、番号を

打って厳格な品質管理をしようとしているわけ

です。ウナギについては、御案内のとおり、南

九州の生産というのが大変多くなって、全国的

に出ていっているわけです。去年のあのような

問題を受けて、本当に信頼性というのを確保せ

にゃいかんということが話題になったわけです

から、これは当然、私の感覚としては、県のほ

うでそのブランド化に向けてというか、またそ

の前段階でもいいんですけれども、それに向け

てリーダーシップを発揮してやっているものだ

とばかり思っておりましたけれども、今の話を

聞いたら、なかなか難しい問題があるような状

況であります。内水面の魚種としてはこれぐら

いしか金になるものはないと思うんです。だか

ら、もっともっと力を入れるべきじゃないかと

思うし、土用の丑の日、これを迎えるという状

況ですから、ことしそういうものを早くやらな

くちゃいけないと思うんですけれども、どうな

んですか、本当にできるんですか。具体的にど

んな形でされてきたのか、どういう取り組みを

されてきたのか、その辺がわかれば教えていた

だきたいと思います。

○桑原水産政策課長 ブランドづくりのために

は、県内のウナギ養殖業者による安全・安心な

ウナギを安定的に供給するための姿勢というの

は基本的に必要なわけでございますけれども、

先ほど漁港漁場整備課長から申し上げたような

取り組みが１つあるわけでございます。もう一

つは、有利販売のために、品質の均質化であり
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ますとか、技術の向上といった特色あるものと

いったようなのをつくることが必要であるわけ

でございますけれども、こちらにつきまして

は、養鰻関係者みずからの基準づくりといった

ものが必要になりますので、有利販売のための

特色あるものといったようなところでは、こち

らのほうがまず中心にならなければいけない分

もございますので、そちらのほうにつきまして

は、関係するブランドの規格づくりの協議につ

いて促進してまいりたいというふうに思ってお

ります。

○長友委員 去年の事件を受けてすぐ、トレー

サビリティーに関してこういうものをきちんと

統一してやっていこうとか、そういうものを協

議会なら協議会でもいいですよ、そこと県と話

し合われて基準づくりというのがどこまででき

たのかです。そうしないと、この１年間、何月

の問題だったですか、時間が少したってきてい

ます。ことしそういう時期を迎えて、本当にあ

のとき一つのチャンスであったと思うんです。

宮崎のウナギというのがああいう形で、実際そ

んなものは排除してきちんとしたものを出しま

すよと、全国的に物すごいアピールをしたわけ

ですから、そのチャンスをこの１年間ぐらいで

きちんとしたものにしていくというのは、これ

は急がれたんじゃないかと思うんです。その辺

の取り組みはどうされていたのかですね。

○那須漁港漁場整備課長 先ほどの話と重複す

るかもしれませんが、先日新聞等でも、佐土原

養鰻組合の出荷の記事が出ておりましたが、出

荷のときには、県のほうも指導していました品

質の安全管理のチェック票、それに基づいて

チェックして、それをつけて出荷したというふ

うに聞いております。新子と言いますけれど

も、ことしの新しいウナギの出荷が今から最盛

期に入っていくと思いますが、そのような形で

チェック票を必ずつけるような形での指導を今

後とも徹底してまいりたいと思っております。

○長友委員 それでこの宮崎の優位性という

か、信頼性は当然なんですけれども、この優位

性というのが保てるかどうかですね。せっかく

のチャンスですから、信頼性の確保はもとより

ですけれども、やっぱり優位性というのを打ち

出していくというのが、戦略的に漁業サイドの

対策としても重要じゃないかと思うんです。そ

れで十分というふうにお考えですか。

○桑原水産政策課長 先ほどあった漁港漁場整

備課長の説明に加えまして、県としても、ブラ

ンド化の早期実現に向けましては、ウナギ養鰻

業界における具体的なブランドづくりの規格づ

くりの協議がまず必要だと思いますので、そこ

の協議について促進するとともに、先ほど、ど

のようなブランドであれば信用されるのかと

いったようなものがあったかと思いますけれど

も、適切に助言をしてまいりたいというふうに

考えております。

○坂口委員 こちらの尋ねる意味がわかってい

ないのか、わかっていてやっておられるのか。

チェック票なり飼養管理の基準なりを示すとい

うのはわかるんです。チェック票もつけるとい

うのも判断材料として当然のことなんです。だ

れがチェックして、それをパスさせたり、パス

でないとやったり、確かにこのチェック票にあ

るとおりの履歴を経てきたウナギだという判断

をだれにやらせようとしているのということで

すよ、１つは。それと佐土原の組合と言われた

けど、組合として成り立っていますか、何人い

るんですか、水協法上。そういう状況の中で本

当に信頼を今後しっかりして、どこから指摘さ

れても問題ないというものをやれないと、ブラ
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ンドなんて100年早いですよ。だから、こうい

う問題から逃げているんじゃないのと、見通せ

ているから。それともやれる自信があるし、指

導してやり上げると言えるのということを何度

も聞いているんです。わかっているから聞いて

いるんですよ、こういうやり方をしているとい

うのを。どうなんですか。

○太田農政水産部次長 昨年の事件があって以

来、信頼性を高めるための体制づくりを早期に

実施する必要があるというのは十分認識してお

ります。ただ、これはＧＡＰの問題を含めまし

て業界が基本的には自主的に取り組むと。いか

にＧＡＰの基準を守っていくようなしっかりし

た体制をつくっていくかということが大事でご

ざいます。私どもも、もちろん、先ほど申し上

げたような認識で指導はするつもりでおるわけ

ですけれども、やはり業界自体が危機感を持っ

て真摯に取り組んでいただく。組合員が守って

いけるという共通認識を早くどのようにつくる

かということにかかっていると思うんです。で

すから、私どもも、そこの体制ができ上がれば

すぐにでもゴーサインを出したいと、こういう

気持ちは持っているんですが、先ほど来申し上

げていますように、例えばＧＡＰの全国共通の

基準を示して、まず試行をやってもらって、ど

ういう課題があるのか洗い出しをしてもらう。

ある程度試行する中で、各組合員が円滑にやれ

るという見通しが立てば次の段階に行けると。

私どもはそういう過程の中でいろいろアドバイ

スをしているということでございます。ＧＡＰ

の問題でとりあえず適切な飼育管理をしていく

という共通の基準づくりというのが進むわけで

すが、先ほど来ブランド化の話が出ています。

ブランド化を進めていくためには、このＧＡＰ

の取り組みだけじゃなくて、さらに技術水準の

高い業者の飼育技術というものをお互いに共有

しながら品質を上げていくと。そういった取り

組みをやっていく中で他県産と伍していけるよ

うなウナギをつくっていくと。ですから、そこ

にＧＡＰとか、業界の県民の信頼を得るための

体制づくり､基礎づくりをまずやって、その上

に、さらに技術の向上、品質の向上ということ

を積み重ねていく中でブランドづくりをやって

いくという段取りになると思うんです。当面急

がれるのは、お話に出ているようなＧＡＰの取

り組みをまずやって、信頼性の高いウナギの生

産がなされているということですから、私ども

も、できるだけ早くこの体制が県民に対して公

表できるように真摯に取り組んでいきたいと

思っておりますので、御理解いただきたいと思

います。

○坂口委員 １つだけわからんところがあっ

た。既にＧＡＰをクリアして信頼性の高いウナ

ギの生産というのをやられているということで

すか。

○太田農政水産部次長 今そういう体制づくり

を進めていると。先ほど課長が説明しましたよ

うに、全国共通のＧＡＰのチェック票といった

ものを業者さんで試行でチェック、まだすべて

の業者さんではありませんけど、取り組み協力

いただけるところはそれで現実的に試行をやっ

てもらっているんです。その中で最終的に漏れ

がないように各業者で取り組んでいただく必要

がありますから、各業者さんが全国共通のやつ

に多少手を加える必要があるとは思うんです

が、どういった形だったら皆さん共通で取り組

みができるか、そこの見通しがある程度立て

ば、一定の方向性が出てくるのかなと思ってい

ます。そこをクリアできていけば、技術の問題

とか今後のブランドの問題とか、そういうこと
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を検討していけるような環境が次のステップに

進むんじゃないかと、このように思っていま

す。

○坂口委員 ということはまだできていないと

いうことでしょう。そして、最低限の基準でさ

えまだみんなが、それならうちは乗っかるよと

いう合意さえ取りつけていないということで

しょう。偽装問題があったとき､宮崎はそれは

解決するんだということを既に約束しているん

です。土用の日が近づいてきていて、まだそう

いった状況だということですね。えさとして

は、あるいは残留農薬としては、使用農薬とし

てはというのは、少なくとも全国共通の最低限

のものはやっていて初めてスタート台です。そ

れより厳しいものをつくるということを約束し

ているんですよ、消費者に。期待しているんで

す。まだここをまとめていないじゃないです

か。それをやろうといったときに、そのチェッ

クをちゃんとやるぞというものが出てこない

と、いや、うちはちゃんとしていましたよと届

け出だけでチェック票をつけるというのは。届

け出たものが違っているのを偽装というんで

す。起こさないためのものをだれが監視するん

だ。どういう基準をやれば将来のブランドに結

びつくんだと、そういう指導をやってきていた

んですかということ。指導していると言うけ

ど、じゃ、まずスタートの、ＧＡＰにしようと

するところでどういう指導を県は業界に出して

いるのか。それに対して今どういう状況判断を

しているのか。チェック票を出させているの

は、県はそれを100％信頼しているのか、それ

はどうなんですか。今の説明から言えば、少な

くともそこらにまでは来ているということです

よ。指導している。まずは最低限のＧＡＰを、

まずその技術を確立させるんだ。それからグレ

ードを上げていってブランドにつなげるんだと

言うけど、チェックがあるから大丈夫だという

説明だけど、チェック票がついていれば、これ

は生産履歴の自主申告ですよ。それは100％信

頼できるんですか。だれかがチェックして指導

していかないとだめじゃないのということを

言っているんです。

○那須漁港漁場整備課長 確かに今言われるよ

うに、ＧＡＰというのは自主的に品質の安全管

理についての取り組みを示すものでございま

す。そのチェックについては、ある程度の客観

性なりみんなが納得する体制というのが必要だ

と思っております。ちょっと話をもとに戻しま

すが、ＧＡＰに対する取り組みなり、宮崎ウナ

ギの信頼性を取り組むために安全・安心宣言を

行いました。その中で、自分たちが思っている

のは、去年問題が起きたのは、ほんの限られた

流通業者の２業者が起こした問題であると。そ

ういった問題ですので、すべての業者を全部

拾っていかないと、結局１業者でも２業者でも

もしそういう問題を起こしたら困るということ

で、全体が参加されておるのがシラスウナギ協

議会であると。そこに対して、このＧＡＰに対

する取り組みについて、皆さんがとにかく入っ

ていけるところから入っていくと。先ほどから

申しますけれども、チェック票についての提出

というものについては順次それが進んできた

と。今、委員がおっしゃいましたけれども、そ

れのチェックをどこがどういうふうな形でする

のかについては、現在指導をしているところで

ございまして、まだこういう形でしなさいと

か、こういう期間をやりなさいというところま

では至っておりません。

○坂口委員 もうきりがないからやめるけ

ど、100％入ってきて当たり前なのに、なぜ今
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までそんなに手をこまねいているのかというこ

とを言いたいです。100入らなけりゃスタート

できないというものじゃないです。これが入っ

たものは信頼できますよ、差別化商品ですよと

いうやり方が本来です。それについていけない

人はどうぞ御自由にというのが。そのかわりこ

のマークは使わせないよというのがブランドで

あったり、あるいは認証であったりするわけで

す。できもしないことを追っているんじゃない

ですかと最初から言っているじゃないですか。

どういうチェックをだれにやらせるかを今から

検討するなんて言って、チェック票がついてい

るから安心だという答弁と、それは合わないで

すよ。とにかく間に合わせるようにしてくださ

いよ。そして二度とそういうことが起こらない

ように。チェック票がついている限り、それは

宮崎ウナギとしてちゃんと証明できるだけの信

頼できるチェックなんだ、あるいは申告なんだ

というものしか認めないよということ。そこら

は積極的に指導していかないとだめですよ。も

う要望でいいです。これは切りがない。

○宮原委員長 今、要望がありましたので、そ

ういうことでよろしくお願いをします。

ほかにございませんか。それでは、ないよう

ですので、次に、その他の報告事項についての

質疑を行いたいと思います。

○外山委員 重油価格高騰対策について一、二

細かいところになるかもわかりませんが、お聞

きをしたいんですが、重油価格関係資料の２ペ

ージに、促成ピーマン40アールの例が出ていま

すが、40アールの例を出したということは、ピ

ーマン農家の平均的な作付が大体こんなところ

ということで40アールになっているんですか。

○串間農産園芸課長 ピーマン専業経営という

ことでモデル的に出しました。平均的には30数

アールになっております―県の平均１戸当た

りです。

○外山委員 そこで、重油対策として２層カー

テンをやろうということですが、事業費の１

億6,000万のうちの5,400万が県費と。残りは国

ですか。

○串間農産園芸課長 今回は県単ということで

考えておりまして、あと、市町村に６分の１負

担をいただいて、末端農家負担が２分の１とな

るような仕組みで考えております。国につきま

しては、今後対策が秋口に向けて出てくるので

はないかと考えておるところでございます。

○外山委員 例えば40アールで２層カーテンを

したときの費用はどのくらいかかるんですか。

○串間農産園芸課長 私たちの標準事業費とし

ましては、パイプ、巻き上げ機、フィルムを合

わせて10アール当たり50万で見積もりをしてお

ります。ですから、４反で200万、それを末端

２分の１のときに100万かかるという計算でご

ざいます。それがネックで導入率５％という、

なかなか踏み切れなかったんじゃないかと考え

ております。

○外山委員 これをこの予算でやったとき、何

軒ぐらい農家が賄えるんですか。

○串間農産園芸課長 単純に１億6,200万を50

万で割りますと32ヘクタールでございます。そ

れを３反平均と割りますと、100戸ちょっとに

なります。

○外山委員 非常に少ないですね。左の表

で、16年と比べて約280万ぐらい重油代が上

がっています。経営費が同じぐらいかかってお

ると。農業所得がそのくらい減っていますね。

そうすると、ここでこの事業を入れたときに、

今と同じ価格にしたとき、重油代の倹約はどの

くらい想定できるんですか。
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○串間農産園芸課長 ３ページの参考の下のほ

うの米印の３を見ていただきたいんですが、現

時点で36％削減の事例があります。２層カーテ

ンは20％ですが、循環扇とかサイド内張とか多

段サーモ、それらの組み合わせでこういう事例

があります。技術委員会で２層カーテンを入れ

て30％削減を目標にしましょうということで指

導しております。ですから、重油代が３割削減

できる。530万5,000円の３割ですから、160万

削減を目標にできるという技術でございます。

○外山委員 30％削減すると相当違いますね。

しかし、100軒ぐらいの対象ということになれ

ば、これは各市町村なりを通じて、団体を通じ

て、意向の調査はしておられると思うんです

が、希望の手を挙げてくる予測というのはどう

なんですか。

○串間農産園芸課長 この議会の御理解を得た

後に、大至急市町村に対して正式にお話をおろ

していくということになりますが、我々の今の

感触では、恐らくこの倍ぐらいは需要が上がっ

てくるというふうに考えております。といいま

すのは、昨年度今の時期は67～68円だったの

で、なかなか踏み切れなかったんですが、いま

だに上がっているということで、急速に取り組

みやすい、そして効果が高いということで、こ

の２層カーテンにかなり期待をしているという

実態がございます。

○外山委員 30％ぐらい重油代が節約できる。

しかし、予算がこのくらいしかないから、手を

挙げてもなかなかこれに入ってこれない。とな

ると、１つは、国にも言って早く予算措置をす

ることと、この２重カーテン以外の対策です

よ、ずっと見てもほかに何も具体的にないです

ね。ほかに何かないんですか。

○串間農産園芸課長 新しい資材等も、現地で

実証するようなフィルムとかそういうのもござ

います。また、省エネルギー対策としては、先

ほど御紹介いたしましたヒートポンプ、これに

つきましては、体力のある品目、例えばマンゴ

ーとか……。

○外山委員 これはわかっている。

○串間農産園芸課長 ほかに省エネルギー対策

は、ここに書いている循環扇とか、多段サー

モ、内張、排熱回収装置とか、フィルム自体に

空気を送り込むのがあるんですが、そういった

新しい資材等も出てきております。

○外山委員 これ以上聞いても先に行きません

から、これで打ち切りますが、１つは予算措置

を全力ですることと、それから、試験場あたり

で低温でできる品質の改良を早急に努力しても

らう。そのほかに何かないか英知を絞って対策

をぜひやってください。以上です。

○野辺委員 今の関連でちょっと部長に聞いて

みたいんです。今、重油価格幾らか御存じで

しょうか。現在の価格。

○後藤農政水産部長 108円です。

○野辺委員 さすがですが、110円台なんです

よ。94円でこれは試算されていますが、施設園

芸はこういう部門があるからいいけど、末端価

格は、今110円台なんですよ。だから、宮崎県

のほかの、施設園芸だけじゃないから、やはり

漁業も含めて抜本的な、何か後手後手に回って

いるような気がするものですから、抜本的な緊

急対策を講じてもらわんと宮崎県の農林水産業

は壊滅しますよ。ぜひひとつ前向きな取り組み

をお願いしておきたいと思います。

○後藤農政水産部長 ただいま野辺委員御指摘

のとおりだと私どもも認識しております。これ

は原因がやはりいろんなところにございまし

て、県あるいは一事業体で解決するには難しい
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問題がたくさんあるというふうに思います。い

ずれにいたしましても、農林水産業の振興とい

うのは、やはり最大の宮崎県におけるテーマだ

と思っておりまして、そのためには、この重油

価格の高騰に対して、今回出しておりますけれ

ども、金融支援あるいはこういったような助成

制度、これはある意味対症療法だと思っており

ます。これに加えて、やはり長期的に産業の構

造を、コスト高に耐え得るような、そして利幅

の多い、所得の多い、そういうような構造に全

体を変えていくような中長期的な展望、こう

いったものを持ちながら今後検討していかない

といけないというふうに考えておりまして、そ

ういった視点で我々も今後一層研究を詰めてい

きたいと思います。

○野辺委員 ぜひお願いします。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

○松田委員 重油の対応のほうなんですけれど

も、農政水産部長が南日本新聞のインタビュー

に、このまま原油高騰が続けば、ピーマンに

限っていたと思うんですが、再生産も極めて厳

しい状況だという認識を示しておられました。

そこで、こちらのほうの資料ですね、重油・飼

料価格高騰に対する資料の１ページ目ですが、

状況把握、影響把握の一覧が出ております。全

般、耕種、畜産、水産部門ですが、水産部門は

産出額の0.7割ということで出ておりますが、

今、漁業界も一斉休業してまで世論に訴えかけ

ようという状況で、0.7割というのは少し少な

いんじゃないかなと思いました。重油使用量

が5.6万キロリッターということですが、この

データの根拠はどの辺にあったのかなと思いま

して、お示しをいただきたいと思います。

○後藤農政水産部長 これは県漁連で取り扱っ

ております漁船に供給するＡ重油の使用量とい

うことです。実は、５万6,000、少ないという

お話でございますけれども、19年度がこういう

形になっておりまして、17、18、19とだんだん

少なくなってきております。これは、今までの

漁業経営体に対する指導の一環で、省エネの操

業ということで、漁船の速度を少し落として

走ったり、経済速度巡航、そういったようなこ

とをいろいろと指導しながらやってきた結果と

いうふうに思っております。

○松田委員 ありがとうございます。この資料

の一番最後のページですが、水産業燃油高騰緊

急対策事業の概要ですが、102億円という値が

示されたんですが、漁業界に対して大変どれも

使いづらいという見解を示しております。その

中で、あえて使おうと思ったら、区分１の②漁

場生産力向上の取り組みの指導・監視等、実施

状況の管理に要する経費というところ、こちら

に何とか該当するように活動しようという取り

組みも県北のほうではしておるんですが、非常

にあいまいな、漁場生産力向上の取り組みの指

導・監視というのは、どの辺が基準なのか、ど

ういったところで評価をするのか、見解があれ

ばお示しをいただきたいと思います。

○桑原水産政策課長 これは比較的、まさに監

視をしていればいいだとか、清掃していればい

いというふうなもので、具体的な基準自体は定

められておりませんが、このような取り組みに

つきましては、全漁連に申請をいたしまして、

そこの審議会の中で認められるということを

もってこの事業を活用できるというふうになっ

ております。先ほど委員お話になられました、

難しいのではないかといったようなことにつき

ましては、水産政策課といたしましては、漁連

等関係団体と十分に協議をして、系統組織を通

じて現場までおろすとともに、関係職員を現地
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まで派遣をして、この事業の説明、活用につい

て鋭意取り組んでいるところでございます。

○松田委員 わかりました。じゃ、全漁連のほ

うからのデータ等々を含めながら県のほうが総

合的に判断をするということで、各漁連とか漁

業者が独自に申請するのではないということで

よろしいですね。

○桑原水産政策課長 申請は、漁協というかグ

ループからなりますので、県は通じません。基

本的には全漁連を通じて漁業者に実施される予

算でありますので、県は直接かんでおりません

が、事業自体理解がなかなか難しいといったよ

うな現場の声もございましたので、十分に県の

ほうで理解をしたり、また漁連のほうで理解を

した上で、現地での説明でありますとか、こう

いうふうにすれば使えるのではないかという助

言をしているところでございます。

○松田委員 その助言のほうがないので、漁業

界、大変今苦悩しております。その辺のアドバ

イスをぜひぜひよろしくお願いいたします。以

上です。

○宮原委員長 ほかにございませんか。ないよ

うですが、その他で。

○坂口委員 総合評価方式、説明資料の20ペー

ジ、県土整備部との違いの資料ですけど、ま

ず、企業の地域社会貢献度を評価すると、これ

はいいことと思うんです。30点あげる。ここで

解釈の仕方なんですけど、地域内に本店、支

店、営業所があるかないかも評価対象にしてい

くということになっていますね。これは根拠は

何ですか。これを地域への貢献と判断される根

拠。

○原川農村計画課長 今回、農業農村整備独自

の総合評価をやろうと。特に一般の土木工事と

違う点がありますので。今、委員がおっしゃっ

た地域内の本支店、営業所の有無のところは、

県土整備部の特別簡易型と全く同じ扱いにして

います。ただ、全体を40点に拡大していますの

で、その分の配点を広くしているということで

す。

○坂口委員 そのまま踏襲されているから、こ

れを自分のところで手を加えて、改善という

か、より自分たちの実態に近いものに評価対象

を変えたということは、当然その理由というの

は分析されたと思うんです。だから、なぜ、本

店、支店、営業所をそこに置いているというこ

とを評価対象からそっくりそのまま県土整備部

のをここに持ってきているかということ。その

根拠です。評価対象にする。

○原川農村計画課長 特に農業農村整備事業で

行います工事、例えば圃場整備とか水路工事み

たいな代表なやつは、終わった後、土地改良区

といいますか、もしくは農家、地元の人がみず

から管理することになります。その管理が、最

近、農家の人も減ってきている、あと高齢化も

進んできているということで、かなり御苦労さ

れているところがございます。ただ一方で、当

然、食料の供給のためには大変重要な施設なの

で、ぜひ近場のところが、建設業の方が、終

わった後のことで何かいろいろ困ったときが

あったときに協力するのにいいのかなというこ

とで、この分は生かした上で、県土整備部の一

般土木工事よりも配点を大きくしたということ

でございます。

○坂口委員 近くに本社があったりして即対応

できるということが、その後に地域に貢献でき

るということから評価対象にしたんだというこ

とですね。それはこの網かけ部分で似たような

ことがありますね。地域活動にボランティア的

に協力していったり、災害にぱっと対応したり
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ということで、そこがダブって評価されるよう

な気がするんですけど、そこらの整理は、考え

方としては。

○原川農村計画課長 一番大きな考え方は、ま

ず、30点を40点にふやしたというところでござ

います。一般土木の特別簡易型は40点になって

おりますが、災害工事につきましては、より地

元に密着したところがいいということで、県土

整備部の一般工事も災害工事については40点と

いうふうにしています。それ並みに農業農村整

備事業のつくった施設も、より地元に密着のほ

うがいいだろうということで、基本的に大きな

考えは、県土整備部の災害の工事に準拠して考

えているということでございます。

○坂口委員 とにかくここに本社があるから

じゃなくて、会社の機動力がそこにあるからと

いう解釈ですね。従業員もいろんな人がいて、

即。だから、そこに建物があるからという解釈

じゃなくて機動力としての貢献ができるからと

いうことですね。

○原川農村計画課長 そういうことを考えてお

ります。

○坂口委員 そうなると、同じ枠の中で県土整

備部のをそのまま踏襲している。ＩＳＯの取得

状況と新規学卒者の雇用状況もポイントにする

んだということですね。だから、学校を卒業し

たばかりの子を雇ってくれれば、これも点数を

してあげて、高くても逆転しておたくと契約し

てあげますよと、少々高くついてもということ

なんですね。新規学卒者を雇用したとき。

○原川農村計画課長 今、委員の御指摘のとお

りです。

○坂口委員 それと地域貢献というのは、どう

いうぐあいでこれを地域貢献と判断されたんで

すか。新規学卒者を雇用したのを評価していこ

うというのは。

○原川農村計画課長 これも地域の雇用という

観点では、地域貢献度に入るんじゃないかとい

うことで、ここは県土整備部とあえて違う観点

は入れなくていいのかなということで踏襲して

おります。

○坂口委員 新規だけでは会社は動かなくて、

ずっと何十年と雇用してきているんですね。そ

ういう人たちを評価せずして新規ですか。安く

て若くて便利はいいし、給料は安くて済むし。

じゃ、どんどんベテランを切って新規で、訓練

されたのを新規、新規と、特に青年隊だ何だ出

たのをとっていけば、そこでも評価される。そ

うなってくると、そういったベテランを、今、

企業がどういう実態にあるかというと、重機を

売り飛ばしながら給料を払っているんですよ、

現実は。重機をどれぐらい持っているか調べて

みらんですか、入札制度を変える前と。災害が

起こったって人はいるけれども、機械がありま

せん、機械を県がチャーターしてくれというぐ

らいなことでしか災害対応はできないようなと

ころまで来ていますよ。手形が落とせんから重

機を売る。売るといったって、これなら買うよ

ということで、いや、それは使う機械と言った

ら、使わないものは要らないよで、使う機械を

今、処分しながら食いつないでいるんです。新

規を雇えるところがあれば幸いだけど、それは

切らなきゃ雇えないです。むしろそんな苦しい

中にあっても地域にへばりついて、子供を持っ

ている人の気持ちを思ったり、いろんなことで

長年つき合ってきた運命共同体だということ

で、身を削りながら雇用している人たちを評価

せずして、なぜ新規なんですか。そういう意味

からの地域で雇用を守ってくれるということを

評価するのに。
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○原川農村計画課長 ここについては、先ほど

言いました一般土木と同じことでございます

が、建設業については、当然地域の重要な産業

であります。一方で今、委員がおっしゃられた

とおり、経営の面で苦しいところはあるという

ことも十分認識しております。ただ、そういう

中で、やっぱり若い人も入れていかないと、な

かなか技術の継承といいますか、そういう面で

も今後立ち行かなくなるのかなということで、

難しいのはわかっていますけれども、これを

やったら評価するということで、加算という意

味で入れているということでございます。

○坂口委員 そしたら、確かに、新卒者を雇う

なんてことは現実的にはないだろうと思う。で

も、雇えばごほうびだよということですね。一

方ではＩＳＯは評価していますね。ＩＳＯ取得

は。

○原川農村計画課長 ＩＳＯにつきましては、

県土整備部と同様で、特にことしからはＩＳ

Ｏ14000、環境関係、エコアクション21、その

辺の認証を受けたところは評価するように考え

ています。

○坂口委員 しかし、あれは既に経営事項審査

の中で10点、10点くれるようになっています

ね、会社のまず点数を出すときに。またここで

ダブルポイントですね、実際入札に有利なよう

に。そういうものは二とこで評価して、今言わ

れたように、地域の雇用というのは、難しいか

もわからんけど大変大切なことなんだ。わかっ

ていて何で地域雇用、今、地域への貢献という

のは、言われるとおり、雇用ですよ。いかに雇

用を維持していってくれて、新たにそこで雇用

創出してくれるか。そんなものは現実味はない

けど入れてみたんですわ、呼び水でということ

で。本当に地域で雇用するものを評価せずし

て、ちょっと僕はおかしいと思うんです。雇用

というのは、長年雇用してくれていて、そんな

にやって身を削りながらでも雇用をしっかり果

たしてくれているものは、総合評価で地域貢献

の最たるものだと思うんです。本社があろうと

なかろうと雇用のほうがもっとあれですよ。

掘っ立て小屋でもいいですよ。これはおかしい

と思うんです。もう一回やり直す気はないです

か。やり直してみらんですか、本当に地域の実

態。高い税金を出して同じものを買うんです

よ。

○原川農村計画課長 特に農政水産部の総合評

価につきましては、県土整備部より実際試行が

おくれているところがございます。19年度８件

でございました。ことし数をふやそうというこ

とで40件でございます。全体では工事は400数

件あるわけでございますが、ことし40件で、と

りあえず今回この農業農村整備事業の独自の貢

献度をつくってみましたが、これが実際業者さ

んからどういう評価になるのかきちんと検証し

て、21年以降は当然数をふやしていくことにな

りますので、今、委員がおっしゃられたことは

十分肝に置いてきちんと検証していって、本格

導入に持っていきたいというふうに思っていま

す。

○坂口委員 今のは、ここをよく見てみられん

ですか、農政水産部のを評価しているんです。

県土整備部を踏襲された部分がまだまだ工夫の

価値がありますよということで、ここは実態に

合ったのをやられているんです。だから、なぜ

協議するときにそこらまで指摘していて、雇用

の考え方ももうちょっと県土整備部に変えさせ

てくれなかったかなということで、批判じゃな

くて評価で今のは聞いたんです。この網かけ部

分が実態に合った地域貢献ですね。でき得れば
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雇用というものをもうちょっと深刻に考えてほ

しかったなと。

それから、その下の技術者の持ち点ですね、

配置予定者の点数、これもやっぱりその点数が

高ければ、高い人と契約するわけですから、完

成検査時の何らかの検証というのが、本当にそ

のとき評価した点数をこの工事で上げられるか

という検証がここでは必要じゃないかという気

がします。これは今後の課題としてですね。

だから、今のは批判したんじゃなくて評価し

たわけです。公共三部で今後検討を詰めていく

ときに、むしろこちらのほうが考え方としては

実態に沿っているというようなことから、どし

どし提言していって、今のような本当に地域へ

の貢献、今、地域が一番必要としているものは

何かと。そこに貢献するものを積極的に価格に

反映していこうという評価方式、超簡易は特

に。これは要望にとめておきます。

○宮原委員長 ここで委員の皆様にお諮りいた

します。間もなく５時15分となりますが、いか

がいたしましょうか。

〔「引き続き」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、引き続きという意見

が多数でありますので、執行部の皆様、時間外

となりますが、引き続き審議を行ってもよろし

いでしょうか。

それでは、引き続き審議を行います。

○外山委員 今、坂口委員が言われた中で、学

卒者という項がありましたね。これはちょっと

確認しますが、一般的に学卒というのは大学卒

業だと私は思っておるんですが、大学卒業の新

卒者ということですか。

○原川農村計画課長 高校卒業から対象にして

います。

○外山委員 一般的に学卒者と書くと、大学卒

業というふうに私はとるんだけど、まあそれは

いいです。高校卒業から上の卒業ですね。

それから、もう一点、業界によっては、その

組合なり協会が県と防災協定等を結んでおる団

体がありますね。これはこの評価の対象になる

んですか。

○原川農村計画課長 防災協定につきまして

は、基本的には県土整備部のほうで評価してお

りますので、我々も同様な評価をしようと思っ

ています。資料のところには詳しく書いてな

かったんですが、農村地域防災活動等の実績の

ところで、まさにそういう農村地域の防災活動

に加えて防災協定を結んでいると、災害のとき

に機動的に出動していただけるところは、同様

に評価しようということを考えています。

○外山委員 ということは、結んだ団体です

ね、協会なり組合に加入していない業者もおり

ますね。入っていない業者も。その業者はその

評点から外れるという理解でいいんですね。

○原川農村計画課長 県と防災協定を結んでい

ないところは、おのずと評価点の加算点が低く

なるということになります。

○外山委員 今聞いたのは、団体が、何とかの

組合でもいいですよ、県と防災協定を結ぶ。と

ころが、その組合に同じ業種の会社でも入って

いない人がおりますね。その入っていない業者

はこの評点から外れるということですね。

○原川農村計画課長 県と防災協定を結んでな

ければ加算にならないということでございま

す。

○蓬原委員 農業農村整備事業というのは、大

体どんな事業なんですか、久しぶりにこの委員

会に帰ってきたものですから。

○原川農村計画課長 一番メーンは、農業生産

基盤事業、土地改良事業というものがメーンで
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ございます。あと、最近は農村整備事業という

ことで一部集落道の整備とかそういうのもござ

います。

○蓬原委員 ちょっと具体的なことで、その評

価のことなんですが、地元で語っていました

ら、地元貢献ということで、例えば集落道と

か、農道も広がるかどうかわからないんです

が、そのときに、地元の建設業者さんがそこの

地権者だったと。当然、拡幅とかあるわけです

ね。拡幅のために、地権者であるがためにその

土地を供与というか、協力したと。こういうの

は評価されんのかという非常に具体的な話です

が、それはある見方によってはかなりの地元貢

献ではないのかと。「等」というのがあるから

その「等」に入るものかどうか、具体的なとこ

ろでお知らせください。

○原川農村計画課長 今回、地域貢献をどうい

う活動にするかというところはいろいろ悩んだ

ところで、考えたら、いろんな活動が想定され

ます。その中で、特に建設業としてよくやれる

ようなもの、機械を持っていますので、機械を

使って排水路の泥上げをするときに機械を無償

で貸し出したり、そういうのに絞って今回は貢

献度に該当する活動をやったわけでございま

す。いずれにしても、今年度この形でやって、

本格実施に向けてはまた見直しますので、いろ

んな御意見を聞いていいものにしていきたいと

いうことで、ことしの試行にはその活動は入っ

ておりません。

○蓬原委員 確認です。土地の拡幅等の地権者

だった場合のそれは、貢献には入らないという

ことで確認していいですね。

○原川農村計画課長 今年度の試行ではそれは

評価項目に入れておりません。

○蓬原委員 私は入れるべきじゃないかと思っ

ておりますから、申し添えておきます。

○宮原委員長 ほかにありませんか。

○長友委員 建設業者で組合に入っていないと

協定が結ばれていないということになります

ね、災害時の。ところが、地元の現場としては

パトロールに出たりするわけです。そこ辺のそ

ういう貢献をしたというのは自己申告なんです

か、それともどういう形でそれは判断すること

になるんですか。

○原川農村計画課長 基本的にこの農業農村整

備独自の地域貢献の活動につきましては、例え

ばある団体に協力したとしたときには、団体さ

んから、こういう協力をしていただきましたと

いう紙を出していただいたり、あわせて、実際

活動をやっている写真を添付していただいて出

していただくとか、極めて簡便な証明できる手

法を今考えているところでございます。

○長友委員 団体の場合はそれがしやすいんで

すね、団体に言ってそこがやってくれるという

のは。ところが、そうじゃなくて、入っていな

いとなったとき、それでも地元に対しては、近

くのがけが崩れたとか何とか言ったら、やっぱ

り出ていってやりますわ、ずっと。そういう部

分というのは評価されるのかどうか。

○原川農村計画課長 評価する考えです。

○宮原委員長 ほかにありませんか。その他で

何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、以上をもって農政水

産部を終了いたします。執行部の皆様、御苦労

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後５時23分休憩

午後５時27分再開
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○宮原委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてでありますが、申し合わ

せにより、委員会審査の最終日に行うことと

なっておりますので、あすの13時30分に採決を

行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのように決定いた

します。そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 以上をもちまして本日の委員会

を終わります。お疲れさまでした。

午後５時27分散会
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平成20年６月26日（木曜日）

午後１時30分開会

出席委員（９人）

委 員 長 宮 原 義 久

副 委 員 長 黒 木 正 一

委 員 外 山 三 博

委 員 坂 口 博 美

委 員 蓬 原 正 三

委 員 野 辺 修 光

委 員 満 行 潤 一

委 員 松 田 勝 則

委 員 長 友 安 弘

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 大 野 誠 一

政策調査課主査 坂 下 誠一郎

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第２号及び報告第２号について、原案の

とおり可決または承認することに御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、議案第２号及び報告第２号については、原

案のとおり可決または承認すべきものと決定い

たしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「環境対策及び農林漁業振興対策に関する調

査」につきましては、引き続き、閉会中の継続

審査といたしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 御異議ありませんので、この

旨、議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子案についてでありま

す。委員長報告の項目として、特に御要望等は

ありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時31分休憩

午後１時40分再開

○宮原委員長 それでは、委員会を再開しま

す。

委員長報告につきましては、ただいまいただ

きましたことを参考にさせていただきまして、

正副委員長に御一任いただくということで御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

暫時休憩いたします。

午後１時40分休憩

午後１時45分再開

○宮原委員長 委員会を再開します。

７月23日の閉会中の委員会につきましては、

先ほど御意見を伺いましたものの内容で委員会

を開催することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのようにいたしま



- 83 -

す。

次に、県外調査についてであります。

県外調査につきましては、８月20日から22日

にかけて、先ほど御協議いただいたものを中心

に実施することとし、詳細については正副委員

長に御一任をいただくということで御異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、具体的な行程等につきましては、後日

御連絡いたしますので、よろしくお願いをいた

します。その他何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 何もないようですので、以上で

委員会を終了いたします。委員の皆様にはお疲

れさまでした。

午後１時46分閉会


